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現代日本κbける障害者の生活状態κ関するノート

障害者の生活過程分析 より みたる 一

藤井力夫

現代日本にをけ る障害者の生活状態を検討するには M くつかの視角があ

る。との小論ではJ主 として障害者の生活過程に焦点をあて論 じようと思

う。とくK:， (1)現代日本の歴史的現実である「現代の貧困」という社会的

事態のも とでの障害者の生活実態は具体的にどのよう K把握量できるか，(2) 

そ ζ での<福祉 と教育>の現代的課包は左 Kか，その統一的保障の方向は

ーとい ったこつの面から検討を加えてきた，その若干の報告である。

| ノートふうの報告K終わらざるをえ左かった ζ と，しかも ， r:ただ解釈したKすぎない」

ものであるとと。 ζの点，まず辛?ととわり し在ければ左ら在い。

ii いま ，わた〈しがも っとも願っているEとは，たん在る現象的在連関としてではなし

本質的 ・全体的在連闘をも ったものと しτものどとを把握し，かつ歴史的在発展のもとで

位世づけつつ磁望し， それをき Pひらいていく諸条件を明らかKしていけるよ う在 そう した

全面的在力量を獲得 してい〈己と・・・・・・。

ill その出発点と したい究めVC，長文十てもかかわらず.ζの小論を報告する ζとKした。

また.本論のなかで.t13，ω等の付号.な らびVC，(補)，を記したのは.そう した方

向の出発点と したい，と思うからである。

Iv それに廿すても， rlはhまわり Jの段階にあり.みなきんがたの批判を必要としている。

(1972.3.1) 

-105-



〉構 成〈

はじめにn 陣害者安楽死事件提起するもの。

a. <社会的在意味での殺人〉として

b ・「現代の貧困」化のもとでθ障害者安楽死事件

c .障害者安楽死事件が教育学研究K鍵起するもの

d.生活過程K焦点をあて，労働過程と労働力再生産過程とを厳密在意味で区別して

第 I。労働過程Kおいて(労働過程分析〉。

その 1 働〈意志と活力がありまがら，働〈宅融会をもてまいでいる障害者

その2.労働基本権の和U:1Ijoされている障害者

その3. r労働力流動化」施策のもとでの障害者差別の盤大再生産

(補)<労働への権利>保障をめざして ーゆたか共同作業所のとり〈みからー

第E。労働力再生産過程Kおいて(生活過程分析〉。

その1. <文化的生存>の在んの手だても保障されてい在h障害者

a .生活保護をめ〈・って

b.住宅保障在めく・って

c .交通 ・移動手段の保田蓄をめぐって

d .更生医療在どの保障をめぐって

e .心身障害者扶養保険(共済)制度在どをめぐって

その2. 結婚し子どもを童み育てる ζとが困難在社会的状況のもとにある儲害者

a. r保安処分」の対象としての、精神'障害者

b.歴史的・社会的K産出されてきた〈被障害者〉と して

C. <医療 ・福祉0貧困>のもとでの降害の〈固定化〉の深行

d.心身障害者(総合)対策基本法の制定をめぐって

e. r平和のうち托生存する字額日」を基軸として

その五 I!l>きとどいたく教育と福祉〉を享受でき在いでいる隊答者

(ー)

a .把握されてM在い未就学在宅結審児の実態

b .四半世紀をひきのばされてきている養護学校の設世義務、

c. 7 4年度をめどK養護学校設置の義務化をはかりたいとhうが

-106-



(ニ}

d. r特殊教育C撮果J施策のもとで.ふえつづげてきτMる就学免除児童・生徒

e. r能力 ・特性K応じた」学校教育の多種化むもとで，つ<0だされてきている「教育

の特別在取り扱いを要する児童・生徒J

f. r特訴教育」の名ICT'̂て，行動様式IC:1，'ける白由度。乏しいパターン化された「障

害者」の拡大・再生産

(三〉

g.重症心身障害児施設があらた在障害者の発生源ICI

h.療育記録狭函『夜明け前の子どもたち』むと担〈みをとbして

(補) 発達Kよ県在〈教育K下阪ない .<竪僚も教育も福祉も〉統一的な保障をめざして

ま?わ OIC.<差別・発達・運動>の三つの観点。統一的内在化の必凄Kついて。

a .現代日本IC:I"ける簡害者問題対策。諸特徴

b.現代「特殊誕生育の振興」とその付与条件

c ・障害児救育学の科学化Kあたってのい〈つかの前提

d .ぐ差別・発達・運動>.l::'^う三つの観点の統一的内在化の必要Kつ出て

附表。 1960年代日本IC:1>'ける障害者問題対策の系譜{略年譜)。
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沖)、民読売新聞』、 1967.9.7

a .<社会的在意味?の殺人>として

「、生きる苦しみ Hのがれて IJrいっそ親の手でひと思.v.IC/J ・・と，

こう したいわゆる<障害者安楽死事件>は，障害児 ・者のいる家庭だけの，特殊在事件では

在v.o 現代日本におPける歴史的現実である 「現代の貧困」とhう社会的事態のもとで，起とる

べぐ して発生した，く社会的在意味での殺人>である。

ζの前援にたったうえで，わた〈 しは，r障害者安楽死事件が提起する もの」とh う論題設

定のも とYC.以下.本稿の主緬である「現代日本に骨げる障害者。生活状態」の分析侃角を ，

検討していきたい.

そ乙でまず.<社会的在意味での殺人>と，在ぜいえるのか，明記しで砕き たい.

まだ第一IC.1:.れら懸害者家庭にとって .<安楽死>とhう形でしか，社会的在生活維持の

方法をみいだせ在かった，とh う意味1Ci>v.て。
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第二K.より基本的κいって.資本主義社会K長ける労働者階級の生活維持は，たん在るそ

の日かぎ bのく生理的生存>白ものとしてでは立いということ.く文化的生存〉として，将来

止るが壬括的余命いぷ要求対併Jをもってhるという意味忙おいτ.

第三.たとえそれが，在んらかの原因によって，労働fili:力を損失した場合κ砕いても，この

文化的生存の保障要求は，すべての人にひとし〈貫徹される.よ b切実在意味忙をhて，その

保障要府立，重みをもち，その公的・行政的保障はゆきとどかねば在ら在¥r>.

b ・「現代の貧困」のもとでの障害者安楽死事件

カラーテレビ，電気洗潟機，自動車はそろっτhる.しかし同時に貧乏やり〈りの暇在(. 

たえず苦しさをJ感じている.

己乙 K特徴的に示される「現代。貧困」は，資本蓄積と搾取強化の現代的特色に対応して生

活様式の高度化が強制され在がら，現実K満たされぬところKあらわれてhる矛盾として.¥r>

っそう多様K発現し，国民的規模で生活上のさまざまま陣容を産みだしている。

ζ うした一般的状況のもとで，障害者家庭にとっては，障害者がいる在いしは障害をもって

Mるとh うことで，それ忙とも在う生活上の障害を，二重虻も三重Kも受ける ζ とに在る.障

害者家庭は. r現代の貧困」のもつ体制的矛盾を.¥r>わば集積・集申して受けさるをえ在¥r>.

たとえばa施設の数がた b在同などく福祉の貧困>むもとで，家族が市場K出かけようとし

ても，障害者音置き放し忙して逮〈へ出かけるわけK もいかず，みすみす高い買物を近所でせ

ざるをえまい.その他，病院めぐ り托要ナる費用をはじめさまざま左形でD出資をかさみ，生

活費をむしばむ. ζ うして，障害者家庭の生活破接は，過速度的に深行する.

「現代の貧菌Jのもとでの生活のや t( tと障答者の介護陀ともまう精神的・物質的過重は.

医師や教師在ど比較的ゆたかな階層をも含めて.<bらゆる障害者家庭K砕ける生活を，情艇甘

Kさせないではおかない。のみならず.つぎの主基礎K直面すると吉.子どもの将来への展豊富士

吉司た〈見失しなわせ.安楽死を決意させる。

すなわち.障害警の治療ならびK発章一への権利保障の機能の役割を直接的に担『ている，医療

+教育+福祉の場面における個人幸益的競争原理1・能力主義原理にもとづ〈再編強化・制度イ民

という社会的事喫である。

iζのまま成長してもかえって不幸でかわいそう…・・」

「教育競浄の波を乗b越えられぬわが子怯，生存競争Kも…・ゴ

「いっそ，裁の手で，ひと思いに…・・・・J.と.
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c.障害者安楽死事件が教育学研究K提起するもの

以上のζとは，資本主義社会K却ナる「貧罰化」の発生・進展からして必然のζととしてか

たずけてしまう耐ナにはいけない.

障害者安楽死事件は.<蚤凍死>という形で.r現代。貧困」そのものをも，告発しているの

で畠る.

「現代。貧困J'D現象的指標。ーっとされているく社会的損失の大量発生>は，独占資本

の利潤追求・「技術革新Jr合理化Jr生産性向上」運動に追従した政府の「高度経済成長j

政策のもとでの勤労人民全体にとって@生命と健康の磁波C激増としτ，工場の内外を問わ

ず，いつ障害者にされるかわからなhほどIC:量的Kも質的Kも鉱大させ，産出されるものと

しての歴史的・社会的規定=<被障害者〉化の本性を，露呈させた.

" にもかかわらず，他方におけるく社会的共同消費手段の火除・貧困>.共同住宅，公簡，

上下水道，あ車，普通教育施設，保育所，病院など生活手段の基健的・一般的条件の火除・

貧困は.r福祉国家Jr高次福祉社会JIC島市ナるく福祉C貧困>として.障害者Kとっては

欠かすととのできなh よb切実に生きるに必要なく医療も循祉も&育も>必要K応勺て充分

に享受させないで凶る.

111 障害者にさせられた，しかも.<医療も福祉も教育も>火除していて充分に享受できない

というのでは，障害者とその家族K二重Kその責任を強要する乙とκなれ ζれら家族にと

っては，二重の意味でく安楽死>という形で合消極的な解決策としてしか，みhだすととが

できない.ぞうせざるをえなかった生活現実が，横たわってhる.

ぞれ対けでな(.現代。学校教育そのものの岳D方が.く安型軽死〉への決意要因のーっと

して位置づhている。己の社会的事実からすれば.<障害者安楽死事件>は，教育学研究の

あb方そのものにまで，するど〈問題を提起している.すなわち，教育学研究は.<現代。

貧困>化の問題を，どのように労ナとめようとするのか. e. 

あせる必漫はないが，われわれ教育学研究をすすめてい〈ものとして 乙との本質をすな

おに直視し， 着実K歩んでいかねばなるまい.

i く安楽死>と同う形ではな(.より積極的な生き方を，わたしたちがみいだそうとする

とき.たんなる嘆きではな(.怒 VICまでもっていζ うとするとき，わたしたちは，たえ

ず.<科学とヒューマニズム>の力をか bねばならない.主た，たえず創造していかねば

ならないω

" わたしたちは，そうした力量を身K廿ナていかねばならない.その力量は，一般的ICIA
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って，宰十学・技術の基本主総合的な視野の獲得.- co過程のなかで養成される.ζの

過還のたえざる出発点は.Ir>うまでもな(.問題を具体的に把握する ζ とである.すなむ

ち，社会的問題事実のよって来える根源にまでさかのぼって，総合的K分析してIr>(こと，

己のととをとおして問題の本質把撞が可能とな t.解決へのみとおし宣でを恥具体的K展

望していけるよ今になる.

iiI したがって.科学創造のみちゆきーす〈な〈とも社会的κしかも歴史的民生活じている

人間〈子ども)の教育や福祉をめぐる問題を対象とする科学の創造のみち噴きは，問題事

実の提起とそ@解決の担い手を吟味しつつ，社会的問題事実の具体的でかつ総合的なたえ

ざる分析，把鍾をとおして，問題解決を要求してIr>(歴史的実践のなかKかえしてIr>( . 

ζ。環流的調係を堅持しつつ創造してIr>(己と虻よってはじめて，ほんものの科学となっ

てい(. 

ζ のたえざる過程は.<科学とヒューマニズム>に闘しても. grJ々 のものとしてではなし

統一体として獲得させる。

d.生活過程K焦点をあて，労働畠程と労働力再生産過程とを厳密な意味で区別して，

この小論は，障害者安楽死事件が.<:社会的な意味での殺人〉として発生してhるー ζ の

己との一つの制j草Eたらん，と企図しτ，まずは，現代日本氏刺する障害者とその家族の生活現

実を具体的に抱強してい己うとして'<0る。その際，分析の焦点を時害者の〈生活過程〉にあて

論じようと思う.それは.以下の理由Kよる。

第-I!:.現代日本K刻寸るく教育>の課題.

すなわち，①現代。「貌術革新」の進展と生活様式の高度化Kともなって.く教育>が.生

活手段の一部として.すべての国民Kひとし〈必需品となっているということ.⑨しかも，そ

の機能におhて.すべての子どもの発達への権利を最大限κ保障してIr>(ものKなってIr>(己

と.③そのためKも.'<医療>ゃく福祉〉をも含めて.必嬰KJE;じて多様I!:.かつ発達へ権利

保障を基軸として統一して享受できるものKなるとと.

ζ うしたく教育>をめぐる現f切包課題K対する視角をみがいてい〈ことが.教育学研究ー般

にとって必頃となっている.と考えるからである.(ζのことは，障害者安楽死事件が提起して

いるもの ーからみても，明らかであヲた。)

第二.発達保障Kもたっての教育や福祉の重み，あ b方，あるいはく医療も教育も福祉も〉

とh った統一的保障の方向とそのあり方ーまでをも展望してけるような基師湖底を構築し
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ていけるものにまで，発展させて"'(ためκは，具体的分析にあ吃って.よりいっそう総合的

な把日量をする ζ とが，要請される.

第三.しかもそれは，たんなる総合性ではない.いかゆるく揺bかどから墓場まで>.とh

われるどと(<生活史〉を順次たどって"'(己ともできょう.しかしたん托生活史をたどって

"'(方法では，障害者とその家族が全体として無権利な状況Kあるとh 告ことを指摘しえるだ

けである今.

ここで，わたしたちが，課題としているのは.資本主義社会のなかでの問題であり.対象と

してhるのは，自らの労働力を商品として売って生活しτhかねばならなh労働者階級の生活

そのものであるe したがって，その生活の分析は，く年代史〉的Kなされるべきものではな〈

〈時間>的11:.すなわち労働時間の問題〔労働時聞を形式的な尺賓とすれば.労働の強度をそ

の内容的な尺度とする〕を基本主して分析されることを必要とする.

いいかえるなら.労働時間を基本として.<労働過程>とく労働力再生産過程>とを，厳密

な意味で区別して分析してい〈 ζ とが.主要請される.

ζの意味で宿生活過程陀，焦点をすえ対すればならない.

さらに.医療や教育や福祉をめ〈・る問題を把握する K事た勺ても，社会的共同消貸手段の失

徐・貧困の問題として・それは，基本で畠る労働過程での支払h賃金(必喫労働時間)11:内包

されていなければならなh労働力の価値規定陀ぞって.分析するζ とが必要とされる.すなわ

ち，く生存費><繁殖費〉く養育費>の三つにそって，その保障の様態士(労働時間単鮮軍動

とのかかわbから)具体的K把慢するととが要請される。

l 経済的な生活扶助をはじめとして，住宅，移動手段など公的・行政的な保母の実態は，

どのよ今なものか。憲法で認承された〈文化的生活>保障のための，きめの細かさをもってい

るかどうか，そのゆきとどhた保障の方向は.

11 人間として，結婚し子どもを産み育てたhとい今煩い・要求が尊重されているかどうか

殴害者円三自民としての人権保障の実態。安心して子どもを蛮むζ とのできる医療保障の実態。

その方向は.

ill 教育や福祉の実態は.す〈な〈とも障害児も含めτすべτ白子ども白発達へ白講和服障

をめざした内容のものであるのかど勺か.量生育はむろん.医療や福祉をも含めて統一して，隠

害児の噌利を守 1).発達を保障して"'(その方向は。

以上の三つKそって統一例に介析するととが必要とされる。

基償資料となる最近における隠害者の生活に関ナる実態調査の主要なものとしては.つぎの
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もの;/)<ある.

，， 1963年5月上句調査『重度鱒害者説謙実態調査結果報告』東京都扮働局

01963年 7月1日現在『昭和38年度精神衛生実態調査』厚生省公衆衛生局

"1964年 10月調査『鯖江市障害児者実態殺を中間報告一在宅知能障害児を中心として』

鯖江障害者実態調査研究会

の 1965年B月1日現在『身体障害者(児〕実態調査報告』厚生省家庭局，祉会局

。1965年 10月1日現在『精神薄弱者の職業K関する調査報告』大阪府労働部

。1966年8月1日現在『精神薄弱児(者)実態調釜』厚生省

01967年 10月15 日~1 1月20日現在『昭和42年度児童生徒の心身障害の状況』文

部省

。1968年 10 月 ~12月調査『在宅のいわゆる ・‘動〈重症児・何発達保障』全磁研京者自存

立大洋サークル cr発達保障の研究』第2集.69.8)

の 19 6 9年5月『一地方都市における障害児の学習梅をめく・る諸実態一心遣3学的.精干幅

学的.教育学的分析ー J東大腹市教育研究所紀要第50号

内 1969年 6 月 ~8 月調査『愛知恵症心身蹟害児(者)実態調査』愛知軍症心身障害児者を

守る会.障害児研究会(名古屋大学医学部内).日本福祉大学心身障害学生ゼミ調査研究

。1969年7月1日現在『東京都心身障害者実態調査報告』昭和45年度東京都

η1969年8月1日現在『重症心身障害児施設実感報告ー西日本関係資料ー』西日本重

症心身障害児施設職員懇談会

。1969年 12 月 ~70年 1 月調査『特殊学級卒業者の就業事情』京都府労動研究所. 7 0， 

5 

ζれら実態調査報告のなかで，労働・教育・福祉・医療など総体として各領域にわた 9 てと

りあげたものとしては. 1 9 6 9年7月1日現在調査。『東京都心身障害者実智調査報告』が

ある.己の小論では，紙教の関係上.乙の東京都の実感調査報告を基本資料として荊周しτ.

上記以外の民間の自主的な実態調査をも含めて他のそれぞれの個有の就労，就学.施設等の実

態設査結果を必要K応じて附加しつつ叙述していきたい.

(補〉 なお.本論のなかで特筆しない数字・パーセント絡は， ζ の 196 9年 7月 1日現

在『東京都心身障害者実態調査報告J.からのものである.

また.全体として.行政的保障のたち遅れを指摘せざるをえないわけだが.ζ うした実態餌

査をもとK.三割自治のもとでの美捜部都政が. c表ー1)Kみるような予算をもらえている
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ことを付記しておきたv>o

C表-1) 東京都・ 1970年度障害者関係、事業予算 (単位 10日万円)
a値

課 題 7 0年度予算額 69年度予算額 増 (ι)誠 備 考

生命と健康を守るた
89，994 68，137 21，857 

(増減率)

めに 29.0% 
一 一一 .

(うち随害者関係)

。J(.，峨病対策 100 D 1 0 0 都立病院K心繊手術を行

なう施設をそなえ..2 5 

ベッドをそなえる.

。小児心臓病対策 1 0 。 1日 育成医療国家補償は90

日間だが.手術後?日日

間を都が負担する。

oフェーエルナトン

尿症の検査 1 0 。 1 0 全乳児を検査.

(その他)

門知車災害 1 2，1 3 8 8，272 五872

。大気汚染 702 320 382 

安定した〈らし内た
156，681 1 2日， 810 35，871 

(増減率〕

めK 29.7芦

〔勺ち障害者関係)

。扶養年金事業 293 123 170 給付金 2 万円~3 万円

の重度身体臨害者へ 33 33 D 浴砕4宇当 b

の住宅改造費 19万100口円
150件

便所一件当り

6 0万五 50円

。身体障害者生産施 397 D 397 特別の保護的配慮をした

設 作業施設

。盲精薄者施設の建 2 。 2 

設調査

(固できめた費用以

臥17算κ東京都が独自K
を出したもの)

。民間施設に対する 50 43 7 

冬期暖房費
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I(課 題)1(70年度予算紛 (69年度予 〈増 減〉 (備 考〕

n施設入所児童K対 30 ， 9 ， ， ひと b年五日日日円を年

する日常糊量貨の 5，000円K

支給

n社会福祉施設渥輿 27 。 27 

費補助

n多摩所在福祉施設 45 39 6 

職員手当格差是正

(その他3
。保育所の増設 899 799 1 0日

若h世代伺ため虻 1 46，日守口 1 14，976 3 1， 1 1 4 (増減率〉 2 Z 1需

(障害者関係〉

。特殊学校 3， 1 5 1 2，469 682 盲学校4校.ろ号学校9

校.養護学 12校

門学校新設と学級増 77 新設校 1.学級場10 

(うち 1学級は訪ι宇学級

1.49入

殊挙級教員増 23人 学級プラ1 ーの教員を配

置
、

。私費負担解消 27 PTA入会金廃止.PT 

A費50 ~1 0日円tt..

高等部の実習費200円

。海円家 153 100人収容の家を建設

。山の家 60 土地質収費

。フール建設脅 1 4 1 5 ム 1 建設できる学校はすべτ

完了

(注)内 都民サービスを中心とする施策(計387，616百万円. 29%増/69年度予算〕

K限定したもの.各内訳は障害者K関係ナるもののみ，他は省略す.

η 全国鷹害者問題研究会東京支部「昭和45年度障害者関係東京都の予算Jrみんなの

ねがい』第8号. 1 970. 1 2. P P. 38-39より作成
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第 I。労働過程1'C;I;>¥t¥て(労働過程分析)。

その1. 働〈意志と能力がありながら.働〈機会をもてないでhる障害者.

後

(!1 東京都内は全国でもっとも就業後会の可書世の高hと乙ると息われるが. 1 5歳以上の全趨

害者(推計・ 11万5300人)中.就業している者は.5万5，660人で，就業率は4a3% 

でもる.ーその内訳は.身体障害者5万12 1 0人〈就業率4a6 % ).精神薄弱者3，620

人(戯業率4a6兎)( C表ー2)・怠照). 

勢身体障害者だけD もむであるが，全国で自身体障害者白推定蔵業率は39.3%(65年8月

厚生省調査)であれ東京都内は全国平均K比べてきむめて高率で事る.

包} との唱ちにはしかし・「臨時」・「日雇」・「家事従事者Jなど(G費一2)中IDD)• 本

来由意味κぉhて.ー般的肩用関係のなhいわゆるく半失業的〉創業従事者が含まれている(1 

万1380ん就業埋ま害者中20.4%).それゆえ.<就業率>ではな〈τ.本制批雇用C関

係にある実質〈就労率>でみるなら，就労している者は. c表ー2)のA・B(内・精神薄弱者

1 0 0人は除()・ cの計4万 41 8 0人で，就労率は3a8需にすぎなv..

すなわち.東京都内1D15歳以上の磁害者のうち<就労>している者は3a8%(4万4180

* 人).就業してはいるがく半失業的>労働K従事しτいる者9.9%(1万 1480人-BID精神

薄弱者100人を含む).残Tr教育をうけている者j(3，110人〕を除hた5万6560人

( 4 9.0彊〉は.まった〈働けなhでhる.r老令のためjr障害が重〈てj ( C表ー2)中。

F)働ナない者5万8380人を除いたとしても. 1万81 8 0人(15.7%-E)は，働〈意

志と能力があ bながらまった〈のく完全失業>にある，とh 今ζ とになる.

*厳密な意味κおいて区別して実態続計を分析しているが.むるんつぎκみτ¥n(ように.基

本的I'C.障害者がく相対的過剰l人口〉白今ちでもしかもく極貧fi>1C位置するととはかわ Pが

なv..(詳し〈は.第 1.その3.参照). 

(3) か TICく戯業>できたとしても.就業先はほとんどが零細企業(rー般常雇j CID内・ 47

:l:oi1-29人規模企業〉で，大企業ほど障害者をしめだしている. 摂 -3コは京都帝下白も

のであるが，求人条件でみるl:. 1. 0日日人以上C規模をもっ企業ではなんと 83%が(調査平

均は 69~)蹴害者を対象外だとしτ除外してhる.
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C表-2)

精神薄弱者 身 体 障 箸 者 (心身〕障害者 東京都全就業者

推 構
平収稼 計数推

構
平収稼 計推

構成比 平収稼
構 稼

昔数f 成比 成比 比成 z突働均入働 均入働 数 均入働

五620 100.0 15.300 51.21 0 100.0 50.600 55.660 100.0 48.5日日 100.0 65.936 
A 5.4彊 6.090 12.1 11 4J 00 6，190 11.1 114，400 

会社・団主などの役員 乙4.0日80 4.1 142~色50白 2，18日 五P 14 日日Z，51 0 日 5.5 -・・・ー....

肩入品 b 主 10 邑1 100.50日 4.010 7.2 100.500 4.4 
就 B 9.9%肩入なし業主 100 五日 2~0 日 11.300 22.0 57，700 11.400 2且5 5.7，700 7.9 90，881 

業 C2五1% 2，800 77.1 18，200 23，470 45.8 41，300 26，690 48.0 ミ8，800 70.9 63，551 

者 511日0~~0?0λ?2以??人人上事事事業業所所所・官公庁
200 5.5 18，400 

510 •• 44 6 00 
ι6 

6t41.Y 71 日日
五600 6.5 212p 700 

1.A 140 31.4 21，0日日 20 18.4 44.900 10，460 18.8 42.900 
48.3 1，4 6日 40.2 16，700 10.650 20.8 31，100 12.630 22J 29，700 

軍
D 9.9% 720 19.9 8，300 10.350 20.1 21.600 11.380 20.~ 14.5日日

家臨族従事者時 310 旦5 10Z0D 0D 2.6 79D 5.4 
251013 .9 6 100 

五2日日
5Y- 2131U5且1i.65P る00 

6.7 ........ . 
10日 2.8 12.000 10 1.2 1 日日 820 1.5 I 15.500 22 -・・・・.，.. 

日 雇 51.B 140 22 51.900 612 140 2.1 r 31.900 0.8 -ー・・・.... 

その他・不明 310 8.6 5.600 10 11.3 20，600 20 11.1 L...18.60 0 1.6 ...・・・・・・

4，55.0 1日0.0 54，110 100.0 5司670 100.0 
E15J% 1，660 36.5 15，070 28.2 18， 1 80 、30.4

業不就者

まった〈 失業中 730 1.3 83日 1.3 
家事をしている 1，15日 25.4 11.2 310 20.9 

1521，A 45 00 
22.4 

治療・訓他練中 100 22 1.24日 22 50 23 
そ c 410 8.9 1，790 3.8 日日 4.3 

51.7 F3五3% 2，660 58.9 36，330 66.目? 38，380 64.4 
軍

障老齢害が軍〈て 2，660 5且? 111 030 35.0 201 Y80 352 
のため 17.300 31.9 17，400 2虫2

G 27%教育をけている為 210 4.6 2，700 4.9 五110 旦2
1 5才以上障害者総数 8， 1 50 1 05，32 0 115，3.30 

(注}1.平均稼働収入は 1969年5月中C税金，社会保険料を含むも i[) 2東京都全就業者。地位JlIJ構成比は『昭和43年就業構造基将司査』
総理府Kよる.五東京都金蔵業者@平均稼働収入はr昭和44年個人経済力調査』東京都κょb推算

(出所H 東京都心身撞害者実態調査報告一昭和45年』東京都 (東京都四年殊学校教職員組合障害児教育資料必2. 1970.8)よb藤井作成。

円〉% 人(単位1現在Z 1 969. 1 5歳以上障害者蹴業状況東京都内

l
A
4
司

l



C表-3) 企業規模別求人条件 (単位需〉

企業規僕 身障者をのぞ〈 定時制をCぞ〈

4 人以下

5- 29人 57 4 

30- 9 9人 69 1 9 

1 00-29 9人 64 1 1 

300-499人 73 1 3 

500-999人 66 1 9 

1 000人以上 83 48 

平 均 69 1 8 

〈注) 就職差別反対共闘会議編『就職差別とむたたかV>~

部落問題研究所 1968.ょ D

(4) また，障害が軽度でなhと居ってもらえず.降客が蜜ければ重V>ほど章様機会がなV>(畠撲

障害者中，軽度。ものから程度v・W白者72. 1 % .程度園田者2Z9彊，程度 1. Dはまった

〈白日曜〉。しかも，就職白際Kは. r男子 10百二十以上，女子は 10百十五以上白容姿由美し

* h人」とのく抱き合せ求人〉がまか bとお'てhる.けっして特殊な例ではない。「若年労働力
一、首

不足Jという状況下でむ一般的記事例としてみる ζ とができる.

* r r当社へ優秀な人材を世話してもらえれば，就職がむずかしh精薄者，身障者，第三国人

部落民の子弟を他社へ推薦する』ー最近，大阪市内の印刷会社から和歌山県下各地の中学校へ

職安在どを通さずとん在求人案内が舞込んだ.同県職業安定課が十五日，事業主を呼んで調べ

たと己ろ，同県下の凶十七校をはじめ，奈良，大阪，鹿児島，岐阜，長野在ど二十七府県，二

百四十七校K送っていたことがわかった.

任閣の求人要項は五日どる，和歌山県下の中学校K届いた.差出人は大阪市天王寺区，鳥ク辻

町東洋印刷会社で，入社案内K同封されたあいさつ状Kは社長名で. r男子 IO(紬主指数)

百二十以上，女子は 10百十五以上の容姿の美しい人K限Dます.それ以外の方は採用hたし

かねます.・・・御親切Kも卒莱生をお世話下さいます学校Kは精薄児，身体銭害児a第三国人

の方や部落民のど子弟で，大阪の事莱所へ勤務したhものがどざいました節は.こうゆ市人等

でも採用したいと希望のある事茶所も私の知合い先Kあbますので，・・・・・早い自にど連絡下さ

V>~ とあった. J ( r朝日新開 J1 966年 12月 16日「とんだ抱き合せ求人J) 
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障害者は.まず就職時Kお同て差別され.就業の機会が左心全体として.働〈能力と意志品g

あb在がらまった〈働け在hで'̂ る.

その2.労働基本権の剥奪されている障害者.

Cllほんとう K車問いのだるうか.ω年7月K身体障害者雇用促進法が首位された手，闘
長持

主側K殖用の義務づけの在'^ . 本質K おhてhわゆる<ザル法~ー官公庁Kは 「身体障害者。

採用に関する計画を作成し在ければまら在'̂J(同法第 11条).一般肩用主Kは「…-・努めま

けnば在ら在'̂J(同法第 13条).

*在払精神惇弱者K対しては. 6 7年?月 20日「雇用対策施行規則Pー部を改正する省全l

〈労働省令第26号〉で.やっと雇用対策法による職場適応訓練だけが適用された.

令~*外国の身体障害者扇用対策における罰則規定

日本l ナ V

西ドイツ|未達成の事業所一人民っき月 50マル九補償金。解扇権限.

フランス l未達成事業所陀課税，罰金7地解庖制限。

オランダ | 罰金刑.20人以下の企業Kも拡張.

イギリ-'" I 罰金iflJ.解雇制限.

オーストリア | 特別賦課金徴収.解雇骨版。

イタリア | 罰金刑。

ω 法定雇用率托おいても.フラン-"'.西ドイツの 10";1'1:<らべて格段と低率の. 1. 1彊(純

民間の現場的事業所)から 1.5";(官公庁の非現業 )vcしかすぎ在'^( (表ー 4)重量照).ー障

害者の制保障組の先臨時仲間づ (TVC努力して吋大阪のある隊害者 ・K君主.大阪府

と市に体害者の生活相談員と して雇用するよ今K要求してhる.法定混用率1D51き上げとともに

職種自体において， 隊筈K応った多様ま職種を開発すベ〈研究を重さね保障して'^<責任口O~ . さ

しあたって箇や地方自治体にあるといえよう .

*左お.K君(河野勝行)は.古代史研究者でもある乙とを.附記してお<.rヤマ トタグル

伝説の成立Kつhてー 主と して東涯の物語Kつhてー J O歴史学研究JJ匝34ι

196立 五H 遠江園浜名郡諭租帳についてJ(r続日本紀明究』必 129.65.10.)

『ぼ〈も働きたh ー 障害者問題をすべての国民自もIDVCH 汲田克夫.飯野節夫，河野勝行

『ぼ〈も働きた'^J，絡の森喜房.1 970. Z P p. 63 -207 ) 
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じ表-4) 各国の身体障害者法定腐用率 〈単位需)

国 名 法定雇用率 雇用状況 備 考

日 本

官 ~、A 庁 1.53(38，059人)

3ド 現 業 1.5 1.60(26，687 

現 業 1.4 1.41(11.372 

民間事業所 1.13(80，163 規模 1 0日人以上の事業所

純 民 間

現場的事業所 1. 1 1.16(7.3，426 〉 保掘.建設及び各種製品製造業の事裟

所

事務的事業所 1.3 0.82 ( ι1 43 ) 金融，保険，広告，研究，企画等の事

業所

特沫法人

現場的事業所 1.3 1. 1 9 ( 284 

事務的事業所 1.5 1.39( 310 ) 

イ ギ ス 五日 規模20人以上の事業所

フ ラ ンス 1 0.0 ， 1白人 ， 

西 ド イ ツ

官 ~、a、へ 庁 1 O.日 ， 9人 ， 

!民 間 6.日 ， 15人 ， 

イ タ ア 2.2 5 • 1白人 ， 

オ - "" ト')7 5.50 

(注) 労働省職業安定局調べ。有馬元治『人手不足対策』労働法令協会 1 968. ょb作成。

{加 とζろで，低賃金労働者の労働基本権の保障規定の軸を在すものと して， 最底賃金法が59

年4月K制定されたが，しかし.r精神又は身体の障害Kょb若し〈労働能力の低い者J(同法

第B条)は，最低賃金制の適用を，除外/

没底賃金制Kおhてとちだから.現実!'C.障害者の平均稼働収入が「最底の文化生活を維持」

できるよう左 ものK在っていかまいのは必撚/

東京都の場合，全就労者合平均稼働収入6万5936円(69年度個人経済力調査，東京都一

一税金 ・社会保険料を含む〉陀比して格段と酢・4万85日日 円C6 9年5月中〉で.そのう

-'1 2'0ー
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ち.精神薄弱者白平均稼働収入Kいたってはまんと 1万5300円Kしかすき'在It>( C表-2~

照). 

これでは.<生理由性存〉ナらおぼつか左It>.たとえ働らhてはhても，全体として慮害者。

実質収入はく家計補充的労働〉陀のみすき・まいζ とκはかわb在It>.

{ω 8時間労働制Kつhては.It>宜問わ在いとしても，最底賃金骨~kおいτすら己ろだから，就

労障害者の団結構・団体交渉南・争議権主ど.、当然のどと( H行使でき在It>.ーたとえほ.

大阪のある「身体嫁害者雇用促進協議会副会長」とh 今肩書きをもっ社長が議営する企業〈宮川

工具研究所，従業員約300人.内・聴覚障害者70人)では，障害者を含1;r従業者が「ドレイ

状態から抜け出すtめκ労働組合を作る句 J(配布ピラより)としたととろ. 2回1Ct:>えって

( 64年 11月. 6 6年 4月).計 16名の解麗処分が発動された. (在ぉ.就業先の労蝋且合

の有無Kつhては. c表・ 5)参照).

G更・ 5)就業先の労鍬E合の有無

(1958~68年度.京都府下.特携浮級卒業者)

規 模 有 無 :."'.<--L 不 明

宮十 1 2 3人 (30彊) 184人 (45%) 1日2人 (25%)

4人 日 1 6 ( 8 9 〉 2 ( 1 1 

5~ P 1 4 2 1 ( 78 〉 5 ( 1 9 

1 0 ~ 1 9 1 ( 4 1 9 (76 1 5 ( 2日 ) 

2 O~ 99 (24 7 1 ( 6 1 1 7 ( 1 5 

100~299 ( 5 4 33 ( 35 。( 1 1 

300~ ( 83 五 8 ) 4 ( 1 0 

不 明 ( 1 1 2 1 (23 〉 59 ( 6 6 

〈注) 京都府労働経済研究所『特殊学級卒業老の就業事情J1970， 五 p， 1 3 7 

<一番最後K雇用されて.一番最初K解庖される>.ζの法則が.障害者陀は貫徹してh るー

さきにみたあの東京都の「一般常庖Jvcある障害者2万 669日人〈全態筈者中2五1% )は

低賃金の今えに.いつでもまく'IC解雇される状態むもとκおかれてhる.まった〈の無権別状態

のもとκある.

その五 「労働力流動化」施策のもとでの障害者差別の拡大再生産.
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ζの労働過程Kおける隊書者の無権利状態は. 1 9 6 0年代以降の総合的で多面的企「労働力

流動化」施策白もとで，さらに深刻左様相をもって展開してh る.

llJ 最近の障害者「織場適応訓練」の制度化(6 7年 10月.労働省「精神薄弱者K対する職

場適応司l臓の実施陀ついて」在ど，附表・年譜参照)は，障害者κ対する賃労働分野へ白社会的

進出を促進しょ今とする進歩的意義を内包するものである.

しかし在がら...o'害者への 「労働力」としての着目は，中高年齢者，家庭婦人とともVC.V~わ

ゆる「若年労働力不足J対策として.安価在労働力給源切替え策の一環としてしか，位置づけら

れてh在v..

労働省は・ 19 68年1月4日「労働力不足。現状とそD対策Kついてお，労働力給源の切

替え策K闘して.っき・0 ょう1I:v.今.

「労働力給源の切替え

従来.若年労働力が豊富であったため.今まお.ζれに編した採用態度がみられるが.今後は

学卒者が激減するので，中高年齢者，婦人，心身障害者等が職務に進出しやすいよ勺者作業様態.、.
を整備するととも陀.その求職開拓をはか~ .労働力給源の切替えを推進する.と (VC'.中高年

齢者花ついては民間K卒先し.官公庁における雇用率を早急K設定するとと もVC.年功序列の賃

金属用制度を改善するこ ととあh まって，高年齢者の能力や適応性の増進等花関する調査研究を. . .. .. 
進めるととによって定年の円滑走延長をはかる.また，家庭婦人K対しては円滑走パートタイマ

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
一滴用等音促進し，さら花心身障害者D採用事業所K対して雇用促進のため白助成白強化をはか

る.J (傍点引用者。以下と〈に断わら駒場合の傍点はナベて引用者)

* 左ぉ.労働力給源の切普えの問題自覚は.具体的κはっき・白ょう在、白であった。「国民

所得倍増計画陀恥サる検討によると，ぞ乙で想定された 1日年間で国民所得を倍増する程度の

経済成長があるまらば，昭和45年Kおける非1次産業雇用者白需要は主 160万人見込まれ

るのK対し，新規学卒者自供給のみK依存すると. 2，750万人程度の規模Kしか在らず，差

引41 0万人は他の給源II:J:らざるをえまhと考えられた。乙の41 0万人のうち. 2 7日万

人は農莱を中心とする家族経済部門からの労働移動によ T.残bの 140万人は非労働力の労

働力化Kよb満たされると見込まれた。 J(経済審議会『峰済発展K担ける人的能力開発白課

題と対策J1 9 6五五 P. 1 4日)

白} これでは，障害者は.v.つでも解雇できる安価在労働力であれその範囲内での「職場適

応訓練JI'Cしかすぎ左v..ζの安価左労働力として晴眼は，学校教育川貫徹される:「時

教育JI'C闘しτ，労働省職業安定局は，つぎ由よ今 K位置づける。
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「糟将軍事弱者の職場直応は健常者と同じ〈職務遂行の能力に基健づけられ在ければ在ら在い。

ζれは三つの方向κおいて精神薄弱者白職務白遂行を可19lCしてMる事。ι思われる。そ由一つ

は， その個古水準κ適合する よ告在職務を選択する ζと，、あるhは適合するように職務を再構成

するいである.第二Ii.糊書偽職場訓練白いずれであっても，精神薄弱者が従事する職務
. .、、、 、、 、、、.、、、..... .. .. .. .. 
κ必要去される知識や技能陀昔、て訓練を実施するζ とである 。第三は，作業方法や設備の改善

工夫である。 ζCような諸方法を徹底的K行在令 ζとによ って精神薄弱者も健常者花器、#また

は同等.君主想的Kは健常者以上の働きのある作業者と在るととができるも白と，殴コれる。 Jc労
働省職業安定局『精神簿弱者職場適応の検討Jt 9 6 Z 五 PP、 7-8)

特殊教育，職場訓練のhずれであっても. r従事する職務に必要とされる知識や技能K つhて

訓練を実施する己とJ.と。

教育現場のなかでも，ζ白目的を第一次的K堅持する 「社会的自立」論が横行し. r精神薄弱

児」の<能力〉を知能指数のほかに 「労働賃金指数」在るもので評価 ・選別し，それK基hて教

部車種を編成しょ勺と試みる養護学校され現われてきてhる(詳し〈は，第 D.その3)。

* 在ぉ.さきの63年，経済審議会答申の在かで.すでにつぎのようK位喧づけ られて同党。

「教育における能力主義の徹底のためがEは.まず能力の観察と進路指導の強化が図られ在けれ

ば在 ら在いJr人的能力の適正在開発主関連して心身障害児童生徒についても，その皇室害K応

ずる教育を行えば.埋もれた能力が発見され，そり能力に応じてλ的能力め開発に貢献する乙

とができるので.特妹教育と〈にそ己で行われる車様ト教育の積極的主張興を図るζ とが必要で

あるJ(経済審議会.前掲番.P.4 6 ) 

(3) こう した方向での安価在労働力 としてC着阪は.1 9 5 5年以降，臼本独占資本の重化学

工業化=r高度経済成長(蓄積 )J推進むための産業構造転換政策として採用されてきた 「労働

刀流動化」施策のも とで促進されたのであ勺た。乙の「労働力流動化」施策は，①主としτa第

一次産莱(農業)部門から第二次産業部P'kの労働力移動の円滑俗②左 らびに.r技術革新J

K応勺た少数(3をいし5パーセント)のハイタレン ト養成を中心課題とする 「人的能力開発政

策J(マ ンパワー ・ポリ νー).の二つを基本として推進されてきた。

こう して.r人的能力開発政策」と結びついての「労働力流動化」施策むもとで.少数。高級

技術者の養成を必要とする一方.残bの大多数の労働者を単純労働者として位置づける乙とKたヲ

走。そのζとKよ勺て. r精神君事翁者も健常者K近hかまたは同等，理想的ま健常者以上の働き

のある作業者とまることができるJ(労働省職業安定局.前掲書.P. 7)，という状況をつ〈

bだしたのであ「た((表-6 )参照)。
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C表-6) 身障者と健常者の勤務此按

出動状況 勤務状況 作業成績

出動率(望D 遅刻早退率紛 現場作業者 退 職 者 量 質

身 障者 9 1. 3 6 0.60 7年8月 ?年2月 1 00.6 1 0 0.9 

健常者 9 1. 0 6 0.66 6年6月 4年2月 1 00 100 
」

〈注〉 労働省職業安定局編『求人の手引き J 1968.6. P. 176. 

そして事実として，①大企業は中学・高校在どの新規浮卒者を占有¥....何時I1:f人ベらし」

「合浬化JIてよ「て中高年齢者をしめだし.@滞細・中小企業Kは.とれら中高年齢者をはじめ

家庭婦人，障害者をあτゐ③さらに失業者K対しては，職業紹介，軍機所において失業保険受

給者を駆D出してM れとうした「労働力流動化J施策のもとで，障害者も賃労働分野へ進出す

るζ とK在『走。しかし左がら東京都の実態からみてきたようκ，障害者のうちでも軽度のもの

K限定され，しかも大企業からは閉めだされてhる。したが勺て，日本C低賃金構造を支えるく

く死毒〉の一つで<bる己とKはかわb在(.1苦労働分野への進出Kよ勺て.lA.，-t"う明確I1:tの

役割をに左 5ζと陀在『た。むろん日本の低賃金構造の最大の支柱は農村(第一次産業)からの

流動労睡『者l盲で畠るが・......。

(4) 以上のよ 5在労働団程陀おける人的能力開発と結合した労働力流動化のもとでの，加わば

経済合理主義的左差別の再編強化は，労働力の再生産過程(生活過程)にも貫徹される a

63年，経済審議会答申はいう。

「生活環境由整備がもたらす人的能力開発効果は，いわゆる労働D再生産効果と労働D生産性

向上効果とに要約するとともできる。労働の再生重量効果Kつhては.生活環境の整備が健全在労

働力の維持保全のための不可火の前提である・ ・労働の生産性向上効果Kつhても・生活壊境の

整備と技術・技能の伸長，労働力の流動化および動労意欲の向上との結びつきを指摘することで

理解できるである 'J(経済審議会・前掲番 P. 3日5) 

f して，生活環境を形成する諸条件。整備と人的能力の開発効果との結びつきを C凶ー1)の

よ，11:整理する。

-124-



【図-1) 生活環境整備の人的割問開発殺操

一
〈目的) (効来〉 〈生活環境D整備)

労働力C維持・保全 住宅・生活環境施設

住宅.上下水道.電

気.ガ-".清掃施設

、等

/ 
/ 

人的能力の活用一一労働力の流動化け 運輸・通信施設

¥ V 道路，鉄道，軌道.

¥ f 
勤労意欲の向上f

電信.電話等

医療・厚生施設

f 制 … 育 成

人的能力。開発f¥ / 

Yい 人峨力加c育献成 伸傾長

病i1ii':.診療所.保健

所.運動場.都市公

園.自然公園等

育訓練施設

7 小・中学校.高等学

4 校.大学，職業軍機

Ij 所・公民館・図書館

りt等

; 技術 技能。伸長引" )公害防除施設t/ 大気汚染・水問

Jf 地盤沈下，騒音，張

ι 動等

J人的資源白確保 〈将来人口政策)' 一一一

一一一一一 一一一一一一(経済審議会，前掲書" P.3 0 4 )一一

都市計画，地域計画等

以上の生活環境

整備と密接左関

連を有する包括

的施策

ζDした観点からの生活環境C整備，す在わち「社会資本」の充実策は. 65年 1月『中期経

済計画 J.6 7年5月『経済社会発展計画』のまかで計画化してきた。とこるが，そ乙で見積も

られてきた予算をみるまら.あ〈宮でもその内容は，建業基盤投資の拡大兇よ勺て独占資本の急、

激在設備投資白物質的条件を整備する己とにあ司た。。み左らず，生活基盤白投資κおいて，た

とえば「教育投資」でみる在ら，それは， r v>うまでも因。経済規模K応じτ各種。投資C総額

Kは限界があるので，教育投資が経済成長 tてと勺て最大の効果が発揮されるよ 51'C使用さ

れ在ければ在らまいJ(経済審議会，前掲番.P.156).と，効率的投資のみでも「て計画

化されるものである。人間としτの生活に必要左すべてのものが， 量化され，計画化される。
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C表-7) 社会資本事業81J投資額ならび陀見積b額 (単位・ 10億円.者)

196 4 1 9 69 1 9 7 0 1 975 

金額 (時価) 構成費 金額 (1969年度価格〉 構成費

差業基盤投資 13，174 5 1. 8 28，260 5 1. 5 

道 路 5，544 2 1. 8 1 1.7 0 0 2 1. 3 

港 湾 659 2.6 1，9 0 0 .3.5 

農林漁業 1，4 43 5.7 3，250 5. 9 

航 空 80 0.3 590 1. 1 

鉄 道 2，802 1 1. 0 5，500 1 0.0 

電 々 2，656 1日4 5，320 9.7 

E 生活基盤投資 1 0.7 4 3 42.2 2 2，0 40 4 0.1 

住 宅 1，2 0 1 4.7 3，9日日 Z 1 

環境衛生 995 五? 3，1 40 5.7 

厚生福祉 537 2. 1 1，04 0 1.9 

学 校 1，569 6.2 2，620 4.8 

その他 ι441 25.3 1 1，3 4 0 20.6 

E 調 整 費 1，0 0 0 1.8 

W 国 土保全 1，53 7 6.0 3，7 0 0 6.7 

計 25，464 1 0 0.0 55，000 1 0 O.σ 

〈注) 経済企画庁編r新径済社会発展計画 J1971. 1. ，P. 121よb作成

したが勺て， ζ己では，労働をとおして.生活をとおして全面的K開花させてい〈人間の諸能

力までも.量化古れるととになム効率的Kひき出すととのみが支画~となる。

「機会均等原則は，同じ能力のある者の教育機会が平等であるという乙とである。こ 51/>5意

味で，能力主義を徹底する必要がある。能力による区別は差別では左いJ(向上， P.170)

とい うけれども.そこには. ~皆級差別を潜在的K内包しτぉ þ .そζでの「能力主義の徹底Jは.

独占資本Kと勺ての戦格的 J、イタレントからそうでない吉まざまな「単能工J1'[1/>たるまで差別

を拡大していかねばならない。

69年 2月，日経連能力主畿管理部会は，その報告『能力主義管理，その理論と実践』で， fi能

力とは企莱)cおける構成員としτ，企業目的達成のためK貢献する職務遂行能力であれ業績と

して顕現化され在ければ在らないJ(同報告. p • 55ふと，能力主畿の徹底の方向を明確に
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打ち出L..同年4月. r新全国総合開発計画』は.情報化社会の到来を予想 1....全国を 7フ・ロッ

クKわけ，独占資本の高度蓄積白ための産業基盤白確立を急き; 70年5月四 『新経済社会発展

計画』は，それをさ 8¥'e具体化した。

r 1 97日年代の激しい変化に対応して， 産業活動および国民生活各分野での情報化.と<<ラ

ム化を推進するとともに，入的能力を生涯Kわた句て開発する乙とを通じて次代をに左~11::ふさ

わしい社会人を育τる必要品iある:j (r新怪済社会発展計画J.P. 57 J.と。

〈補〉 ぐ労働γ¥の権利>保障をめざして.

ー ゆ尭か共同作業所のとり〈みから ー

労働者階級の権利の獲得は.陳害者の権利を擁立する基盤をつ(]).吉らK前進して瞭害者の権

利を挫得する己とは.労臨席階級由権利D拡充をナすめていらそして，その逆もな bたつ。

との意味IC!:"v>て，障害者が，賃金労働者として積轡甘κ労働の分野K進出し， 職種を開拓し

てい〈 ζ とは， 障害者の労働への権"lij量得のみ左らず，労働者階級の権利を鉱充するとと陀も在

る重要在闘いである。

(11 ゆたか共同作業所は，黒い古ぼけたプレハプ(1 5坪〕と鉄骨スレートぶき二階建(6 0 

坪)の作業所である。ζζで働〈仲間は，一般に働〈能力をもた在い障害者と して， レッテルを

はられ，職場から閉めだされていた中度 ・重度の者を含む約20名の障害者である(恒-8)

重量賄)。指導員の構成は，社会福祉系大学卒4名と他2名である。仕事の種類は，熱処理前工程

作業鈍物中子作業，銅パイプ曲げ加工作業，ピニール線ハンダ付加工作業.電気部品組立て作業

左ど長ζ在勺て来た。しかし現在， ドルショッニクにとも在う不況下で，下請作業にともまうさま

ざま在障害にぶつか勺ている。大卒5年の指導員。給与が月額5万5000円程度，中重度の峰

筈者は.平均 7，500円にとどま司て卦れしかも半額支給K終るζ ともある，現在累積赤字約

250万をか語通えているが，今後の方向と しτ，公費援助の可能在福祖陛人化の方向で追求され

ている。 〔なお.先臼. 2月28日，社会福路上法人と して訟可古れた。)

ほ} ゆたか共同作集所の一日は，朝ヰLI1::始ま 司て終礼陀終る。朝礼では体操をして，その日一

日の目標を自主的Kみん在Kいわせる。「今日の目標Jr仕事中Kプラプヲし在いζとJrハー

イOちゃん休んでいるからOちゃんのぶらまでやるJrマイクロパスが汚れτいるから昼休みに

そうじをすることJrそれでよいですかJrハーイJrでは仕事開始」在ど話し合われる。終礼

では，目僚がどう守られたかをその日に反省する。月曜日には午前B時半から ?時まで日暗日K

あ勺た己とを報告しあう会をもち，土曜日Kは.→且問の反省会を午後5時から 4時半までもつ。

モの司会者は若者会とい勺て，嘩害者だけで組織している会の会長があたる。(詳し〈は.ゆえ
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( 1 9 7 0年7月現在〉

氏名 年性令 IQ 入所月日 特 徴 点 作莱配置(主とじ() 守山・ 歴

5日 1968 
テンカン気質で，作業中，発作を卦ζすとともある(月K一度

マサヒコ 40 
1 8 

〈らh。入所前は，家庭で内職をしていた。被害盲想型とい 5 熱処漫前行程繍 新情iyj、.中卒業
男 5 

のか.ひがみ勺ぽいと ζろがある。

32 36 1 968 
入所前，家庭で内戦をしていた。よ〈気がつ〈やさしh庖をも

フミエ
女 以下 4. 

q てh在がら反抗的言葉使いをする。自分。意見がまし人の 鋳物中子作業 小学校のみ

意見陀左右される。

23 1 968 
入所酎rJ.鉄工所K動務，生きす切Z絶え在か『た〈らいいじめら

サトシ ， れたらしい。散の鼠念が弱<.社会問閣については，テレピ. 熱処理前行程 小・中特練学級卒
男 6 28 

ラジオニュースぞのまま.

1 9 1968 
入所前から，ドラム作業の経験あ b(8ク月岱、〉言語障害あ

ピ=ール'線
ミツ子 36 

1 8 
b。不眠症で週5日出動が多い。母親との共同行動が多か「た

ハンダ付加工
中学校特殊学級卒

女 3. 
が，現在は克服できた。

1 9 1 968 
c. p.言語障害，軽い歩行障害をもっ。歌が好きで，口ずさ

ハル子 60 
8 2 1 

む。自我がつよし反抗期的年令。友人がほしい.勉強がした 鋼パイプ曲げ忠正E ，j学校卒
女

hと.意欲充分

1 9 1 968 
新しい仕事をやbプヤがる。常に中立の立場をとる。作文龍力が

タカオ 43 
五 1 8 

ある。歌を口ずさみ，楽器をいじるととがすき。「ゆたか」へ 同 土 中学校特殊学級卒
男

きてから歌を好む

カズアキ
1 8 54 ， ユーモラス在ポーズで仲間たちの人気者，砂c作業専門Kがん

鋳物中子作業 同 上
男 ばる。食べ物κ好 ききらいがはげしい。過保護的家庭環境

1 7 
37 

歌が大好き，仲間に対しては，好きま人と，きらい在人の差が ピ=ーJレ組
同 上クイ子 ， 

ハンF付加工女 大きh。作業適応能力はたか'-".

ゆたか共同作業所c、仲間'の栂成C表.， 8 J 

l
A
N
∞l
 



タ イ 子
1 7 

36 
手先が器用である.支配力がつ主v..反面.弱々しいと己ろも

電気部品加工， 同 上
女 ある.一人娘で，ネコが大好きである。

1 8 1969 てんかん気質，一人どとを言5.数， ζとば在ど弱<.作業K
熱処理前行劃犠タツエ

女
未定

担 bいても，単純在物のみζ在す段階である。
同 上

トョ子
1 6 35 1 970 新率，モンゴリズム，陽気在ととろがあるが.あき「ぽ〈連続

銅パイプ曲げ加工
女 前後 した作業によわい。気ままま動きをとる.

同 上

28 1 969 
体の調子κよ勺て，作業が左右される.下し障害，一種一級 電機部品加工者ヤ世チ

男 6. 

40 1 9"7 14 
下し障害.一種一級.入所前は，家庭で内職をしてj，'j) .集団

カオル
男 五 6 

。中で作業がしたい要求があt.今ではじよ 5だんをいう〈ら 向上

い明る〈笑いをさそ「ている

1 7 1 970 
健脚甘在明るい性格，今春兵庫県下神戸学園を退圏し当作業所

也トミ 50 
5. 1 

へ入所。告しゃべbが多し作業中でも蹴Kにぎやか。コ fa 熱処理前行程作業 中学特橡学級卒

=ク-':Y'，，;/t'Cはとんでいる。誰とでも友達に在る。

l
司

N
唱

l

P.5 主ゆたか共同作業所『ゆたか共同作業所で働〈仲間たち(l).働〈権利D保障をめざして J1970.(注)



か共同作議所. fゆたか共同作業所で働〈仲間たち(I)ー働〈権利。保障をめざしてー』

1 9 7 0年8月. rゆたか共同作護所で働〈仲間たち岨)ー働〈権利。保障をめざしてー』

1 9 7 1年?月.左らびI'nゆたか通信J.回中昌人・金図利子，秦安雄「全面発達をめざす教

育運動・実践」全自転研教育権グループ『、権利としτの障害児教育H 試論園 J1 97 1年 1月所

収，秦安雄「障害児の発達保障，精神薄弱児の教育可官世C問題をめぐ勺てJr日本福祉大学紀

要』第 18号. 1 9 7 1年5月所収.参照)

(3) ゆたか共同作業所は. 6 9年2月，親会社倒産κともまいあらたK親・指導員をはじめ，

地域。民主諸団体。協力@もとに. 6 9年8月，障害者を中心とする職場として再編，作業を開

始した。

「こうい勺た工場は絶対κつぶしτはいけないJrパフバフK しτはいけまいJr柱一本ずつ

持ちょ勺てでも.私たちむ工場をつ〈ろう Jr親会社が倒醤すると自分たちも伺陵するよう在工

場でまし も『と多数の人びとに支えられた名実ともに共同の作業所在建設してい乙ヨ」ー ζ

れらが，倒産時の「ゆたか親C会」で確認されたことであ「た。

そして今日，労働への権利保障にあた「ての基本としτ.つぎの二つを獲得する古でに左弓て

hる。

① どんまに障害の重h人でも働らけるように職種を生みだすこと。

② 分類収:g.や分類処遇で左し障害の種別と重軽を伺わず，また障害を 5けてい左い人々も

含めて各々の能力を生かし，役割を分担し在がら総合的κ集届として進めてい〈己と。

以下， ζζで<lJ.労働をとbして発達への権利保障を，といヨ実醐甘試みを問題提起ふうにt

とめる在ら，っき'0諸点をあげる乙とができるである50(前提弘泰安雄論文.重量照せよ〉

まず，基羽甘K対等の人間として尊重しあえる前雛包立場K立ち，対等のん旬関係、をき b

結んでい〈 ζ と。「自由)c使える晶、金がほしい」己れは障害者。多〈がいう己とだが.乙のねが

いの星:UCは.たんに障害者年金や給付金の鉱充だけでは左<.自分で働いて得た事せ註で生きてい

きたいとい 5本当の要求がか〈されている。

11 ζ の前提Kたつとき，彼らの働きたいといD要求をひきだす乙とが可能と左れしたが勺

て一人ひと !J(/)要求音大切にしあえる職場が組織されτいらそ己では.たえず作業(/)~重鍋や作

業の内容が分析，分解され，そむ人主bの困難度K応「た発達を促進させる仕事が必婆)c応じτ

用意され.職種聞の差別はまし自由K 自己表現のできる要求むだせる集団として組織されてい

〈。

iII それはまた，彼ら自身の自治在進展させ.彼ら自身の仲間集団たとえば「若者会」左どの
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自主的在私有量をつ(j)だしてい〈。

Iv 労働をと金しで要求をひきだUJl.織してい〈過程白立かで，自主的在白話娼婦むが芽生え，

向日寺Kぞれは集団の規律をも必然化させ，それぞれに，労働の技術が進歩するととも1'1:.労働へ

の意欲はさらκ加速度的K確立，発展する。

V のみ走らず.他人とのコ主ュ=クーションむ必要.在らびに作業上での数の概念。必要は

学習への意欲も促進させ.ゆたかでは，日曜学校というかたちでの学習会を定ii助 K関〈までに

在勺ている、。

vi ζの発展は仲間集団だけで左し仲間c生きhきした姿K影響され左がら，父母たちの意

識を変革させ，指導員集団自身もさらK相互K次白段階へと質的K変化 ・発展をみるよ !H'C在品。

vii ζ5して，全体として労働能力主多様に発展させ，人間として多面的なゆたか主発達をみ

るζ とができる。それはすでに，いわゆる「精神薄弱」を感じさせず.生きいきと明る(.主体

的.能動的K意欲をも勺た限b在〈発達してい〈姿を.1/>ろん左場面で多様Kみることができる。

第E。労働力再生産過程Ji(:I>>1t>て(生活過程分析)。

その1. <文イ凶甘生存>のまんの手だても保障されてい在い障害者

障筈者は，労働過程K砕いて，就労c機会を奪われ，かれ亡就職できたとしてもきわめて陸賃

金の状況Kあること を弘てきた。 したが「τ，障害者Kと勺て.経済的在生活抗功をはじめとす

る住宅，交通左どさまざまま公的，行政的援助走〈 して.憲法で認承された「健壌で文化的在最

底限度の生活J(第25条)1'(到達することはでき在い。

C表 ー 9) は . 障害者。<文;イ凶甘生存>~す〈左〈とも最底限度必要左生活手段の保障状況を

みたも心である。以下.j顕を志、勺てその望書:mをみていとヨ。

a .生活保護をめく・「て

rlJ (心身〉障害者のいる世帯で，生活保護を受給している世帯は.東京都の場合. 65 40 

世帯で，世帯給数也5.4%である。 10 0 0人あたb白保護率でみτも.生活保護を受給する障

害者は. 4 O. 1人民しかすぎ左h。東京都全体の生活保護受浩E告は.1 00 0人あた T1 1. 6人

( 69年 7月中〉 であるから，障害者のいる世帯。保護率は東京都平均保護率に比し約4倍とい

う乙とに在る。

ゆ しかし左がら，生活保護のきびしい受給制限走らびにさきの労働過程に事サずる障害者の無
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C表-9) 東京都内・臨害者の、文化的生存 H白実智 1969. Z1現在

世帯・人 書目 合

A 障害者のいる世帯で，生活保護をうけているもの 6.54日世帯 5.4/世帯総数中

B 
借家，借伺左ど持家.都営.公団.給与住宅以外K住む世帯 39，910世帯 3五品/全障害者・世帯中

障害者専用の居室が左h住宅K住む世帯 85，12日世滞 70.9/全姥轡者・世帯中

介護人を必要としていて，現在介護人がい在h障害者 6，570 人 1 5.3/介護人を必要とする障害者中

c 
補装具を必要とし，補装具を希望する身体障害者 9， 1 3 0 人 10.6/補装具をも司てい在い身体埠害者中

身保章害者乎恨の所持者 55，290 人 4 a3/全・身体障害者中

愛の手娠の所持者 五930 人 2ι8/全精神薄弱者中

医療保険に加入してい左0~聖書者 7， 580 人 5.9/全障害者中

来受給で更生医療を希望する身体障害者(1 8才以上〉 1 2.7 2 0 人 12.4/16才以上全身体障害者中

小 計 4，240 人 37.5/18才未満全身体障害者中
D 

未受給で育成医療を希望する身体障害者(1 8才卦己資〕 3，830 人 3五8/ ， 

未受給で養育医療を希望する身体障害者〈 ， 〉 200 人 1.8/ ， 

未受給で療育医療を希望する身体障害者( ， ) 210 人 1.9/ ， 

観浮年令K達しτいるが就浮できまいでいる障害者 3，64日 人 32.6/7-14才金崎容者中

E 社会福祉施設への措置を必要としている障害者 5，240 人 4.1/金障害者中

施設・病院へ@措置を必要としている障害者 3，91 0 人 3.8/全障害者中

F 職業訓練を経たが説械ができ在いでいる障筈者 1，36 0 人
職業訓練を経て

86.6/ 就業可能在障害者中

〈出所) 東京都.前掲書よb藤井作成



権利状態を考えあわせるとき.さらK障害者に対する生活保護を拡大してい〈ととが必要である.

たとえば.障害者~II>る世帯。生活保H~内釈をみても〈仁表ー 1 0ユ重量照).障害者が世帯主

である世帯の保護率は 1000 人あた~ 4 6.9人.精神薄弱者のいる世帯で74.8人，精神薄弱

者が世帯主である世帯で 10 0.3人と. 一貧困@状態が. (保護率だけでみても).障害@程

度あるいは障害者が世帯主であるかどうか.と11>， ζとと密接Kかかわ『たものとして.把鑓で

きる。

C表ー 1日.) 生活保貴重受給状況 (単位世帯人軍)

世 帯 人 員

計 1人 2人 3人 4人 5人 6人17l¥
心身磁害者のい 6，540 1，640 1，460 1，570 1.040 420 210 2日日

る世帯 (5.4 ) 

障害者功ミ世帯主 4，340 1，640 1，150 930 310 210 1 0日

官踊也子育傍掲) (5D) 

身体障害者@い 5，390 1，530 1，250 1，250 730 420 110 100 

る世帯 (5.0 ) 

国邑害者が世帯主 4，030 1，530 940 930 310 210 100 

である世帯(再掲)

精手時弱者白h 1，050 42日 320 100 11 0 100 

る世帯 (7.3) 

峰害者が世帯主 100 100 

である世帯傍掲)

注()ぬ障害者。いる世帯数κ対する生活保護を受給している世帯教の割合

東京都.前掲書 p • 9日

平均 保護率
世帯 (1000 
人員 人対〉

2.8 4日1

22 46.9 

2b 342 

2.3 47.0 

4.5 74.8 

五日 100.3 

(却 さらにその生活保護の給付(月額〕実態Kついてみる左らば.標準4人世帯(35歳男.

30i歳女. 9歳男. 4歳女)で.夫婦とも失業中と仮定した場合の生活扶助基準。月額(4-

1 0月〉は. 2万9945円(6 9年 4月. 25次改定)で，その飲食物費は，月 30日として

一人一日あたb平均 153円で. 1 食あた~I'Cすればわずか 5 1円κしかすぎ在11>.乙れではと

でもく文イ酬生存>由物質的.経済的基健在保障するζ とはできまい。

〈表ー10は.己の主う在低h基準Kよる保畿受給者の実態生活費が.一般動労世帯に〈ら

べてきわめて劣弱ま生活を余儀在〈されているかを示している。
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〔表ー 11) 一般勤労者世帝と保護世帯との消費支出の格差

一般勤労者世帯 c 保護労働者世帯の 。ヨ)
消費支出(1人あたり〉例 消費支出 C1人あたり〉⑩ 格差 (A) 

昭和35年度 司039円 3.437円 38.0彊

37 1 1.2 0 3 4.984 44.5 

39 13.870 6.528 4 Z 1 

4 1 16.006 8， 277 5 1. 7 

43 1司376 1 0.202 52.7 

〔注) r厚生白書.!I1 969年度版 P • 3 0ょb

b.住宅保障をめぐ「τ

!ll 衆知のように日本のとりわけ都市IC:IO沖する住宅困窮度結きわめτ深刻である.しかもそれ

はいわゆるく三角型>白住宅構造とhわれ.収入K反比例しb いちばん困「ている月収2万円~

マンi/ョン

6万円。階層ではじっκ2軒陀 1

軒以上の割合(66年『住宅需要

実態調査 J)とい :'0ほとんどの労

働者が. r安〈て住みよい公営住

宅κはいりたいJr公営住宅c大

調 -2J 収入別でみた住宅構造

上Fラス

一戸建・邸宅・

月収12-18万円

出本口同新
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題
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・
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7
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万
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・
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悶

・
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耐
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~

一
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一

山

一
一

6

一
文
・
一
酉

収
一
「
間
一

ω

同
月
一
・
・
-
+
大

/
J

屋
家
一
武

長

借

一

藤

ス

/

佐

ラ

:

ク

ス

料

中

ラ

資

み
J下

震建設を」とねが「ている。公営

住宅の応募倍率は年A激化し.東

京都の場合 L表ー 12)のよ 51(

第一種約43倍 (68年度は 67.6

倍だ4 た〉というすさまじさ。

版 1969. 7. P.242 ょb 但} ζ うした状況のもとで，も

「とも保留されねば走ら左い公〔都〕営住宅K入居できている埠害者世帝は.第 1種〈月平均家

賃 4940円)2 1 9 0世帯.第2種〔月平均家賃4740円)ι68日世帯，計8870世帯

で.¥r>まだ全体由主 4%t亡しか達しτい在い。

住宅空間吃ついτみても.70.9%にあたる 8万51 20世帯が，障害者。専用の居室をも司

てい左い。

2万8330世帯 (22.6%)は.月平均家賃・ 959口円をはら吋て借家I'C. 9 4 9 0世帯

(12.8%)は月平均家賃66日日円をはら勺て借間I'C.住んでいる状況である。その世帯収入
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C表-.12) 公営住宅の応募.~

第一種 第二種

全 国 1 6.2倍 五?倍 44年度

東 京都 42.9倍 ao倍 45年9月

(注)経済企画庁『国民生活白書 J1 970年版

P.395 

の占める家賃・間代白割合<家賃代係

数〉白平均は.借家で 12.8%.借聞

で 1Z 2彊，精神薄弱者のいる世帯で

借聞に住んでいる者Kいた「τは.じ

っκ25.3%Q)高率である((}lト13)

重量照).しかも.とれら借家や借問忙

入居する際には.障害者がhるからl:"" 乙と-r， λ居世拒否される場合が多h 在かでのζと…

"'0 

C表-13) 世帝収入κ占め晶家賃・間代C割合 (単位克)

心身母害者 a心身隊害者 精神甲車弱者
のいる世帯 のい.tt世帯 のいる世帯

総 数 五P 五? 5.8 

持 家 0.0 0.0 色。

第 1種都営住宅 Z5 6.9 j 3.2 

第 2種都 営住宅 9.8 1 0.3 1 '2.7 

ぞむ他の公営公団住宅 a2 a2 7. '7 

給 与 住 宅 五五 五6 3.7 

権 家 1 2.8 1 3.5 1 0.4 

借 間 1 Z 2 15.9 25.3 

そ 白 他 2.0 '2.0 0.5 

〈注) 東京都.前掲書. P. 92 

(31 とζるで.障害者のいる也滞のうち持家。世帯は. 6万5070世帯で.全体Q)54.2 % 

であるが.<障害〉をも「ているがゆえにそれ左 bの住居環境を必要とし，ぞれまりの改造が必

要と在る。東京都の場合.寸〈走〈とも 5000世帯以上が，早急K住宅改造をせまられている

という。

国や自治体は，障害者むためO!>.安価で.適切走広さをもっ，公営む住宅をできるだけた〈さ

ん建τる責任がある。す〈在〈とも，現在.高ν、家賃とせまい居室κ困勺ていゐ障害者〈東京都

白場合5万991 0世帯-33.6彊〕に対しτ.すこしでも在んらかのかたちで援助する具体

的手だτをせまられτいる。また.現代日本K:l;-ける噴害者白就労状況の特殊性からしτ，公営

住宅での，たとえば三療〈はれきゅう・あんま〉走ど白自家営撲を認可してい〈必要がある。
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在:t-.東京都の場合.ホームへルバー制度とともに69年度から「重度身体歯車害者日常生活用

具及び設備改善貸給付制度」が開始された。在宅Ð~章害。遭い.肢体不自由者にたいして容

易K日常生活を晶、〈る乙とができるよ 5左浴槽.便器.湯沸器.:t-よびζれらを設置する便所.

浴場C改善貨を給付するも cだが.よ記の状況からしてたいへん評価できるものである。

c.あ且，移動手段の保障をめぐ「て

Ul 磁害者κと「τ.とりわけ肢体主らびに視覚障害者κと勺て，その移動，あ畠のため陀は，

その障害に応じた補装具や介助人が必要である.ζれは生活手段の必需品であt，c.れ在〈して

は.働ら〈ととも，学校K行〈 ζとも，友だちκ会いに行〈乙ともでき走h。

とこるが，実際には歩道橋在ど白建設Kよ「τ，ますます，障害者Kと勺τ，移動の困難な状

況がつ(!Jだされている。(ナ〈な〈とも.車いすでも疲れる蝶繰橋であるとと。)

(21 東京都の場合，介護人を必要とし，現在介護 E表ー 14) 東京都・身体障害者。

人のいをい障害者は 6570人(12.9活〉である。 補装具給付(予算)状況(単位汗円)

ーさらに補装具所持者の割合いは身体障害者のうち 4 年 度 | 予 算

人1C1人(2万810日人〕であふまた補装具を

所持してい在いで希望する者は 10人1'(:1人 (10.6

彊)，数Kして91 30人Kのほ勺ている。 ζ うし

た介護人や補装具を必要としτいる障害者白ために，

さらに予算を増設させ((表ー 14 J参照)，援助

を急がねばならない.

{却 またあ邑の運賃割引についても，現在l;-:t>む

k
d

，。守
J

n

o

，。，
A
U

，。，。

29，830 

37， 729 

44，467 

59，431 

ね普通乗車券については5割，定期乗車券κついて J匝4.1970. P.6. 

は2割，都営交通I'(::!;-いては無料乗車券も発行ーをさらにすべτの交通機関にまで拡大させい

〈課題，そのためにも，身体障寄手帳の所持者(身体障害者中4a3 % )，愛の手帳の所持者

(精待薄弱者中26.8%)をさらKすべての障害者にわたるようκ拡大させて0 (課題を残して

いる.

d.更生壁療左どの保障をめぐ勺て

Iυ 障害を背負句τいるがゆえKζそ，その治療のための医療保険，病院，社会福祉施設まど

が，第一次的に必要であれまたそれゆえにそうした諸施設は社会的に完繍・保障されてい在け

ればをら在い。その保障cたち遅れは，障害者托，そのl章容の<固定化〉を強要する。乙己では
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東京都K卦けるその保障白一端K白みふれる。(詳し〈は，第B;そ-02，c). 

ω 医療官E関して，たとえぽ育成医家(1 8才未満)<0受給状況をみたとも受給済・中D者

は320人(2.8% )で.未受給で希望しτhる者は， 3830人で，突に33.8%1C:t-よんで

hる.その他，更生医療(1 8才以上〉は，受給済・中の者 840人(1 2.4 % )養育医療，療

育也給付は受給済・中。ものは左心希望している者それ-f:'t1.2 0 0人， 2 1 0人と在司ている.

医療保険Kついては，家族在いじは本入が.加入しτいる者，被用者保険5万9380人

(4ι5 %)，国民健康保険5万9340人 (46.5%)，ま司た〈加入しτいがρ者 5580

人(5.9需〉である.

施設に関しτは，現在，重症心身障害児施設，その他漫産施設.厚生施設在ど社会福祉施設へ

D措置を必要と判定される者が， 5，2 4日人(4.1%)，身体障害者職業訓練所， (100). 

精神病院(520人)，老人病院(2050人)へ措置を要する障害者総数は391 0人である。

そ白うち老人病院への入所在要ずる障害者は， 60歳以上障害者中<05ι5需にあたる。

e .心身障害者扶養保険 (共済)制度をめぐる問題

ω 6 {:，年6月， 下特別児童扶養年金法」が制定され， r日常生活:'Ç~いて常時@介護を必要

とする程度@状態にあるJ(同法第5条)重度障害児(20歳未満)の養育者K対して扶養年金

が支給されるように在勺た.現在(68年 10月改定)，児童匡一人あた b月額2，6日O円支給で

あるが.前年度@所得が 28万円〈児童一人κっき 7万円づっ加算)を越えるとr一年間支給を

停止される，とい Dきびしい所得置限があるため，全国で 1万5793世帯 (69年5月現在〉

が受給しているにすぎ在11>.

121 また，障害児C就学奨励賞(5 4年 6月「盲学校 ー・るう学校辛子よひ・養護学校へ白就学奨励

κ関する法律JK主b法措刷ヒされ，養護学校は， 5 6年6月「公立饗越学校特別措置法J(公布

ll:e4>tl:1I>実施お，支給範囲走らびに品目梓閥しつつあるが，鮮明する費用，機能訓

練など障害吃ともなう費用がかさみ( C表 ー 15)重量照 ， 三島ら白報告Kよれば， 1タ月あた

b約2万一4万円もの父母負担を要してhるという)，遣いっかない状態である。

持 な主・， 特殊学級K入級している保護者K対しτは， 就学奨励K関するなんらかの形由経済

的な援助は・いまだ型aしていない。

じ茨ー 15) 肢体不自由益護学校K島吋ゐ教育費白父母負担

通学花要する費用(本人付添人共) 3~2% 
家庭K:t-ける教育費 24.0 % 
機宣E訓練・保健衛生に要する脅用 1 &3軍

学校納付金 1 5.2需

その 他 五3%
計 1 o0 彊
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(注) 東京都立北養設学校児童・生徒の中から. 1 9 7 0年4月-6月中κ; 1月あたT1 

人2万円以上教育費を支出したも白の内訳を，集計平均化した劃j合である。

三島敏男，塚田規A.小松昭雄，五十嵐顕. r戦後障害児教育行財政C分析と検討

lllj日本教育学会第29回大会発表補足資料. 1 9 7日 8. 

(31 近年Kな勺τ.いわゆる、視な富後白保母6q;，問題が大量〈と bあげられ，各地方公共団

体Kをいてじ中身障害者扶養保険(共済)制度」が構ぜられ始めてhる( C表-16)重量照).

ζの相反の慨要は，

「心身障害児(者)の保険者。相互扶助C精神K基づいて，心身障害児(者)q;，経済的援助を

行ない，保険者D死亡後白心身障害児(者)白生活の安定を図るため自任劃甘保険制度J( 68 

年7月5日比葛西等五人委員会報告『心身勝害児扶養保険制肱Kついての調査研究報告J)で

保険料は月額 1.3日日円程度，給付金は月額2万円程度，保険者(親)<0死後，障害者。生存中

給付するとい 5ものである。

しかしながら，障害者家庭Kとって. r "?!;H 語l~告ーの解決策」とな勺てhるという<現代の

貧困>ないしはく福祉の貧困>とい 5問題状況からすれば，多〈の問題点を残している.

まず第ーに. r相互扶助の啓発」ないしは「相互扶助の精神陀基づいてJ.ことの本質を解消

しようとしている点である。これは. 60年代障害者福祉施策で一貫して強調されてきたも白で

ある。たとえば，例の 68年 6 月，水上勉「拝啓池副総理大臣殿JO 中央念論 ~j伍 9 08)陀

対する厚生省黒木和J克児童局長の返答のなかに端的陀みるζ とができる。 r…・，親白責任と図。

責任とのけじめ自問題で九身障児をもっ親白立場柁はこつあ勺て，一つは自分自膝元K晶吋A て

お吋タイプ，もう一つは施設にあずけ勺ばなしの捨て子タイフ・です。後者に共通していえる ζと

は，最初はきちんと送金して〈るが，すζ したつと送金が途絶えるのでオ。納税者自立場からい
-・・.. 

うと，親が伺もしないで，公共C施設にあずけ「ばなしにしてしまうのは，帯住でまかな5施設
. ........・.・・.

白あb方としては適当かどうかという問題が出て〈る。親が親としての責任を果した上で，国家

の責任が考えられなければならない。 J(黒沖=利克児童局長の返答，水上勉「、拝啓池田総理大

臣殿H から-$Jf中央公論.i1 9 6虫 6 所収 P.146) 

第二VC.現在白2万円が親a死後どれほどの価値があるか疑わしい0はむろんであるが， ζ う

した単一の保険制度としては，先進資本主義国白なかでも日本Kしか存在しないものであん社

会保障制度の一環として早急K組ゑ込まれなければならないものである。 69年 12月D東京都

民生局調査じ表ー 17)で，約80需もの親たちが，たとえ自衛手段的なものであ司ても，必要

であると答えているという事実は，逆vc.社会保障制度。一環として早急K整備される必要があ
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(.-16) 

華ト 金 fコ 月 額

条例の名称(財政方式〉 実施時期 納付期情 年金月額
条 ~J 施行規則 その他

満障害1，者D1人につき4.55歳未
東京都必身障害者扶養年金条 6虫 4. . 日日円. 4 5歳未満 25年 2万円
~JC 共済) 12， 5D U円..4 5歳以よ

000円

大阪市心身障害者扶養共済条
68. 4. 1 市長が定める額 月額 2，0日日円 20年 2万円

f開j

京都市，心身障害者扶養共済条
68.10 ? 

障害者 1人につ量月額
20年 2万円

伊j 1，50 0円

名古屋市心身障害者扶養共済
6a 4. 月額 2，00 0円 20年 2万円

事業条例

35歳埠繍 1，000円45歳
70歳iC逮

長野県障害者共済条例j 6虫 1. 卦議 1，50 0円. 45歳。と 1.5万円

き2，000円
するまで

神戸市心身障害者保険扶療条
66. t 扶饗資金として納入する額

年間保険料白 12分<l)1
2，0 0 0円 20年 2万円

伊j iC相当する額

岡山市心身障害者保険扶饗条
6Z t 

保険料相当額から市長が定め 年間保険料。 12，子の1
1，500円 2tr年 2万円

伊j る額を撞除した額 K相当する額、

尼崎市，心身障害者保険扶養条
6a 4.20 保険料相当額

年間保険椅<D1 Zぷの1
1.3日D円 20年 2万円

伊U(ほか阪神広域〉 に相当する額

岐阜県心身障害者保険扶養条 団体定期峨険契約の保険料に 約
20年 2万円

例
68.1 O. 相当する額 1，400悶

P. 292 

心身障害児挟坐保険(共済)地方実施状況一覧

日本文化科学社『精神薄弱者問題白書 ~ 1 969年版.〔注〕

1
-
u
唱

l



ると解されねばならないものである。す〈な

〈とも無拠出制のものとしτい〈課題を残し

ている.

第三@ただ， 現状で，東京都，大阪市や京

都市が，神戸市.岡山市等C生命保険会社と

のタイアフプ方式を採用しないで，自治体内

部の自家共済方式と している乙とは，障害者

の親たちの大切なな金を生命保険会社の利潤

追求から排除しているとM う点で，そ@かぎ

りでは評価で富る側商を持 q ているのだが。

E表ー 17) 扶養年金制度を必要とする程度

( 6 7年 12月東京都民生局調査)

一
人 軍

必 要 ι235 79.6 

耳t 要 263 3.4 

わからない 623 7.9 

無記入 716 9. 1 

計

(注 ) 年
一
番

5

一
題判精

日本文イt掛学社 P. 1 38ょb

その2.結婚し子どもを重み育てる ζとが，困難な社会的状況D もとにある簡害者。

C表-18) 東京都内，年令段階別利普障害者白割合 (単位・兎〉

女 男

障害者 東京都 障害者 東京都

20 ~ 29 6 &2 5五D 79.8 78.日

3 0 - 39 4 5. 6 1 3.5 36.7 1五5

40 - 49 29.2 6.4 1 1. 0 五2

50 - 59 1五4 2.7 4.1 1.5 

(注〉 東京都 前島沓 P68より作成

〈表ー 1s)は..2日歳以上.6 O.歳未満の者白配偶関係Kついてみたものである。 ζれによ

ると .30-39歳。障害者で未婚の者は，男性で36.7%.女性で45.6需.女性白約半数は

樹普できずにいる.東京都の 30_39歳C者で未婚の割合は，男・女それぞれ 13.5%である

から，一段と高率a

障害者吃も，歴史的 ・社会的人間としτの，結婚し子どもを霊み育てたいという要求.ぞれに

ともなう権利.を持司ている。すでに述べてきたようVC.<磁害>が貧困のjij(因ではなし<障

害>にともな刊必要とされる公的 ・行蜘甘保障D火除，ならびに就労 ・労働にあ勺て@無権利

状態VC.その貧困である 己とのよ勺て来える根掘がある。さらに宜た・ 最近白政府白障害者問題

，¥:tわけ精神障害者問題に対する トピック的なと bあげ方.いわゆるく対策 ・処理方式>白なか
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tl:.障害者!c対する人権侵害を合理化してゆ〈方向をみhたすととができる。

a. fl呆安処分JQJ対象としての‘精神'障害者

Cll fil可性C合意のみに基いτ成立J(憲法第 24条)するく総書の自由〉を.障害者が行使

するためには.その前提としで.と bわけ「日本国民」として「すべて国民は，法の下K平等」

(憲法第14条)であるという乙と(無差別平等白原則).ならびに憲法第 13条「すベτ国民

は，個人在して尊重される」とh うζ と.の社会的認承が，ひる〈社会にゆきわた『てhなけれ

ばならないし.また行司政当局は，普及・徹底さすべ〈施策がとられていなければならない。

(お とζるが，ライシャワ一大使刺傷事件(6 4年5月)以来由障害者と bわけ精神蹄害者問

題へのトピヤク的取りあげと.そ四対策処運(付・年譜参照}は，同じ憲法第13条QJ r公共の

福祉K反しない限tJとい5規定たけを取b出して.あ視とかもすべτの障害者が「公共の福祉に

反する」をそれあるかのどと〈前提11:免「て.精科物生法.少年法さらにはJft陰を「改正」しよ

うとしている.瞭害者は，現在.再び国民として由主権までもが否定されようとしている。

(3) 7ft主主日改正事業」白名のもとで，精神儲害者は ri最安処分」白対象とされ. Lかも裁荊j所

がa 任意で不定期陀わた勺て保護拘束することを可能.とする. ( 6 1年 12月「改正邦拡準備

草案」第 16章.第 1日9. 1 10. 1 11. 1 15. 1 1 6. 1 1 7条).

精神衛生法(50年5月1日公布)では.11">まな;t，>.社会的にみてもなんら危険ではないむし

る福祉と教育の充実が期侍されるIl青将軍事弱者」を精神病院の対象と規定(同法第5条)してい

る.一先日。栃木県佐野市白精神病院c火災(7 0年6月29日〉でa 鍵のかか「た扉+鉄格

子白ためK患者 17人が焼死，ぞの大半が r*育神薄弱者」だ勺吃ζとは. ~左改正事業」よりも

<福祉の充実〉を先行させるべき ζとを象制悦提示している.

(4) ζζで.JfI.2去の全面改正に関して，少な〈とも学会レベルでは.若手研究者を中心K全面

改正は必要ではなhとする考え方のほうがはるかに多か勺た己と (68.9% -011.法改正に対

ナるlfIJ事法研究者の意見」法律時報38巻 1号.. 66年1月)。

ならびに日本精神神経学会での最近の議論のなかで.医療と保安が矛盾する ζと白認識から出

発して.犯罪性精神障害者Kついτも医療と社会保障が先立つべきであ「て.Jft民事政策がζれを

先取bしてはならないとする考え方が有力陀提唱されている点在指潤して卦かなければならない.

以下.第67回日本精神神経学会総会(7 0年4月23日)tl::I>>ける，保安処分制度新設K反

対する決議(理事会衆)の内容を引用して辛子こう。

「第六七回日本精神神経学会総会は，現在法制審議会知風特lJlJ部会tl::I:>1I">て審議きれてhる保

安処分骨l腹自新設K反対する.違法な行為を行な勺たんであ園、ても.精干暗害者に対しては，何
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ょbも医療が先行すべきであれ保安処分は治療D名の下I'C.障害者を社会から排除しようとす

るものにほかならない.また.保安処分の考えは精神障害者即犯罪素賞者というあ宇宮司た先入

観K発するものであるとふ精神障害者続念。拡大Kよ『て保安処分銅肢が一般市民白人権をも佼

侵害するものとなる危険性があることを指摘しな〈てはならない.上記四考え方から本学会は総

会陀主)"'¥Aて，保安処分市肢の新設に反対しそのためK活動してい〈 ζ とを決議するJ(精神符経

学雑誌. 72巻5号. 7 0年 5月.P.541)

b .歴史的・社会的に産出されてきた〈被障害者〉としτ

11) 教科書(中学校保健教科書)では， 仁精神薄弱」は「生れつき陀よる ζ とが多v.J(講談

社版)など.社会的には遺伝によるものと錯すとられる非科学的な叙述がみられる. f精神薄弱

は精神発達が児童期までの状態で停止しτいるも白をいっJ(~髄掌〉

日精神薄弱は低能といわれるものであるJ(大原出版)

「精神簿弱.いわゆる低能といわれるも四であるJ(教育出張)

「非行や犯罪を犯す人のなか托は精符樽弱や性格異常など@精干櫛害者もいるJ(大日本)

(汲回克夫「日本の教育と障害者の問題」汲回，河野.飯野.編著『ぽ fも働草えい』鳩の森

書房. 1 9 7 O. 7 • P P • 3 5-4 7. td照)

ω C表一19 )は.東京都下.~害者の原因iJlJ推計数である。出産後忙なんらか白原因によ

り発生した鐘害者は9万7640人で76.5%.さらvcr先天的原因」中白出章時障害その他。

1万 3820人をいれると，全体の少〈とも.87.3%が，出産時:1;-よびそ巴他なんらかむ外的原

因陀よ「て崎害者とな勺たものである.しかも残11，z) r尭沃的原因」中白「疾病」によるもむと

いえども.母体破壊の傑行のもとでの妊娠中白胎内期κ:1;-けるなんらかの原因によるも担であ b• 

医学的にみても遺伝によるものかどうかま弓た〈不明である。(現代医学白発遂のもとで.風

疹などのワイルス疾感以外の. トキ Yプラスマ. P h血液型不一致.胎児性水俣病等の胎生期κ

おオナる化学的作因陀よる障害が究明されている〕。

ω 障害白発生予防のため白施策をどれだけ政府と自治体は具体化したとhえるだろうか。 独

占資本の利純直求K追従した円高度経済成長」政策は・いわゆる公害や交通戦争などの都市問題

む深刻化.精子特甘・肉体的な破壊白全国民的な生命と池康を脅かナまで0拡大を.ζC主t大をど

れほど防ぎ止める己とができたであるうか.むしる乙C拡大を促進させる役割を担うも白であ勺

たと言えばv.v.すぎだろうか.

母体破壊の世界的な高率-(表ー22. 23)参照。 薬害によるサリドマイド被災児-

58年~63集まで 956 名発生.そして，森永ヒ Y ミルク中毒児ー 55年夏，岡山在中心K
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人・需)

心身磁害者 身体障 害者 精神薄弱者 精神病者

推計致 構成比 推計数 構成比 推計数 構成比 推 計 数 構成比

計 127， 650 1 00.0 1 1 4.4 6 0 1 0 0.0 1 4.650 1 00.0 史750 1 00目。

先 27.410 2 1.5 2 2.1 7 0 1 9.4 1 0.83 0 7五? 2.260 23.2 
天
的 疾 病 13，59日 10.7 13.29日 1 1. 6 五200 21.8 810 &3 
原
因 そ自他 13.820 1 0.8 8.880 7.8 7.630 52.1 1.450 14.9 

97.640 76目5 90.850 79.4 2.47日 1 6.9 6.01 0 6 1. 6 

後 疾 病 77， 390 60.6 70.900 6 1.9 2.470 1 6.9 5.590 57.4 

天 あ通事故 4.690 五7 4.59.0 4.0 210 2.1 
'‘ 

的 産業災害 6.460 5.1 6.460 5. 7 

原 自然災害 2.280 1.6 2.290 2.0 

因 戦 争 4.220 3.3 4.220 3. 7 

その他 2.600 2.0 2.3 9日 2.1 210 2. 1 

不 明 2.6 0 0 2.0 1.440 1.2 1.35 0 世2 1.480 1 5.2 
一ー」一 一一

G単位東京都内・瞭害の原因男Jj心身障号事者数〈褒ー 19 ) 

1
4
#
u
!
 

P 6 1よb作成)前掲番(東京都

「先天的原因」…・遺伝，妊娠中または出産時に臨書白原因があ「たと診断されるも白

. r後天的原因」…・・出走後白原因によ b発生した障害によるもの

(注)・



27府県にわた「て.乳児が正体不明の奇病にかかT.約 130名の死者と 1万2000名余b

c犠牲者を出 Lぇ.工場掛隊・有機水銀たれ流しむもとでの胎児性水俣病ー阿賀野川水銀中毒

の場合. 64年-68年5月現在で死亡1名，患者25名，要観察者8名，胎児性1名. 50 p 

pm以上で妊娘を規制された者45名.10p!'m以上6保有者約10日日名.基地沖縄t亡事付

る風疹児-64年アメリカ東北部で風疹が大流行するとすぐ基地の街コザ市にもち込宮れ.64

年末には沖縄c風疹大流行とな!J. 6 5年最盛期とな b 島々にも伝染して 66~vc:終わ Þ. その

間K妊娠中風疹にかか「た母親から多数の奇型児が生まれる.しかし.正確に実数をつかむ調査

なし。

などは，独占資本と己れ柁追従した「高度経済成長」施策のもとで産出された障害者・く被障害

害者〉といえるものである。

(4) わたしたちはとのととをt同座する資料をも勺ている。独占資本の「重化学工業Jftが進展

し「高度経済成長」政策が採用されていく 55-57年から 65-67年<ll1 0年聞に志サナる患

者数の受療率推移状況をみると.受僚倍率(算術平均比較)上位7位までの疾患は C表-20)

となる。会傷病平均倍率1.8 0(1)もとで.第1位「新生児疾患Jvc:拒いてはなんと &50倍であ。.

ζ白書評態をなんとみるか。

〔表-20) 厚生省患者調査による受療率(人口 1日万対上位7位喧で)

倍率 1965-67年 1955-57~ 

新生児疾患 8.50 1 7 2 

2 骨・運動器疾患 五95 296 75 

5 先天奇形 3.43 24 7 

4 循環器系の疾患 3.3 D 436 132 

5 精神病・神経症 五日 7 218 7 1 

6 神経・感覚器病 2.57 883 343 

7 事故・中毒・暴力 2.04 381 1 89 

全 傷 病 1. 8 0 6230 3455 

(注 )<>1955-57年骨よび 1965-67年，各五年白受療率む算術

平均の比較人口 1日万対

。厚生省「患者調査J1 955年-65年度版よ b藤井作成

(補?しかも，己の<被白書害者〉化は歴史的Kみτも，差別されしhたげられてきた人びとに

集中しであらわれてきた.今日に#いては，全国民的なものにな勺ているが，それにしτも，労
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働災害をみτも「臨時・日扇」など下請労働者・出稼農民民多いし，しかも至死傷害である場合

が多v.o

C表 -21)をみるなら.同司そ5明白である.ζれは，ある未解放部落白F過去帳』ょ bみ

た乳児死亡。推移である.歴史的K一貫して高率である0.菩となる要因がなんらか白かたちで歴

史的に集積した結果としての障害者であ今たとしたら，たとえそれが胎児期以前白ものとしても

く被蹟害者>として白観点は成立する白である.医学的にも深めなければならない緑題tあろう.

仁表-21) 乳児死亡白推移

西君臨落室念寺過去帳白調査よ b一 則 8年-S.37年一

乳児 乳〈児死亡率 大附 |全国 |首都
時期 死亡数 総死亡 乳児死亡率 乳児死亡率

死亡数 百人中〉 (') 1(')  死亡年令

明治 1 6 1 32 1 9.9 
18-20 
21-25 279 99 35.5 

26へ占日 215 78 36.3 
/ 
31_35 250 7 0 28.0 明

~6 

36-4日 256 107 4 1. 8 '， 拾42 23.1 1 7. 1才

41へ-44 2 1 1 83 5虫5 26.0 

明治代計 1，3，7 2 469 3 4.2 2 4.5 

大正 1-え 268 136 5 0. 7 26. 

6-1日 342 1 1 2 3 2.7 大2ιA4~8 2 4.3 20.5才

11-14 263 104 39.5 ，2ay~d15 1 l 25.0 14.3才

大正代計 873 352 40.3 2 5. 1 

昭和 ~ .......5f 288 86 29.9 23.6 

6-10 240 7 1 29.6 昭20号-9 21.3 2五6才

11-15 248 74 29.8 '11Y14 1 7. 7 26.0才

16-2日 261 64 24.5 'H3'18 16.3 25.7才

昭和戦前計 1，03 7 295 2 &4 2 0.1 

昭和71-25 313 58 1 &5 昭Hτ.24 1 7. 3 2五7才

26-30 1 47 20 1五6 't信 1 2.2 34.9才

31-35 1 5日 1 8 1 2.0 8.2 4 7. 9才

36 38 8 2 1. 1 ι5 37.5才

昭和戦後計 648 1日4 1 6.日 1 2.3 

〈注〕 央山昭，南吉一 I満生学.rbみた未解放部落由史的考察Jr医学史研究 Jj匝a
1 96五3. P. 27ょt
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か勺て.細井和喜蔵は， r女工哀史J(1925)でつぎ0 ように指摘し.産児市1限運動.治

安維持法反対で有名な山本宣治は，第56，'帝盟諸会 K卦いて，骨鉱書法案・「労働者災害扶助

法案Jl'C対して・ 「少〈とも今日@覚醒した労働者は斯の如き案を以て釣られ，Jil/;は編される程

@馬鹿ではないJO山宣全集J8巻.ロゴス， P.28)と反対演説K立ちが「た (1929.

2.6 本会議)。

rt;.…女工には流産キ宛麓が甚だ多い。これは説明するまでもな〈母性保護白行き届かざるに依

るのであ「τ，最少限度を示した工場法の規定も労働組合が活動して職工自身厳重な監督機

関とならざる限bは到底実行を期し難い.

流産及び死産は農村に於て総妊娠中四二割.京高位員が三割以上だと言われてゐる.乙れよ b推

定すれば女工は四割以上Kも当たるだらっ.

女工総数三百人中有元量動女工八十人を出で泊小工場で.五年間私がゐた悶K夫£bというの

が六人あ勺た.殊に織布部の某女工D如きは体が会〈動けな 〈なるまで工場へ出動した為め，作

業中K機時ヘぶ勺倒れて機峨から仕掛品から床面まで，あたり一面血の海と化して了「た.とん

な監梅だから人に生世L由程度の流震がどれだけ多いζとか.

紡績工の児童には又発育不良.醜児.低官E児，白痴，崎製児.盲唖などが可成り多1/>.私の街、

た大小工場で其白保育場を見廻るに，何れへ行勺ても強〈賢ζ さう在美しい児供は一人としてゐ

ず.胎識でff葦だらけ在頭のでかい醜児ばヨ小りであ「た.ぞうして社宅から出る学齢児童中Kは

吃度低能児が数人まじ「て廃れ其白ほか通学さえも出来自白痴や盲唖がいるのだhた.現にい

ま本稿を書〈為め生活を支えてhる小工場中にでも・披で白痴在る少年一人，臨の少女)人，生

後ーカ隼tてて体は生後ニク月にも足らぬ大吉さしかまし頭は大人主 b多量h とζるの福助一人

低能児が数人居るのである.

普通統計によれば崎昔話児や白痴は千人K対して二人くらhしかい在1".併し紡績工の児童は砂

〈とも其@三倍以上だと推断する ζ とができる.J 

(細井和喜蔵『女工哀史』岩波文庫版.PP.327-328)

c.<医療 ・福祉ρ貧困>のもとでの障害1:><固定化〉の保行

111 障害者自身が子どもを産む場合，とりわけ完全在医療設備が要請され人司的立医療条件也

もとではじめて，母体.新生児とも健康志出産が，可能と在「てい〈。ところが，妊産婦死亡率

じ湊-22)走らびK周章期死亡率 C表-23)白世界的在高率が示すように.日本に砕ける母

性破壊四深行と医療保峰白貧鼠白もとで.峰害者D場合は，医師自身も醸害者本人白出産を敬遠

する白が常識.とされている。
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じ表-22) 妊護婦死亡率白国際比較

(1965. 出重量 1日万対)

日 本 8Z6 

オーストラ IJ7" 5Z0 

イ ギ リ ス 1 8. 0 

ア メ リ カ 3 1.6 

スウェーデン 1五8

カ ナ タ. 32.3 

へ- N ギ 2玉5

ア フ ン 1 32.2 

(資料 )Annual Edipemiol-

¥ogical of vital Stat-

i.cs 厚生掘十協会『厚生む指療』

1969. 10. P.58 

〈表ー23) 周産期死亡率。国際比較

( 1 965. 出産 1 0日D対〉

後 期

周亡定期
死率 死8(月妊亡以鍍後第率〉

1 

日 本 3 o. 1 2 1.9 

カ ナ F 26.3 1 1. 6 

7 メ リ カ 28.5 1 2.6 

フ ラ ン旦 24.3 1 5.4 

イ ギ リ A 2Z3 1 6.0 

Z ウェーデy 19.9 10.3 

早期新生
児死亡率

(生未満後 1 
週〉

8.2 

14.7 

1 5.6 

8.9 

1 1.3 

空6

〔資科) WHQ 、Worl.d He a 1 t h. 5't a t i量-

tics AnnualA 1965 

厚生統計協会前掲番 P 61 

(21 ζ うした走かで，先日(70年 7月11日).岩国白重度踏害者(脳性小児麻害事. 33歳)

が.広島由民医連加盟病院〈福島病~)で.病院全体白看護体制のもとで母子とも健全で無事女児

を出産した乙とは多(11)人々に感動を与えた (NHKある人生、足指の歌"で放映.〆今崎暁己

rv.oZ>ち白讃歌』労働句報社，参照)。

「ゎ.私は生み …・たか勺た・…・・私D生命だけで・・・・・・終わりたく在い…u 私自…-・・願いを・…・

ついで〈れる.新しい.生命がほしv¥......私白……在えた是・・・・ゆがんだ顔だけで ・・判断し在

h でー・・・私たちの・…人間として也願いを聞いて……hただきたv.<Z>です・・・・そ白人たちが..8 

本白何処か陀…・・・いる…・・ぞ白ζとを信じて……歩いてきました ・・身鴎者…・・みん左拍ために

も…・生みたい…・ζo願いは・・・・・・随害者でずA と…..わから在いかもしれ在h …・・虚勢ではあ

bません…・身嘩者にも子どもが生めるという勇気と…・希望を……身障者は無能力者では在'"

ということを……とにか〈・…・・言葉で…・・己申私自h・・身体Pなかに…・・つ菖あげて〈る…・・・感動

と願いの気持を…・畳見明し喜れませんJ(今崎暁己，民上事. PP. 20-3日〕

と.そ由喜びを.彼女は語品。

{剖 では・左Kが.ζ。一人白重度趨害者(左足を除草，全身硬直.言語障害強し. 1 6才ま

で.ほとんど.坐勺たまま，会話不能白状態.その後.苦闘白末.読書蓄量.歩行.左足指によ

る.物.短歌在どを習得)白出産を可能走らしめたのか。
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病院に主サする六ヵ月色出産への闘い白記録は.数々白事実やエピYードを生むとともに，多〈

@教訓を示して〈れた.それを総括すると.っき・の四点に集約で量ょう.

まず第-IC.福島病院が. r，患者の立場ICえ勺て.親切でよい診療を行在い.力を合わせτ働

〈人々回生命と.億康を守るJ(民医連綱領第二項)と・ n;自民白ため白医療づ<t J IC.たえ

ずたちかえるうとしてhた己と.

第二陀.福島病院が.未解放部落白地区に位置していたとともあ勺て. l.，.I/¥たげられ差別され

て量た者たちD生活現実をみる視角をたえずみがhてhた乙と。

第三IC.したが「て，一衛害者のみの問題としてでは左心労働者，働〈婦人白問題として.

医師・看護婦をはじめとして病院全体が，励ましあう関係を.意図的にっくりだしτいけるまで

に発展してい1tCとa

第四虻.とめ基盤白確立は，病院として巴科学的立場を正し〈機能させた.すをわち，出産へ

白過程を.来来c主権者として自子ども 「健やかを子どもに重み育てるための」とり〈みとし

て.その可能性を最大限陀まで.発揮させる乙とができた.

(4) とζる-r'. 6 5年8月市IJ定・公布目母子保健法にJ:1).3歳児健康診断の施行義務が事境

府県に課せられ(同法第 12条).ι4年 1月よ b実施されるとと陀をれ障害児の早期発見に

大量在役割を果たすものとして期待されてhる.しかし.現在.障害が発見されてふ乳幼児期

陀骨ける適切在治療と教育を受ける場がほとんどな<CC表一24)参照).丙親たちは子ど

もを背負「てく病院め('i) >をするのみである.

藤本らの調査(68年か4月調査・福井県鯖江市保健所地区.人口約 11万. 3歳児健診該当児

1 760名)によると・

「事実として5歳児健診で初めて障害児であることを早期発見する ζ とはほとんど在し多〈

の親はそれまでに相談機明で障害児と知らされている.その意味で5歳児健診の障害児の早期発

見を親陀知らせること陀意味があるのでは在(.自治体ゃ国が早期に障害児の存在を認識して.

それを保障する体制lをつ〈るという意味で意義があるといえよう。しかし全体として実態は.早

期発見早期放置ICts;.，がるとhえよう。そして5歳児健診で障害であると早期診断することが.早

期に教育宇治療の場を失う(保育所K入れτもらえ在凶。近所の子も遊んで〈れ在い)結果と在

れ早期放置という残飴さをつけ加えることに在るJ(藤本文朗・ r3歳児健診と障害児の早期

発見に関する教育学的研究ーある地域の創域害児調査実態よ bー」日本教育学会第29回大

会『発表要旨集録JP. 56)) 
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C表ー 24) 特致教育諸学校幼稚部と児童福祉施設の在籍乳幼児数(口 -5才)在らびに

1 969年度6才児の在籍者数

機関・施設の種類 1960(35) 1965(40) 

特ー「
盲岩是枝幼稚部、 9 24 

書量
教

L育-
の
関
係
(11 

ー寸
児

重
福

祉

施

設
L.. 

の

関

係

(2) 

るう ， 577 1，0 1 9 

養護学校(精薄) ， 1 1 

， 〈肢体不自由) ， 日

， (病・虚弱〕 ， 。
精神薄弱施設 ι3 

， 通園 ， 4 

盲児施設 ， 5 

るうあ児 ， 44 

鹿 弱児 ， 306 

肢体不自由児 ， 179 

， 通園 ， × 

重症心身障害児 ， × 

情緒障害児短期治療 ， × 

111 文部省「学校基本調査J(各年度〉による

(2) 厚生省「社会施設調査報告J(各年度)による

× 該当の施設がまだ設置されてい在い

29 

。
。

65 

47 

6 

45 

308 

542 

× 

60 

。

1969(44) 61才9児6在9籍

5 1 336 

1.631 1，033 

33 

5 1，704 

3 

21 0 343 

164 264 

1 6 32 

82 77 

362 120 

802 494 

254 50 

260 163 

2 。
l 

(注) 大泉噂『障害幼児対策と障害幼児の保育(教育)J日本福祉大学社会福祉学会『福祉研

究 JJ伍24. 1 971. 5. p， 42より

(5¥ ζうじて，く医療と福祉の貧困〉のもとで.障害者・厳密には〈被l壕害者〉の障害の〈固定

化〉が・進行する. (固定化の鎌態につhては.第D.その3.3). 

東京都では. 68年庇から，心身隊害者福祉センタ ーの立かに幼児~./'oooープを編成 し， 公立では

じめて障害児の訓練指導を行在今ように左「たo 7日年度からは.それまでを母さんたち自から

指導訓練していた保育グループ20か所K.補助金を出し援助するように在「た.ζ うした方向

での多様在援助と公立乳幼児施設の増設が急がれねば在ら在v.o

d.心身障害者〈総合}対策基本法をめぐ司て
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11J 7 0年5月21日，かねてからのじ心身障害者対策基本法」が公布され，あわせて強行K

移された.第63国会1'1:砕ける提案理由によると，その意義はじ心身鰭筈者対策の有機的かつ総

合的左推進をはかる」こと吃あり，そのために「心身障害者対策に関する国・地方公共団体等の

責務を明らか陀するとともに，心身障害の発生予防K関する施策及び心身障害者の福祉に関する

施策の基本と在る事項を定めようJ(第63国会衆議院本会議陀あサTる倉成正社会労働委員長の

提案理由， r官報号外J70. 5. 8. P.14)としたとIA~. 

ω とこるが，制定された条文をみると，その責務とは，

国なよび地方公共団体Kは， じ心身障害の発生を予防し，及び心身障害者の福祉を増進する責

務を有ナるJ(同法第4条)，困民には「社会連帝の理念に基づき，心身障害者の福祉の増進に

協刀するよう努め左ければ走ら左いJ(同法第5条).心身障害者には「その有する能力を活用

するととtてよれ進んで社会経済活動陀重量与するようK努め在ければ在ら走IAJ.さらに樟害者

の家庭Kあ「ては ι心身障害者の自立の促進陀努め在ければ走ら在IAJ(同法第6条). 

と，えだそれぞれの「責務Jとh うかたちで並列的陀羅列されているにすぎ在h。

(3) これは，体系的整備vc名をかbて，国民の様車Ui1:対して国家が義務を果たすとい今基本関

係をねじまげ，そのことによ「て相互扶助を基調とし，権利をいう前K義務をはたせと，国民か

ら侮利を奪IA，自らの義務不履行主合理化する。問題は，縦割b行政だけにあるのでは左IA.n;自

民陀主僚が存する」ということ r健康陀産まれる」とh うこと r.健やかに育つ」ということ

が，総体として脅かされてhるところに問題の本質がある。

したが勺て，向法第3条忙ある「すべての心身障害者は，個人の尊厳が重んぜられ，その尊厳

にふさわしい処遇を保障される権利を有すり J.という規定は左んら実効のとも在勺たものには

在「ていか在い。

e. f平和のうちに生存する権利」を基軸として

(11 すべて国民が r個人として尊重されるJ(憲益第 13条〕ように在るためκは，憲法前

文にある「われらは，全世界の国民が，ひとし〈恐怖と欠乏から免がれ.平和のうちに生存する

権利を有することを確認する」と h う前提的規定.す在わち「平和のうちに生存する権利」が重

んぜられ，政府の施策のをかで貫徹されてい在ければ在ら在い。

121 以下.ここで，障害考問題の立場から. f平和のうちK生存する」ということの精神を銘

記しτt量たい@

まず第ーに rわれらとわれらの子孫のためにJ• れ政府の行為によ「て再び戦争の惨禍が起

こることの左いようにすることを決意」し免とい号ことのとの言葉の在かには，当然，戦争によ
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「て，他国の領土を侵略し他民族を虐殺したこと.同時陀国民を戦争叱かりたて，多大の戦列渚

と障害者とをつ<!>だしたこと，この ζ との反省の意が ζめられτhる.

C表一25) 戦争Kよる死傷者数(日本人のみ)

三云をi死者 ω 戦傷病者 ω 合 計

t 

日 滑 戦 争
事ヲ225，619

1894. 8 _ 9 5. 4 
1 3，619 約 21 2，0日日

日 露 戦 争
88，243 約 1，02日，日日日 約 1.108，243

1904. 2 - 05. 8 

第 次 大 戦

19 1 4. 8. - 1 8.什 4，838 約 18，00口 約 22，828

の日独戦争のみ

「満州事変」
3，500 

1931. 9 - 32. 3 
約 85，000 約 88，5日日

1第 次 大 戦

1937. 7 - 45. 8 3，口 61，4 5 3 1 9廃4，678 
(不具疾考)

3，256，131 

日中戦争含む

〔注) 厚生省綾護局調べ，全国障害者問題研究会『第4回大会要項討議資科』

70. 8. P.76 

それだけでまし第二!-c:. rわれらは，平和を維持し。専制と隷従，圧迫と偏狭を地上から永

遠に除去しようと努めτhる国際社会K;t;.いて名誉ある地位を占めたいと思う」とhうととの左

かには，天皇制ファシズムのもとで r選質ナル遺伝性疾患ノ素質7有1 ル者ノ増加フ防遇λJレ

ト共ニ健全ナル素質ヲ有スル者ノ増加7図リ以テ国民素質ノ向上7期スルコト 7自的トス」

( 1 9 4日. 5. 1.法律第 107号「国民優生法」第 1条 ).とh う名目のもとに，科学的にみ

τC遺伝性」のものか不明確なままに， n断種手術」を実施し( (表-26)参照)，傷害者

の人権をま『た〈圧殺して来たととに対する反省も含まれてh るのである。

(31 第三.したがって，教育に長いても，戦前の教育が，兵役，納税とともに臣民の三大義務

のーっとされ，兵士としての能力をもたまい障害者は，兵役を免除されるかわ bK.同時に量生育

児長いても就学猶予・免除の対象(1 9 0 0年，明治33年 r，J中校令」第33条によ b確定)

とされ，義務教育から除外されて来た坤九戦後の憲法・教育基本法法相jのもとでの I議脊を受け

る権利」は，すべての子どもにひとしし平等花あることを宣言し， r能力陀応じて」は，あ〈ま

でも正義の原則をつら由〈ための充足的規定として位置づけている.それゆえf;教育を受ける
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権利」が侵害された左いしは酔ぞれのある場合Kは教育の保障を要求するく教奇への権利>とし

ての輔随をも勺てhる.

しかも，それは他の基本的諸権利，労働基本構政治重量加権在どとともに， F平和のうちに生

存する権利」を軸として，統ーして保童されることをも確認するものである.

E表ー26) 国民優生法による優生手術実施者の類別(194 1年-43年〉

遺伝性 遺伝性 遺伝性 遺伝性
遺伝性精神病

精神薄弱 醐甘性格 身体疾患 奇形
合 計

男 女 計 男 女 計 男 女 言十 男 女 計 男 女 計 男 女 計

1941年 30 31 61 1 1 14 25 5 2 7 47 47 94 

1942年 67 75 142 10 25 35 5 5 6 7 2 2 83 106 189 

1943年 47 56 103 q 25 34 4 5 7 2 4 6 2 2 62 90 152 

144 162 306 30 64 94 B 5 11 8 12 20 2 2 4 192 243 435 

(註)古屋，井上，上品武村共著『優生学』南江堂 6 1. 五 P 187 

(4) しかるに現柁V.'f.再び戦争がも〈ろまれ，事実上ベトナム戦争への米軍の自由出撃基地

とま「てhる沖縄では，沖縄県民の無権利状態。もとで，結核，精干欄害者.ハンセン氏病.性

病者どの有病率・耀患率は，本土に比較してもはるかに高( C表-27)，あるいは，風疹障害 I

児も窒み出されて'/>る〈前述)とh 九日本弁護士連合会『沖縄入信調査報告書~ ( 196虫10.

3 O.発表，Z 28-8.5現地部自主〕は，つぎのようK報告している.

住民の中には，難聴を訴える者が多しまた不眠('1:;!!.凶する車獲のノイローゼ，高血圧症患者

が多発して色、!J，その他老齢者，妊産婦.乳幼児.病気療養者K与える悪影響が心位されている。

ことに教育K及ぼす悪影響は顕著で.潟手納屋良小学校の調査例JI'l:よれば騒音Kよる授業中断時 / 

聞は年間245時間K及んでhるoJ ( r朝日新陶 J69.11.f)

〈表一27) 結核左どの有病率・本土との比叡

沖 縄 県 本 土

結 核有病率 (人口 10万比) 1163.4 894.5(41年)

精神障害者有病率(人口 1，00 0人比〕 26日l41年} 12.9(38年)

ハYセン氏病有病率 (人口 10万比) 1 8.5 1.0(35年)

性 病擢患率 (人口 10万比)(梅毒〉 1虫日 6. 1 ( 4 0年 )

(注)有病率は.一時点K卦ける傷病者の率，緩怠率は.一年間に制する人口中の羅患者。率.

社会保輩運動研究会『社会保障J、y ドプッ ?J70.5.P.69
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その3. ゆ曹とどいたく教育と福祉>を享受で告をhでいる障害者.

じ表-28) 東京都・障害児就学状況 (単位人 ・屯〉

推計数 構成比

7，520 673 

就 就学 普
通 学 級 2，920 2ιT 

学 し

年
て特 殊 学 級 2，320 20.7 
しq

齢
る 盲 ・ろう ・養話学級 2，070 1 R5 

K 不 明 2 1 0 1.8 
連

耕1 3，640 32.6 
し 学

た し 就 学 猶 予 310 2.7 

者
て
レ、 就 学 免 除 4 1 0 五6
在
h その他 ・ 不明 2，920 2 6. 1 

就学年齢K達 し幸 い者 1，1 6 0 

。-14歳 際害者総数 1 2.320 

(註〉 東京都前掲番 P.P.70.86ょb作成

現代.教育や福祉在〈 して，人間と しての生活をするととが因灘忙在「てhる。文化的生存の

ための生活手段のー都lζ まで在勺τÎることは.すべての子どもKひと し〈真実である。

C表-28)は，東京都の障害児の就学状況を示すものであるが・これに よると，就単年齢K

達 し.普通学級.特殊学級，盲 ・る 今・養護学校在どをんらかの形で公教育機関K就学できてい

る子どもは，7 520人で，就学年齢K達 した児童・生徒のうちの67.3哲である.3640人

(32.6<t)は，桜洋猶予，免除走どの処置Kよ勺て・主「た〈就学の機会をもた在いでいる.

(ー )

a.把握されてh在h未就学在宅障害児の実態

ilI これら未就学児のう ち.精神薄弱児施設，肢体不自由児通園施設在ど児童福祉施設lて入所

できてhる児童散はこの東京都の調査か らは不明で畠るが.東京都心身障害者福祉センタ ーが児

童福祉施設への入国措置をただちK必要と判定した東京都の子どもは. 積 一29)にみるどと

し 1.1 2日人である.これは未就学障害児総数 (3640人〉の30.8需とい 5こと托在る.と

の子どもたちは・在んら教育と福祉の機会を享受でき 在hでいる.自宅で， 競走らびK家族の過

重のもと1'1:;多〈 は放任されてhる.
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こうした状況のもとで nい「そ.親の手でひと思いに・・ ・・向日」と.<社会的在意味での

殺人〉事件として.障害者安楽死事件が発生しつづけていることは，すでにのベてきたa

{到 来獄学児の実態はどのようをものであるか. c表-29) 児童福祉施設へ措置を必要

全国Kどれ〈らh存在していて，どのよう左手だ

てが，至急J 必要であるのか.現在のととる・文

部省をどの官庁統計でも，ま「た〈把握されてい

在v>， とh うのが.実情である.

藤本らの調査 L藤本文朗『障害児の教育権保障

の実怒と運動ー来就学児を中心κ』教育学研究

56巻 1号，69. 5)f'Cよれば，未就学児は.

全国f'C:1>>よそ6万人h るものと推計しているa 吉

とする児童数

施 設

精神薄弱児施設

精神薄弱児通園施設

盲・精神海弱者(児)施設

肢体不自由児施設

肢体不自由児通園施設

(注〕 東京都前掲書

人

210 

510 

1 0 0 

200 

100 

P.84よb

らに，戦後，義務教育を完全に受け在か司tもの，中卒の資格さえをい者をあわせると.日本が

誇る鷲津率99.9%のかげに.をんと全国f'C120万人Kも達する.ーとれらの人びとは，美

容師資格をど，生活上の必要左免許さえ取れ在凶状態Kあり.そして現在でも， f;夜間中学」を

必要としている。

(31 そしてa事実として，未就学で在宅の障害児の場合，生活上の必要在免許を取れ在hとhう

うだけでまし学校f'Cv>っていをh尭め，保健所の予防注射の通知もこず，し叱が「て1/¥1 ぞ

う生存することの条件が脅やかされる結果と在「ている a

これら在宅未就学児輩の半数近〈は，全面介助主必要とする子どもたちであ恥藤本ら白調査

(福井県館江市，調査当時67年5月1日現在，人口約5万人・義務教育人口 7，005人)では

実態調査期の3年で， 24クースのうち3人もの子どもが，在んらかの原因により死亡している a

のみをらず，こ均した在宅未蹴浮の帰結として.対人関係は家族のものにのみ限られ.言語を

持とうとしてhた子どもたちが， 年齢を増すKつれて.行動様式が狭〈固定化するとともf'C.吉

らK無言症的・神経史的傾向を場大させてhることをも報告してhる ( C衰・ 30)参照〕。

学習する機舎を奪うだけで走。人閣を動物園の「ヒト」という留物のよ今陀し.さら托生命

を奪v>， そして殺の人権をも奪う ω

(41 日本の教育の「近代化」は・これら障害児.卦よび貧困児童を排除してすすめられτきた。

こ勺 V>1 て過言ーではをいω(障害児殺育歴史と現状は.日本「近代」教育史K品材る「近代化」の

意味を根底から聞い直すことを迫勺てhる。〉

近年K在巧て.これら在宅未就学時害児にたいする家庭訪問指導制度を設ける県が増えてhる
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C表 -30) 未就学態害児の生活状態.症状.神経症的行動

来政学障害児の基調包走
学令期に畠 学令期を過

る者 活 ぎた者 ヲE
生活，習慣.症状.言語 〔除=24) (N 18) 

⑥ 全面介助を必要とする者 1 2 50 5 28 

@ 現在話し言葉を持た在い者 1日(4 ) 42(17) 2 ( 1 ) 11.(55) 
くそのうち持た在〈在司た者)

。てんかん発作のある老(その 6 ( 4 ) 25(17) 3 ( 2 ) 17(11) 

うち治療中の者)

。 神経症的行曹リ 22 92 1 4 78 
ィ.13傷行動.着物.近〈の家

具在どをかむ

ロ・事動，放浪，家出 7 29 7 39 

ハ・対人.集団恐怖 1 0 42 5 28 

(詰〉 前掲.藤本論文『教育学研究J36巻 1号 る虫 zP. '44 

( 6 9年 4月発足.神奈川県 ・横浜市.7 0年4月発足.愛知県在ど〉 ωhままで宮司た〈放置

されてhたことかちすれば.一定自前進を示すものだが.-4国一回二時間程度の訪問指導で.こ

うした殿害児白障害白〈固定化〉をどの程度(1/>止めることができるだろろか。

b .四半世紀もひきのばされつづけてきている養誠学校の設置義務

(H 司、睦びをと金してH 、学習をとおpしてH とhわれる よう11:.子どもの発達への権利保障に

あた勺τ，まず・その保障の場としτの集団が.すをわち学校が準備されねば在ら在h。 ζのこ

とは，ナベτの子どもにひと しく必安である。

戦後の新憲法はすべての国民が 「ひと し〈教育を麹ナる権利」をもっととを宣言 し， 学校教育

法では，従来公設奇から除/1もされるるいは慈底的K教育の恩恵を費ナて来た障害児K対して，す

べて収容できる学校を設置する義務が都晴府県にある〈向法 74条)，と規定してh 号。これは

戦後の教育改革の本質を象徴的Kしめすも弓とも綬柏旬改革点とhえるものである。

しか し在がら.政府は，こ司法律を施府するU亡事尭勺て，この集積たすTはその施行期日は追弓

て定める(学校教育法附則93条 1項〉と して.実施主棚上げしてしま「走。ぞの後.盲学校 ・

ろう学校の設置義勤ま施行されたく 48年政令79号「中学校の就学義務主主びK盲学校及びろう

学校の就学義務及び設置義務に関する政令」第2条・ 56年 「公立磐越学校整備特別措置法」法

1 52 )が，その他の障害児ー I精神薄弱児J.肢体不自由児，病弱 ・虚弱児在どのための養護学

校設健義務は.学校教育法制定後四介の一世紀元司た今日，1/>また施行され在いままK在勺てい
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る。

12) そり結集， 7 0年5月現在.公立・私立あわせても・ 「精神薄弱」対象の養護学校は 27

県85竣.病弱児対象の学校は 16県 26校.と半数以上自県で.未設置であふ肢体不自由児

頓 -31) じ特殊教育」の対象児童生徒推定数・在学考数 (69. 5.1現在〉

推 定 数
区 分 在学者数 在学率

出現率(唱〕 人 数 (人〉 (人〉 (彊j

盲 学 校 4，9 1 5 
視覚隊等 0.08 1 1，4 6 0 4 4. 1 

特殊 学 校 138 

第 学 校 10，836 
聴覚障害 0.1 1 1 5，7 5 8 7五5

特 殊 学 校 708 

養護学校 6，933 
精神薄弱 2.07 296，537 40.8 

特 殊 学 級 114，087 

養 護 学 校 1 1，7 8 1 
肢体不自由 0.1 8 2 5，7 8 6 54.0 

特 殊 学 校 2，1 34 

養 護 学 校 2，1 76 
病弱・ 虚弱 0.49 7 0， 1 9 5 ao 

特殊学級 え409

言 語障害 0.33 47，274 特 殊 学 級 1，703 五6

情緒障害 0.43 6 1，6日日

特殊重量奇諸学校 36.641 
百十 3.69 528，610 3 O.日

特殊学校 122.179 

〔注〕 文部省『昭和44年度特煽教育資料J P，1 66よb

対象の養護学校のみ.全部道府娠に設置された托すぎ在h。ただし，それとても全該当者を収容

できる規模には在『てい在同。設憤義務が施行されてhる祝l覚障害児のばあいでも 40-70活 /

程度にしかすぎ在v>， 現状で毒る。( (表白 31)参照。在を.ここで推定されてhる出現率K

疑義が左hわけでは在h。たとえば， 6 6年度以前K長ける I精神薄弱」の出現率として.文部

省は 4.25'1bを採用していた。とこるがこの古座査では2.70宮とま勺ている。〉

13) ぞれゆえ，障害児と bわけ重複障害児をはじめとする就学猶予・免除を受けてh る子ども

たちの問題状況泣.重ず第-K，政府・文部省の養護学校設置義務才ミ履行にとも左門たものであ

るとと。このことK起因するものであることを留意し在ければ走らまい。

また.さきの在宅訪問指導制度が・
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「正規の義務教育を動fられ在h児箪・生徒を対象VC.教材等を無償で白布するとともVC.教育

可館在児童・生徒に対しτ教育の機会を与えるJ(神奈川・横浜市.愛知県在どとも K同じ趣旨。

傍点引用考)。

と.その目的に令た「てhることは. ド教育可能Jを子どもをも含めて・現在の公教育の対象

として吸収し得在v.，養護学校設置義務の不履行の帰結として.自己矛盾を露呈したものである.

とh えよ句。

c • 7 4年度をめどに養護学校設置の義務化をはかりたhというが……。

(lJ ところで. 7 1年6月 11日，v.わゆる「第三の教育改革」として.中央教育審議会が出

し舟『今後に辛子ける学校給育の総合的在拡充整備のための碁本的施策について』の最柊答申は.

つぎ白坂田文部大臣の局見示」にみられるよ内 IC.いわば「目玉商品」としし 「第二品第二

九特殊教育の積働者拡充醐九位置づけ，題材僻宣伝している。

「特殊教育につきましても.答申はこれをきわめτ重視して長~"t寸。本年十月Kは，国立特

殊教育総合研究所を横須賀市K開設し・特保教育に関する実隅怯研究を総合的K実施し.あわ

せて教職員の研修等をも行企うこととh尭し空したが.今後は答申の趣旨に従v.，計画的に特殊

教育の拡充整備を進め尭いと存じます。 J. (都減府県.指定都市教育委員会委員長.教育長

会議文部大臣説示ら『教育委員会月報 ~7 1. 6. P.8)・……・と。

* 在晶、. r~特殊教育の積極的在拡充義備」の内容は.つぎの 4点K わた勺τ長 b. しかも

f商品…・・施策の実現についもすみやかに行政ム財政上の措置を講ずる必要がある。」

としてをトこの文面だけからすれば.積極的在もので畠る.とhえる。

「① これまで延期されてきた養越掌校K台ける義務教育を実施に移すととも陀.市町村に対

して必要企収容力をもっ精神噂弱児の先めの特練学級を設置する義務を課すること。

③療養をどKよりi車掌困難左児童・生徒K対して教員の派遣による教育を普及する在ど，心身

身障害児のさまざまを状況K応じて殺奇形態の多様化をはかること。

③ 重度の重複障害児のための施設を設置するをど・特殊教育施設の割統実KつMて国がh

勺そう積極的な役割をにな勺こと。

④ 心身障害児の早期発見と早掛町教育・訓練・義務教育以後四教育の充実日特猿教育と医療

保護・社会的自立のための施策との緊密在速携在ど.心身隊害児の処遇の改善を怯かること。」

ω 何年度から・盲・童語学校以外の養護学校設賓の義務化をはか司てい〈かに関しては，さき

の文部大臣日見示」の在かで，つぎのよ今にい今。

I昭和四十八年度までVC，すべての都道府県の糟科薄弱，肢体不自由，病弱の三種の養護学校
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の設置を図 れ 四十丸洋度からは，都道府県K対して，必要左収容力を もヲ養護学校を設置する

義務を課することを目標11:'"ttしtt"'J(同上).と

* 7 4 年度をめど11:~審議学校設置の義務化をはか司ていきたい， と してhる-

* '"骨.6 9年4月2日衆議院文教委員会では，坂田文部大臣は. n四十八年度をめどとし

τ(注ー肢体不自由，病翁虚弱，精神薄弱養護坐校の都道府県白設置義務化)御趣旨Kそh た

hと考えてh主すJ(第61町通常国会衆議文教委員会. 4月2日議事録 r公立義務諸学校

のと量級編成及び教職負定数の標準K関する法律の一郎を改正する法律JI1:関する斉藤正男委員

【日本社会党]の質問陀対して，日和教職員組合『第27回特保学校部定期討議資料J6虫

6. P.28)と答弁していた。したが「て，申教審最終答申の段階ですで11:.義務化の予定

はー嘩後退している。

ω 具体策はいまだ提示されてhなhが，ここでは，この I鴻殊教育の積復的左拡充整備Jの

基調を在している.6 9年5月， 特操教育総合研究調査協力者会議報告.r特殊教育の基本的在

あり方Kついて』とからみあわせながら，簡単K問題点在指摘してき、台た"'.

まず第ーに. 7 4年度をめどKしてhる養護学校内義務設置は，四半世紀もひきのばしたうえ

「特訴教育諸掌校」の学級数だけでみても，古ら11:1 0年も待たせて，現行(71年度8，300

学級)のた ~ft 1. 8 倦( 1 4.8日日学級)11:しかすぎ左"'.ものであるとhうこと。

C表-3 2) 特号車教育諸挙校の整備計画の概要 (71 8 ) 

↓ 7 1壁 一一一十一一巳年度

生徒 数 61.5 0 0人 1 1 2，2 0 0人

学級 数

教員数

事務職員数

8，300'学級

17.300人

2，1 00人

1 4，8 0 0学級

30，600人

3，4日日人

第二，また，介助職員在ど，喧筈児学校κ:1;吋する教育活動に欠かせない教員とその予算も具体

化古れて争らず，教師一人あた bの生徒掛l，7 1年度3.6人. 8日年度3.7人 ーとh 今Fと

は， 発達保磁への教師としてのとり〈みが不十分Kしか軒とをえ在h のみまらず，教育労働者へ

の負担を増大宮せるものでさえある，とh えよ令。

第三に，いちばん問題とを『ている重度の障害をこっ以上あわせてもつ，未就学の子ども

たちをどう寸るのか，という点に関しては，答申では. n3l重度の重複障害児の先めの施設を設

置する在ど，特殊教育施設の整備充実Kついて国がい司そう積極的お宝割をに在うことJ(傍点

引用者).あるいは.rあり方Kついて」の報告でも . r図的段階Kも叫べて教育機関音量動ける在ど
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適切左措置を宮弾ずることJ.と.!宮町段階で保障するというだけである。具体的在保僚の手だて

は在んら明記されてい在¥r>.

その他， 重症心身漉害児施設 ・精神薄弱児施設重度棟 ・精神病院の子ども尭ち，あるいはそこ

に該当するとみられる子どもたちはどうするのか。まだこれまで政紫免除されτいた 15歳以上

K在司尭子ども充ちの教育要求Kはどうこ尭えて¥r>(のか。

「特操教育」から除外され世子ども食ちをつぐ 『売上ILn特操教育を整備することK走ら在い

尭めK付，これらの点Kもれ在〈ゆきとといた教育保滋の原則を確立してい〈ととが r，教育改

革」に巻た司て0出発点である。

(4) ζm意味で， 同E力・特性K応じえ」多様化方式陀よる「中教審路線」がも走らすf あろ

う帰結を，隣筈児教育の立場から，提示しτ長〈こ とは.重要である。

以下， とこ?は，中教審答申そのものを批判することが目的では在い。しかし，資本の論理K

追従しプ"r能力 ・特性に応じ合」銘力主義教育論を克服寸ること左L-IL.重度の重複障害児をも

含めてすべての子どもの発達への権荊』が尊重され，保障されていか在い。このことは，当然のこ

と左がら，今日の段階で強調してもしすぎることは左い。そこで，ここでは. 6日年代すで陀後

期中等教育の事様化をはじめとしてすナめられて量売内E力 ・特性陀応じ先」教育が，自主害児K

もたらし先帰結をのベてhきtt¥r>。

L二〉

d. f持軍h教育の振興」施策のも とも ふえつづけてきてhる車伴免除児童 ・生徒

fll 59年 12月，中央教育審議会「特殊教育の充実振興につ凶ての答申」をはじめとして，

U草寺数学級増設Ii7"年計画J( 6 1年 4月 ).参議院文教委員会 I特殊激育の振興に関する決議j

採択(6 1年品同 )在ど.6 0年代Kはい司て， 下特練教育也振興」がr 大勇〈とりあげられ，

「学校教育の整明臨充」の「療として，特ft学級 ・養護学校の増設，就学奨励・判別，特係君主育

の内容・方法の改普，養護学校教員養成隷程の増設在ど，まがり在 TiCも多様在措置がと ら&て

会た。

との「特操教育の振興」の論理は， っき・のよう在ものであ『た。

「特暁敬脊を充実し振興することについては，基本的陀は能力K応じた教育の機会均等を

はかる趣旨K立脚し，具体的には社会保障政策のー壌とて，また， 長期経済計画K長いては人的

• • 
資源の開発の意味から，大き在関心をもたれ，世論Uてもその強力吐推進を求めているJ(傍点事l

用者，以下旬じ，特殊教育主任官室・田健一「特硯激育の充実振興Jr文部時報J.61. 3. P. 

7 ) 
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11 ff青干暗弱教育0最終目標は職業技術を身につけさせることにあり，現に適性ある戦業教

-‘-育を受けた生徒は，卒業後り司ばに就職し収入を得τいる。そこで文部省は，中学校特線学級に

ついて，既設の学級Kは職業教育整備を順次充実し，将来は新設される学級陀はじめから職業教

育設備を行在う ζ とを考慮している。 J(同上， P11.) 

「特量生教育の目標は，端的f1:，社会的自立を達成することがで量る人間の育成で畠る.社会的

自立は，職業K従事することKよ『て可能と在る……本年度(注， 65年度〉から，中学校糟事事

特練学級の職業教育争よび盲・聾・養護学校中学部の技術・家庭科教育の充実のための国庫補助

金交付制度を確立した.つhで，明年度は，盲・聾学授の高等部の学習指導要領の改訂を行左う

際1¥:，職業教育の充実を図るととも1¥:，饗議学校高等部をも含めτ，職業学科の整備・充実を行

在うことにしている。 J(特殊教育課長・林部一二「特燦教育の世充計画と教員の確保Jr文部

時報H6 2 P. 42) 

iii fC注 ・精神薄弱者は〕自ら進んでよ りよき社会白形成者と在ることは自ら限界が事 久

自ら成しうる道は他人と社会の厄介K在るのでは在し自分自ことは自分で仕末し社会的に自立

で揖るというととで事る。この限界をは勺き bと見つめるところに精薄教育の本質があるJ， r社

会のb荷物VC~ ら吐いとhう意味で消径的ではあるが確かに社会と国家のためにをるのであるJ

〈林部一二「特殊教育K和ける職業教育Jr学校運営研究J6 6. 5 P P. 1 0 1 -3 ) 

r (注・全精榊舗のうち)教育不可能の段階〈知総指数 45以下)を除hた教育可能在児童

生徒・…・・が義務教育段階vc:b>ける精科縛弱教育の該当者をのである。・-…いわゆる白痴・重症痴

愚の者は，学校教育法の規定Kより，就学免除，猶予の手続きによれ児童福祉施設K収容

吉れる建前と在司ている.J (林部一二， 「中央陀長ける動きと級観・文音iln政Jr精科軍事弱者

問題白書 J1 96 5年版， 日本文化科学社 P. 1 3 ) 

(2) これらは，たん在る文部官僚の発言とい「たものでは在い。 I蒋殊教育の振興」の在かで

貫徹されてき免論理で島る。それは， G事I。その 5.「労働力流動化」施策のもとでの障害者差

gllの拡大再生童1で，仔析してき売ょ う1¥:，労働の介野I¥::l>サする資本主義的「技術革新」・ 「合

理化」のもとでの 「労働力給源の切替えJ策K追従したかたちで，教育の論理を資本の論理に従

属させた「祉会的自立」のための[職業教育」を中心内容とする。 この意味で，内容までも. い

わば普通教育陀「準ずるJ「特婦教育」陀転化させている。

そして. C図-3)1¥:示されるよう在，制度として，能力差に応じて一元的陀序列化させた

「特操教育」を確立させた。
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正図-3) 制度としての I特殊教育」ー(精科軍事弱の場合〉 ( 1 9 6 8. 4. 1.現在〉

/ 境界線児 I075~85程\ 促進学級卦よび
軽度(魯鈍程度)パ トべ
(1050~75斗\齢者を含めるととがある /\輔学級

程度) I 、
I I社会白雪道志位向著し〈乏し l

¥い者 / 

ト養護 学 校
中度L痴愚程度) !一一一一一一一一一一一一一一一

( 1020まtはーイ

25~50程度) I 
」ベ比較的重症の者〉 糟干暗弱児通園施設

ー一
(;;::プ)

(T1校¥
6，6 1 7人 j

(64施設 2，334人〉

重度 L白痴程度) ，就学猶予・免除、
( 1020または 一一一、手続き J 

25程鹿以下)

{精神樽弱児施設
(24 1施設 1 5，653人〉

一重症心身磁害児施設
( 7施設 537人〉

コロニュー

(注) 文部省初等中等教育局特殊教育課『特孫教育資料J68年度版吐らびに全日本特殊教育

研究連盟等編『精神薄弱問題白書J68年度版ょ b作成

(31 n限界をは勺曹りと見つめるJ<制度としての特殊数奇>は，障害児のうちでもさらに

「特抹」な子ども L重複障害の電度の子ども〉を，対象外とするu

i 現在の重複の重盛灘害児に対する文部省の車伴指導は，学校教苛法第23条(r病弱・発

育不全その他やむを得ない事由」のため蹴浮困難とみられる場合の保護者の蹴常義務の猶予・免

除規定)ならびに同法施行規則第42条(保護者の願い出手続や認可申請について Hてもとづき

「蹴浮猶予・免除のず昔魁を講ずるよう指導J(文部省『心身障害児の判別と就単指導 J65年.

p， 1 )し，福祉の対象として精神薄弱児施設・肢体不自由児施設などの児童福祉施設に入所吉

せてきた.また哩生省内場合も同一で. r但し，精神薄弱及び肢体不自由児施設に品恥ては，入

所中の児童の5ちには車伴翁予又は免除される者がいることと思われるので，この務洋を猶予又

は免除された児童Kついτは就浮吉せる必療はない J( 5 1年 11月自日厚生省発令 65号b 事

務次官通知「児童福主滋由一部を改正する法律一第5次改正一 θ施行Kつhてー J)在し

て，児家福祉施設入所児中の重度の者K対してま「たく学校教育の対象外とみなしてきた。

Ii そして，事実として，各都道汚県教育委員会は. r蹴洋猶予・免除の願い出J(学校教育

滋施行規則第42条〉を逆手にと勺て，子弟の児童福祉施設入所の条件として保護者K強制しτ
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きた。〔 ζの行政「指導Jは，学校教育法第23条・ 同法施行規則」第 42条の運用違憲/) 

C表-33) 学校・教育委員会Kよる就学拒否 〈数字は猪設数)
喧 喧

項目 一一一一一 類型 A B c D 

あ り 32 1 3 1 4 

理由 -学校教育の対象でない 1 23 7 ? 

-近<~適した教育機関がない • 5 4 4 

-すでに猶予・免除にな司ている • 4 • • 
-施設7指導を受けているからよい . . . 
-その他 . 1 2 1 

な し 27 29 5 1 3 

希望 し た 」シ と な し 5 B 7 1 2 

無 答 1 6 5 品 6 

〈注 ) 70年7月調査，精神様弱児施設 15 5，精神穂弱児通園施設45，

A.義務教育就卓年令児童全員が，牢校教育制度による教育を受けている糟祥事事弱児施設

B. 義務教育就学年令児章の中~.学校教育制度陀よる教育を受けている者と，就朝着予

免除者のいる精神高主弱児施設

C.義務教育就学年令児童全員が，学校教育制度陀よる教育を受けていない精持続弱児施

設

D.将干暗弱児通間施設

〈出所〕 大久保哲夫 「精神滞弱児施設児童の学校教育」臼本教育学会第29回大会発表補

足資料より

iII (表・ 34)は，現代「特型車教育の振興」掬策町もとでの就学獄予・免除者数の推移状況

である。就学泊予の者K関していえば，減少させているが，就学免除の者は，倍加させている。

したが「て. r社会的自立 」論を基調とするかき.t .今後とも，重複の重度障害者陀il'jしては，

就学免除の対象として，強制l的陀就学権が剥奪されつづけてい〈で晶ろう。

〔表-34) 文部省統計による就学猶予・免除者 (学齢児童・生徒 10万人につき)

就学免除 就学猶予

小母笥究 中学校 「 小 小学校 中学「校£一 小 計
!，IJ 女 男 l 女 計 男 女 男 計

ト
1 950 39 35 35 34 143 5515515551698 

1 955 36 33 40 35 144 2061183 4813814751619 

1 9 6 0 品目 48 189 140 119 31 12413141503 

1 965 69 5 7 66 1 52 244 。129
1
101

(注 ) 文部省編『わが国の教育のあゆみと今後の課題 J 1969. 11. PP.237-240より
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(31 もちるん，現在の特練学授のなかKも重複の障害児がいる。その推計重複率は69年6月

現在で25.83%と吉れている((表-35))。

〔表-35) 特殊学校種別どとの重複率(6 9年6月現在)

主胃一
融 ー

校 名 校 人員 重複率(需〉
一一一一

盲 学 校 73 日，027 1 2.88 

艶 学 校 1日2( 6，809 1 2.67 

精神薄弱養護学校 77(13) 6，584 36.59 

肢体不自由養護学校 73(24) 10，527 55.29 

病弱養護学校 2 7 ( 1日〉 2，44 1 1 3.7 2 

〈注) 学校数は盟・公・私立・按紗の( )t;t分校数， r精干暗弱者問題白書』

1 970年版，日本文化科学社 P.94 

し:かし，たとえば，62年 6月から文部省で採用古れた<精神薄弱「状態漁」論>cr恒久ぬl

遅滞のものとしてではな()からみても「精神薄弱」は知能障害を主症状とした症候群の者と

して，選動障害，言語圏量筈，感覚障害をともなうととが事v>， とされている。このことからみて

も、〈精神薄弱の場合でいえば〕養護学校在学児童・生徒の重複率が5ι 59'1Zで畠るとhうこ

とは，まだまだ比較的経度の者しか受け入れていないということを逆に例証するもの以外のなに

ものでもない。

以上のことは，養護学校の設置義務不履行のなかで，骨己勺ていることであれ重度の障害者

にと司ては，教育よりも福祉に適するのであれ窓療・福祉施設が充実すればよhー とい司た

問題K歪少化できるものでないことを示している。

e ・「能力・特性に応じたJ学校教育の多様化のもとで， つ (bだされてきている「教育の特別

な取り扱いを要する児童・生徒」

1lI r特珠教育」が，古らに「特涼」な子どもを対象外として学校教育からし晶だすとき，そ

とで@学校教育は， r能力・特性K応じて」ということで，あらた陀「教育の特別な取b扱いを

要する児jf・生徒Jを捜しだし，対象としていれていかねばならない.また，捜しだ古な〈ても

学校教育@なかで，たえず鉱大吉せつつ再生君主音せる……。

手の法員Jが貫徹する。

ここではすでに， r教育の機会均等」原則の「すべて」ということと「ひとし(Jということ

の積極面を欠落吉せ， r能力K応じて」ということだけをひとり寄るきさせてしま勺ている。

俗 たとえば. r能力 J<z>最も劣るとされている「精稀薄弱児」を対象とする「特殊学級」。
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計繭設置充足率第一位は，小学校で香)111事(68年度， 96%)，中学校で富山県 (68年度.

83% )である。ともに，学テ日本一，ないしはE長期中等教育の多様化を積極的K展開芭せ，い

わば，中教審のいう「先導的試行Jをすでに』しすすめている県である.

そこでなにをもたらしているかといえば，-Itとえば，富山県教育委員会『昭和44年度富山県

特侠教育学校・特原学級一覧表』をみると，小学校特掠学級の 16学級，中学校の1日学級11:，

知能指数10日以上のものがいれられて$.'b，小学校特殊学級@知能指数最高は 11 3，中学校

では 12 0で事るω

実態として， r特操学級J児童・生徒は「精将軍再弱」ではなし「特練学級Jは障害児をしめ

だし，陣容児でない普通学級の子どもを量り軒とし入級吉せ，そのととによ刊で，効率的I1:r教

育効果Jをあげようとする。(1 9 6 7年度文部省調査でも， 3人11:1人はちえ..-<れといえな

h児童であ t，4人陀 1人は特別な扱いを要しない児重である。)

(31 r特書量挙級J1:1:，いわば，差別 ・選別体曲IJI1:つhていけない子どもを含めた「はきだめ学

級」として，学テ教育体制のrL!1ぬぐい的役割」をも付与したものである.

「中教審路線」は，と号してたえず， r能力 ・特性K応じた Jr教育の多様化」とMうことで

「教育の特別な取り扱いを喜更する児童 ・生徒」をつ〈りだし拡大再生産していかざるをえない.

〔表-3 6 ) 1:1:，文部省がはじめてつかん吃「登校拒否児Jr自閉症Jr閑黙」などいわゆる

「情緒障害児J該当児童・ 生徒数で，全図。J、.中学校(67.5，1現在)11:， 4万5干名K

事、よぶとしている。

〔表-.~ 6) 情緒障害議当児蜜生徒数 (67.5.1調査〉 (単位 ・人)

小学 校 中学校 計

登校拒否の疑い 784 2，日 99 2，883 

神経症の疑h 366 156 522 

紙 黙の疑い 6，270 2，0 8 8 8，358 

自閉症の疑い 2，337 1， 1)口 2 3，338 

精神症の疑い 1，792 1，60 2 3，394 

脳の器質的障害の疑い 1，552 664 2，2 1 6 

そ の 他 29，901 13，104 43，005 

計 43，002 20，715 43，002 

〈注〉 文部省『児2量生徒の心身隊害φ状況一昭和42年度 JP， 1 2より

-164ー ‘ 白 a、、 ，



t. r特保教育J(1)名に骨いて，行車競式陀卦ける自由度の乏しいパターン化古れた「障害者」

を，広大・再生産

fll 学校教育が. r能力 ・特性K応じて」をひと bある主吉せ，対象児童・生徒を選びだすと

き，そこではすでに，子どもが教育の主体ではなくな司τf.-~ . いかに教えとむかが教育の問題

となれまたなにをどのように教えてい〈かでもなし教育@堂習の効果のみ問題として登場す

る.そして結果的Kは，全体として教育が資本の要剥亡全面的に応えていたことKな「てレ喧~.

この法則が貫徹する。

とれを直視しないで放置してbけば，教師までをもまき込んで，

まず，教育の場地、仏教師集団を解体古せ，個々の教師を管理者にー

その結果，芋どもも個aばらばら死一

しかも. r普通教育J(1)場から，科挙的真理を抜き去 b.連関を失しないき bきざまれ，つめ

こむことf'C-

したが『て，そこでの「教育的配慮」の一つひとつが，全体として「政治的lli隷 Jf'C一

転化される.

こうして，組織的にも，科学的にも，政治的にも「文盲」をー

この意味で，く生理学的人間>としては，障害者でないかもしれないが.<歴史的・社会的人

間〉としては，ほんものの「障害者」を・…-。

ω 「特殊教育の掻興」が，職業教育を中心として施策化され. r社会的自立」のために「限

界をみきわめること J.このことが「精神薄弱」教育の本質とな『ていることは，すでにのベた。

そζでは， r①身辺生活C確立と処理.@集団生活への重量加と社会生活C理解，③経済蛍舌を

よび職業色習への適応J(文部省『養護掌校d~部・中学部学習指導要領， 精科唱陣弱教育編 J .

62是正度版の具体目標).ということで.(表・ 37)にみることができるように. r身辺の確

立がで主，監督によ勺て集団生活のできる者Jr簡単な作業ができる考Jr健康在体力の考Jr:対

人関係f'Cf.-いて協力できる者Jrある程度。知能をもっ者Jr根気力のある者Jr仕事K対する

意欲のある者」を形成することが. rサラリーマンをめざすJr精神薄弱」教育の具体的在目標，

としτいる.

したが弓て，教育課程は. r出舌単元学習」を中心として「普通教育」在いし「共通教育」

は. r周辺掌習」として，前提として軽視され切りちぢめられている.

「理念のVベルから，具体的在教育活動のレベルKさが勺て考えると，、真理と正義を愛し 11と

か‘自主的精神に充ちた心身ともに健康在国民H とい5ことを，現実的に精神薄弱者Kも連成さ
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せることができることに在れそれは甚だ心もと若いとhわざるを得在い。 J(文部省『養護掌

校小学部・中学部学習指導要領，精神薄弱教育編確説~ 66. 1. P.22) 

〔表-37) 最少限に有すベ在能力〈学校側の意見)

一一石~gl 百一一一一一 一 ヨー一一ーす守宅~雪曹-哩曹司ー型曹軍~舎曹司

品 司

廿

身辺の確立がで主，監督によ司て集団生活のできる

社会生活| 者

適応能力 l身辺の確立がで者，集団生活のできる者

作業遂行

能力

身体的

能力

社会適応

能力

身辺の処理ができ-t'，集団生活がで告在h者

監脅すれば簡単在作業がで台る者

監督すればやや複雑在作業がで量る者

簡単在作繋ができる者

健康主体力の者

言語能力の岳る者

肢体不自由で左い者

対人関係VC:l.-iAて協和で主る者

集団生活ができる者

素直在性質の者

数量計算能力のある者

知 能|持続能力のある者

金銭計算能力のある者

根気のある者

作業能力 l忍耐力のある者

読み書きができる者

L一一一一ー一ー
作業意欲 | 仕事をする意欲の抗者

泊所 :43年，労働調査「精神話車弱者職業訓練問題調査結果祝宴」

比 率

需
品る.1(65.5)

23.3 (32.3) 

2.8( 0.7) 

4 1. 5 ( 2 4.9 ) 

21.7(26.0) 

17.9(39.3) 

6 8. 4 

173 

五1

29.4 

14.7 

74 

38.6 

34.7 

1 78 

25.4 

1 4.5 

1 2.4 

円。口口

註lJl 各項目中上位5つの意見をと bだした。各項目とも 「家族の理解，協力」の必要性

が多数付記吉れている.

也) ( )内は企菜側の意見。在長，知自gvcついてC企業側の意見は，次のとお>bと在

「ている。

ある程度の知能をもつもc
知能の比較的高いもの

7五3宮5

15.8% 

知能についての条件低左い 9.4官

(3) 中村健二，手塚直樹，飯田雅子『精神薄弱。職業教育@実際ーサラリーマンをめ

ざす育て方』ー粒社， 70.8.P.38ょb
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(3) これでは，子どもを受動態IC骨〈のみ在ら宇，子Eもの発達を教育に従属官せることに左

!J ，教育そむものを子どもむ発達の後 ~IC立たせる。そして教育の在かで， 学習の効呆のみが問

題として登場する。学習効果のみが問題と吉れるとふそこでの教育は，全体として，資本@要

求するも「とも単純在職務を遂行する「単能工」発成機関として，そのための最底限度のし叶?

をつめこませる教育機関へと，転落していかざるをえ在い。また，こむ「しつけつめζめ教育機

関」は， r特操教育」売るその独自性を，課題，す在わち与えられた形での単純在職務を遂行す

孟人間の養成IC.のみあると捜しだし思い込んでしまう。す〈在〈とも，この独自性が支酉E的と

在九教師までをもまきこんで探展する.

将神精経症の先生位，全国陀毎年約 1，00 0人で，小・申・高め教師1，000人忙付1.4人目

割合だとい， ( 6 3年-68年までD都道府県教育委員会連合会， r鴻体・休税珂査Jr毎日新

聞 J69. Z 6.)。 こ:(lは， 1， 0 0 0人1C2人の国鉄よりわずかに少在いが， 1，0 0 0人K

0.4人の国家公務員に〈らべても五5倍という高率。

ω したが勺て.r特録教育J(1)社会的地位を直視し在いで，在いしは，子どもが教育の主体

であることを放棄するとき，教師は.子どもたらφ宮古ぎ空左能力を，領域や段階に細か〈量り

幸吉むFEと陀，教育の出発点をみいだL.，子どもの能力を一方向的Kーから+陀左品こと忙のみ

学習効果をいそがせる。「点数Jr指導Jrプロフィール」という形で，子どもをきりきざみb

いこみかりたてτい〈。

たとえば〔表-38Jは， H学園1Cj;-ける洗面指導の動作行程であるが，ここでは，細か 4

22行程に区切 b.一つひとつを， r先ず洗面具の準備をする。個々の洗面血白上に歯プラ九

コップがのっているのか確か宮せ，手拭いを所定の位置陀...・H ・..。次にコッ 7'1C水をいれ，うが

v>， ブラシをぬらし，粉をつける。歯みが量陀入れ‘イ _"の左→中央→右にプラシを動

かし.次に、 7-11と口をあけて下右→下左→上左→上右の順Kブラ Y を動かす んじ

一つひとつ帝細か〈区切!J，そして「指導」の名Cもと陀細か〈一つひとつが点検される。だし

かK健康のための生活習慣を確立古せることは.重要左教育のいと在みで島るが，ここでは，そ

れ以上IC.すで陀.教師を人間の教師としでは在<.洗面指導の専門家として.子ども を:I，-hlt

てる管理者K転落吉ぜてしま「τいる.のみ在らず.きらに「服だJrフトンだJr読み書きだ」

と，隈られた「空間Jのまかで，古らICr時間」をもき b会ざみ骨いとみ「指導」という名白も

とで，歴史的・社会的に生きている人間の「時空間」を狭ばめ窮乏化させている。

その結果， ζこで養成宮れる人間は，課題を与えられた形でしか，しかも一つ在h しは限られ

た方設でしか遂行しえ左h人間に左『てしまう.その人左 bにいるん在やり方で，課題(広い意
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〔表 -38) 洗面の動作行程表

行程 項 目

洗面具の準備

2 ロをゆすぐ

5 ブラシをぬらす

4 粉をつける

5 「イー」として歯の表面の左側

ι 「ィー」 ， 中央

7 「イー」 ， 右側

8 r7ー」として奥歯下右側
一一一

9 r7ーJ ， 下左側

1 0 r7ー」 ， 上左側
一一 一 一一

1 1 r7ー」 ， 上右側

1 2 うがい下向

1 3 うがい上rIiJ
一一一一一一一

1 4 ブラシを洗5
'一一 一一
1 5 ブラシの水を切る

1 6 洗面器を洗D

1 7 洗面穏に水をはる

1 8 顔を洗う

1 9 tJiを拭〈
一一一一一

20 タオルを洗う

2 1 タオルを絞る

22 洗面具の仕末

味では外界であ b自然である)にむか司て創造的

陀やりとげつつゆたかにふと「τい〈人間として

ではをし ζθ意味で，自由1ff.Q'乏しい「片面発

達Jしたバターン化された「部分人間」を. r教

育」ゃ「指導Jfl)名にさ.v>て，形成していたこと

K在るa

一一一(11 r教育」の名K主.¥/>て，自由度。乏しhパ

ターン化古れた「障害者」を拡大・再生産してい

かまいためには，まず，その歯止めとして.子ど

もを教育の主体として，その子どもの発達Kと内

て在比が必要かを，たえず実践の在かで深めそれ

を理論化してい〈乙と ，ζの乙とを出発点とし在

ければ在ら在¥/>.

ところで. 7 0年 10月23日.教育課程審議

会答申. r盲掌校 ・襲掌校為、よび養護掌校の教育

課程の改善について J.厄， 国語・社会左ど各教

科骨よび道徳・特別指動以外11:. r養護・訓練」

を新設し. r障害が重h重複障害考についτは，

発遥の状態等から.特K必要がある場合は，養護・

iiI!I練を主とした適切を教育課程が編成で者るよう

にすること J.と答申した。障害をこっ以上あわ

せもつ子どもをも含めて(1 Qでhえば.4 5以上φ子どもであることUてはかわり在いが H 特

妹教育」の対象としてhこうとする点，積極的在意義をも司たものであるが. r養護・司|隙を主

とじて」というこ止で，あらたに自由度の乏しいバターン化古れた「障害者」をつ〈りだしてい

くこと Kをら左いため歯止めについては，在んら具体化して骨らず，むしろ従来からの「社会的

自立」論を前提としてをわさらに問題を深化古せるものといえよう。

「可能左目毘b能力を伸ばし，身辺自立の習慣を身につけ，社会性を助長して，社会I1:tii加して

-168-



Ir><だめ府知識・技能bよび態度骨養5こと J(傍点・引用者，同上答申，柑特唱庫弱養鏡堂校の

教育目的〉

この意味で， r特像教育 Jtt，きらに細分された「しつけつめ ζみ教育機関」としての内実を

もつことに在『た，といわざるをえ在いが，他方に暑いて，重複の子どもをも教育の対象として

拡大させていこうとする点で，望書穫主邑校が最的K弘充されるとする在らば，そとでの「特猿教育」

tt.子どもめ発遣を拍，<・る問題を吉らに全面的に展開吉せτいかざるをえず，教師集団がζ乙か.

ら問題を展開きせ，子どもを宣ず教育む主体としてとり〈んでい〈と電，たん在る「しつけつめ

ζみ教育機関Jとしてでは左<.すべての子どもの権利を守b発遣を保障していζうとする、と

bでH としての主主校IC，発展させていしその選本条件を，同時K獲得するこl:1C在る，といえ

ょう。

ω でtt， 、とりで'としτの掌校づ<tの方向は，具体的にUどのよう陀展望で量るか， ζ

の点ICttlr>るまえに〈詳し〈は，第o• 補じ ことでは， 6 0年代中どろから創設されはじ

めてきて，すでに，障害を二つ以上あわせもつ子どもたちの療育活動K と~ <んでhる重症心身

障害児施設のとり〈みから， Ir> <つかの教訓的在 ζ とがら骨，掌んで吾輩たい。

在ぜ左ら，現代日本に妻子ける教育と福祉をめぐる問題，いわば特鎌田本的在教育と福祉制皆属

的亀裂の問題は， ζ とでも『ともするど〈露呈しているのであれわたしたちは，重症:'C洲崎児

施設の問題状況K回世砂t.意識的Kも教訓的Kも学んでい〈必要がある.と考えるからである.

〔表 -3 9 J 重症心身障害児施設設立状況

一空豆~ I t>!i ~三Eコヨ空ゴ
1 9 6 1 !島田療育園東京都l 法

1 963 第一びわ ζ 学園 滋賀県 | 法

1 965 I秋樟療育園 |東 京 都 | 法

1 966 大倉山学圏

第二びわこ学園

みさかえの園

オレンジ学園

1 967 光 。 家

むら古書愛育園

砂子療育園

旭川児童院

法

波

法

法

法

法

法

法

道

県

岨

取

県

県

都

県

県

』

海
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崎

鴻
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庫
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小
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北
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長

鹿

埼

東

兵

問

イ

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

90 

1 04 

1 00 
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200 
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80 
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〈関所年)

1 968 

' 
e 

4 

ゐ

1 9 69 

必

争

(施 設 名〕

はA-t<:古わらび 学園

都立府中療育センター

愛 育 児童 病

> 
』

麦

花

芦

ば
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(3) 重症心身髄害児療育指設で， hま在Kが問題と在宅、ているかといえば， 明重量があらた在

障害者の発生源/1 K在司ている，と1n:Jζ とである。

〔表-40)は，第一びわこ学箇南病棟(いわゆるねた 4 きbの重度の子どもたちを収容)の

職員"'69年 6月中の勤務状況と 7月26日現在の職員の健康状態であるが，健康上の問題で苦

痛をう司たえ左h人はい左い。保母.指導員，看護婦いずれも腰痛症に在やまされている。そし

てつぎのように問題を指摘する。

「腰痛で念h人でも，夜は?時Kほか左らず床につき， 自動自あと家K帰，、τも夕食の用意す

ら出量在いでねつ〈人もあります。叉血圧が高(~て休養を要する人も，め喧hををして出動す

し在hと変りを勤める人が在'r.という状態。中で自分の位康に自信をま<L.子どもとのかかわ

りあhの中でも消極的に左らざるを得在い置も出てきてhます。叉多〈の腰痛今ラ司たえる人は

コルセットを使用し吃 bしています。健康上で長もしんどい恩hをするのは，休まざるを得在h

決議£4よモ4長£4ふ44，fLJL壬4職員がその分だけへる中で，他の職員への負担を感じて，

気持ちの上でもゆ司〈りで亀在h こと， 在どです.そしτ職員が退職してもその補充が出事在い

主主 5ク月つづい党りし，労働過重はますます増すばか bです。 こうした空気の申で，体がしん

どい.I!tがいたh ということが在か在か出せ在い状態がつづいτいます. しかし左がらこの問題

らLlI:~tl2 :' f i:. !I議員る制z会長崎合的財liLtι4三Lです。 J(舗研第一びわこ学

図サークル， 自社職組第一びわこ学圏分会『腰痛にまける在 J1969. 8目 会障研第五回大会

報告資料プリント〉
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[表-40.) 第-U:bζ学園南病棟勤務状況 ( 1 9 6 9年 6月)

職

員
職種 112131 415161 7181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913日|自動|夜勤|早出 |遅出 |休 7月 26日現在白健康状況

(注〉金雌研第 1 ぴbt学園サークル，自社職組第 1 びわ己学園分会「腰痛にまける ~J1969. 8 金歯車研第5回大会報告資料よ b

5 

5 

6|高血圧Dため 7月中とる数日ねこむ.現制動務以外四時跡整.

4夜勤が書いため寮で寝る時聞が非常に憂い.足がいたむ.

6疲れたと恩『たらhつでもすく・ねる. • 

1117/1付で退職.

6夜勤が事いため，また体D疲れをとるため臥床む時間が憂い。

6 1 ギックリ腰で子討をだ〈のが比か，時併足白酬が不自由に~"'.
1回世E出 世 些 強 制U ロ臥ら左hで 更 … る @

ι 

61根をつめて働くと腰痛が出る.就職4ヵ月。

品入浴田，水浴日等きつい8，康が痛む

品科穏痛事少晶 t.左肩。

吐 到 巳 土 日 空 白 止 ? で も 使 用 で き る 倣 し 吋・就撤4カ月。

※ 口:自動

国:準夜勤

霞:深夜勤

巴:早出動

回:遅幽勤

図:公休

Jtil:有給休暇

~:欠勤

図:半日欠勤

図:半島洗溜

」主弘主a
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(4) ζθ腰痛症は，たん在る職員不足の在かでb きた病気では在レ、いわんや職員個々人の体

質からむものではない.子どもを閉じ己めて卦〈 ζ とがー骸的な状況のもとで，入手不定ならそ

れな bの対応があ司たはずで，たんなる疲労K終司てhたかも知れない.こ ζKは，いわば，

く福祉の貧困>とい5社会的事実と，子どもたちに接するなかでしだいに療育本来の争 b方を求

めてい「た職員たちのヒューマニズムとの敵対的な矛盾，の一つの露呈を.こC意味で，施設職

員。職業病としての腰痛病をみるこ止がで量る.

腰痛症が，第一びわζ学園。職員たち@間で顕著Kな『てきた白は， 1 9 6 7年春どろからで

施設関所， 4年自のζとであ「た.

ひと口VC，重症心身障害児とい司ても，1/>ろhるたタイプP子どもたちがいる，しかもふつ5

の子どもなら，一歳から一歳半。絹Kのり己える「コトバの発遠征3接」の一歩前でつまずいτ骨

れ脳性小児マヒなどで， 1軍巌級能に発選摩警があれ身辺処理(身体移動・衣服着脱・食事・

排准 )VC介助を必要とする子どもたちて，i投的には「発達しない」とみな吉れて主た子どもた

ちである。

したが司-C.最初むこるは，自動，準夜勤，深夜勤務，しかも職員不足のもとで，機械的な世

話や介護陀;1;-1/>'! (られ，たとえば. roo吉んだと食事の時間がはや〈すむ」ーと管理や能

率のとと K視点がおかれがちで晶司た。

し1;>し. rセンセイ オシッコ Jrセンセイ ノドガカワイタ オチャ J rセンセイ タ「ツ

ョ」と1/>，子どもたちがからだ全体で表現してh るねがh をかなえて+れない毎日VC，保母.指

導員，看議婦たちは.探育のibb方そのも白砂亡疑問をいだき，まずは，子どもむζ とを何でも話

しあえる場をつ〈ろうと，、クース・スタディ H の会が任意の形でもたれτI/>~た.そうしたな

かで，しだいに「子どもの声を陶(J r子ども1)立場に立司て考える」とはど，1/>う ζとなのか

を深め，療育者集団を形成してい〈 ζとになるが，同時VC，子どものねがいに対応で童た喜びと

疲労の混在を/しかL-i絶対的な福祉の貧困cもとでは勝てず，倒れねばならなか司た.

(詳し〈は，加藤直樹，小林保太「人間らし1/>(らしをらば『た。はだれだ一重症心身霞害

者援育施設びわこ学園より J，鴨井，岡田繍『未来を主 bひら〈盟主害児教育J7O. 8. 所収容

照). 

h.療育記録映画『夜明け前の子どもたち JVCとb(むζとをと卦して

重症心身障害児を5けいれる施設は;極度K不足しても、 b，5日倍以上の競争率。そむため

ほとんどD子どもたちは家庭Kとじζめられ故置・放任。家庭生活は破嬢古れがち.一障害者

安楽死事件
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11 箱設はほとんどが民間で経営は苦しし働〈人の労働条件が慈し子どもの要求K応えよ

うとすれば腰痛症.短期間でやめてhかざるをえず.子どもに必要な僚育者はとても確保できな

レ、• 
111 しかも，重症心身障害児へのと t(みは，いまだ緒Kつhたばかりで.どのような方法で疲

療育し吃らよいのか，主だ見当がつかず，いまは必要最〆j世昆の世話と監設をする!'1:とどま bがち.

111 乙うした第百態のなかで，重症心身障害児のあ b方を社会K問いかつ発展のみちゆきを求め

て. 1 9 6 7年，びわこ学園の職員たちは，びわこ学圏在中心的な僚影場面としτとbあげた療

育記鏑決弱『夜明け前の子ども吃らJ(財団法人大木会，心身障害者福h庄司題研究所製作〉の製

作活動に参画することκな「た。そして乙のとり〈みのなかで，アイルムにうつ「た子どもたち

の姿を，何度も見つめ，話しあうなかで，子ども吃ちが，閉じた室内ではな〈戸外へ・太陽のも

とK出たh とねが司ていること， ζの要求に応えって〉捺育・援助活動にと t<むとき.子どもた

ちは発達へのらせんを着実陀歩んでいること，ーーなどを確認しあえるまでに，職員集団みす切ゐら

が発走者かちとる ζとにな司てい司た。

「わた〈し党ちは， ζの現場を外側からみて紹介する映画をつ〈ろうとしてh るので比あ bま

せんω 援育実践を記録し，そのフィルムを現場で働hている人や昔と 5さん， .i;;4かあさんたちと

一緒陀みて討議し，さらに実践を展開してh しこの〈りかえしをすることによ弓て，映画を実

践にふか〈参加せしめたhのです.J r映画の7イルムはことばをもたない人たちに別のこと

ばを獲得古せることができる。この人たち陀フィルムを提供する ζとは.社会の大切な責務であ

るJ• "i吃っき'のようにもh う。 Iわた〈したちは印刷l術をもつことによ司て，自分たちの気持

を社会の人叱ったえる ζ とがで語るようにな『て量ました。...・・この人たちと起屈をともにし.

製併舌動を骨しすすめてv-.(過程で. tJ1t. (したちは映画のフィルムこそζの人定ちの気持を社

会K伝えてい〈ものであるとMうことを確信者も『て知る乙とがで事まし花。つまりこの人たち

示決函φ壬1'"よ岳宇えふ五る己l:id:.盛kるキオEらえfLえも43己主ほを漫会LえるL尚己;

夫五五念事長吾tらのです. J (傍点・引用者. r療育記録狭画、夜明け前の子どもたち'の製作

活劫K ど協力〈ださい」配布ピラより)

12' 以下，映画『夜明け前の子どもたち』のとり〈みのなかでびわζ掌圏の職員たちをはじめ

として掌んだいくつかのことがらを，とりわけ「発遥しなIAJとされてい吃@乙れら重症心身障

害児の発連へのらせんに焦点をあて，そこ吃あるいくつかの数百11をわだしたちの共通の遺産とし

て骨古えてh脅えい.その際， ζの遺産は同時に戦後20数年来くすぶ bつづけて者た障害者の

権利保障への退勤と近江掌顕在中心とする発達保障の理論の理論的再構成(とりわけ一次元可逆
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操作特性の段階の)でもあ司吃から.すζ し引用が畏〈なるが， ζの映画製作の中心的世置にあ

司花田中昌人氏l'C語司τもらうととKする. (多照，映画『夜明け前の子ども吃ち J;ならびに田

中昌人『障害児・者の発起果障をかちとるためICJ剣嘩研・東京支部発行， 1968.8.なお

発遥保障の理論は，今日，億人・集団・担念。三つの系の柑包結合自問題として，吉依深め悼和苦心

ます軍事ーに主主んだととは.子どもたちはどんなに重い陸害をも句てはいτLその子なりCね

がい ・要求をも『て骨れぞれをからだ全体で表現してh るというとと.しかも，福祉の貧困の

なかでUともすれば.子どもを「閉じζめτ卦 hて.・..…・・させる」という方法が支配的とな

らざるをえなhが，そのなかで知らずしらずのうちIC，子どもたちのねがhをふみ虻じ!J.行動

様式IC~甘いてパターン化させτ揖たとと.とのととを深〈反省せずには砕かなか『免。

l 映画を観られたかたは，r夜明け前の子どもたち』のーシーンを憶えて告られるでしょう。

主人公の一人，車線亡しかもhわゆる「動事主 bる重症児」とよばれてhんナベち。んとと

渡辺君がーとにか〈あ『ちと『ち今うちょう して，先生のいうととも受けとめτもらえなh し

し:がも職員不足のなかで日課を進めなければならない.そんななかで， r抑詰l帰」と名づすられ

たひもでゆわえつけられていたの売がー，試みにひもを解かれたときの，春揚の輪のなかに走

りこんでい〈 ・ー・あのうれしそうな後姿を...・...

11 その「試み」とは，なんであ勺たのか，沼中氏はいう. rつまb渡辺君陀ひもで縛られて

いるか，いなし令かという関係でしか，渡辺君を見るととができなlnJr渡辺君骨ひもでしぼると

とfCJ:内τ.先生たちの渡辺君をみるみかたががんじがらめにしばられてい<<0はまちがいのは

ずJr事実をも『て明らかに していζ うJ(田中畠人.向上書 P. 8). 

iII こうしてうつ して ln~たフィルムを何人もの人で，何度も何度も繰返しみるなかで.っき'

の事実争発見する叫

r強〈長〈縛られれば縛られるほど，ほどhた時陀途〈へ飛び出して Jr壊を者ったような解

放ぶTJ rそう h うエネルギーの強古が事るのだとv" 事実J.

さらに， r飛び出たら必ず，績とか草と;7.心の杖になる道具をつかむというとと Jrそう h う

道具をも弓て砂や水音すく 『てはこぼす Jrす<~てはとぽす J rあるいはまた押してい司ては

戻る J(向上 PF'.8-9)…・"とhう事実ω

iv とれらの事実からつぎのように教訓|をひきた・ナ.

「ひもをほどいて何虹切ミへ行司てしまうのではなく J，rナ<~てとぽす J r下K卦 hてひろ

うなどとln5行動の中陀共通にある一次元可逆録作特性のカが発揮されている J.

「ひもでしぼるととによ『てじっは一次元可逆禄f'ft侍性をほどくというと ζるでしか発簿でき
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な凶ようにしていた Jrパターン化させていたJ(向上P.9)…“・と.

V では，どうしたら，戸外K学習の場を設けるととがで事るのか.

「第二びゎζ掌閣の近〈花野州とv.5川原がJ.rそれから第一ひ・わζ学園の方には車がJ• 

「単独であると大勢の職員が出てしまうことKな bますが，両方の職員を合bぜそして実習性の

参加をえτ.その学習の場をつく司τいと5ではないかJ(向上. P. 1 4 )…・と.

ζ うして，野州の川原で， 、石運び掌習'が展開されてV'¥....，たの?すが.

第二V1:.ζ うした重症心身障害児の発遥を保障していけるような教育や主要育のあ b方は，安本

的にどのようなものであらねばならないのか.己の点K関して，子どもたちの発遥へのねがhと

θ関係で状況や矛膚在意図的・系統的に単備していくととから，凶わば「要求。組織化」から出

発していかねばならないという原則音，具体的に三位ぶζ と忙な司た.

石運び学習への着目はどζにあ「たのか.その意義は.

「川原K沢山畠る石をひとつひとつひう凶，それを器陀入れ.その器をも『て，平地を通T.

坂を登「て土手のょに置いてある箱の中i'C石を入れ，そして，からの器を持「τ川原にかえ『て

くる J0 r石辛拾勺て入れるとか箆勺てhたのを立ちあがるとか行勺τ戻る Jrあるいは入れτ

つぎ陀うつるとか，色々な単位での一次元の可逆操千切:含主れて Jrそれが組織化される状況に

ある」。

「手の操作のνベルで一元可逆操作をする Jrしかし認識のレベルで，それが獲得できないで

h る子ども Jr との子どもたちが石迩びの~習をして v.< ととによ「て，外界を取入れτv.< 力

が強ま勺ていかなh だろうかJ(向上.P. 15)・.....と.

ζ5してと bくまれた‘石運びの主主習'をと加して，子どもたちは具体的になにをどのよう陀

かちと勺てh 勺たのか.

11 "tず. r石音入れるととは入れますが持ち上げるとばたんと落ちてしまう Jr落さなくて

も歩かないし，歩hても坂の所まで行司たら，立ちどまってしまう Jr動体のきれめで行軍出〈

きす1てしまう J.とh う事実K直面した.

そζ で. rそのきれめの所陀どう h うように、吉さえ'を入れていかなければならなhか J• 

乙のζ との追求が問題として登場した。

ととるが. r骨もしろいととK平地では行動が:z:哲抗τしまうのが左E道ではきれない Jr坂道

にふみζむと器をも巧て一歩一法し勺tJ， t登勺てい事ますJ(向上.p P. 1 5. -1 6 ) 0 

111 とのこつの事実から，つぎのよう陀確認する。

「入閣の成長にと勺て坂吃象徴される抵抗があるという事はとても大切なことなのだというと
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とJr教育とは抵抗を如何に適切にしかも系統的K与えてhぐとと J，とのζ とを追求していか

ねばならないのだ，と.

すなわち rー次元可逆操作の子どもにと【てば，そう""坂道という一次元的な抵抗ポ」

「つねK普段とは違5形で与えられるととは心の杖を必要としなくなるのだJ，r竹の棒を出し

たり，他の器を出したり，他の子どもの手を出した bというなかで，行動の結接点がいかり自

主決定して"'<・..…...J r一次元可逆操作の子どもに一次元の抵抗寺与えて二次元的な矛盾を出

‘-してやることが大まかな原則't:.'<>えるのではなhか J;rそれが，との子どもたちの持っている

力を力一杯出していくととなのだJ(同上 .PP.16-17)……と。

IV 同時11:，発達保撞の状況設定K関して，吉らKっき'のように理論的1'1:再構成して"'~た。

「これまでは発遣を適応。過種ではなく獲護の過程として概括し，そり中味す可逆操作特性の

高次イじの方向と，可逆操作特性の交換性を志向的K高める方向として... IAわば申核機制だけの特
-・・.. .. .. ..日.. ...... .. 

徴をとらえて毒ましたが. ζの学習活動を総括して"'<うちに中核機制との関係で状況や矛盾の

組織化の原岡iJがつかめたしだいです」。

「作業をするだけが目的ではあり ません，Jr作業を媒介に人間関係が必撚的K展開するはず」

「心の杖として棒骨も勺てhるそのととが友だち向志あるhは道具手もって凶るそのととが友だ

ち同志あるいは道具者も勺て友だちとかかわ bをもっととによ勺て自分のリズムと他3人のリズ

ムを一次元可逆操作の認識のλ タイ却である、~ではttVl.11'というしかたでのリズムの感じと b

かたをして同きますJrそして，自分のリズム今宮た変えてh どというよう左，前のでは在い新

しいリズムを共同でつくり出して"'<とh うようにまる中である意味では自分が変勺て，自分の

違うものすそとに生んでいく Jrそれを強〈感じると，そめ干官訪を次つぎと力強く展開して凶〈
， ， 

乙とに在る JC向上 .PP.17-18)・….....t:.

v r宮ずしい失敗もかさね在がら，渡辺君のは畠いにもいるんまともだちと吉まざ古在柄の
.. ...... ... .. .. 

つ1量かたのしている道具を介して共同作業をするζ とができだしました Jr他の子どもと一緒K

道具宇もって作業が幽来かか「てくる所まで事態が発展して禄ました J.rそうh う在かで坂道

でしか共同の行車が展開で掌左か巧たものが，とんどは実に平地でもできるようK左司てきたの

です」。
‘ 3 

「たしかK平地では在か左か友だちと一緒K作業をするととができませんでしたJrすぐ道具

骨離してしまいますJ，ところが「器の中K入「ている石をーっつ袷勺ていき，拾勺て h きま

がらはこぶ行動が展開して"'<のですJ• 

f坂道と'"う抵抗の変 T1'1: .平地では取勺ては捨て，取っては拾てという一次元可逆操作h
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そうh う不連続むものを入れていくことKよ丹て大間関係骨連続して展開していくというそうい

う抵抗す自分でつく勺ているのですj(乙乙ら辺はもう私たちKと勺ては実VC?ライマックスの

一つなので，フィルム宇見ていただきたいのですが，実に見事でした)(同上 .P 1 9 )。

第三。以上のことは，むろんスムーズに進展したわけでは左v..人手不足の在かでフィルム舎

もち己む己とはさらK負担す増大させたし，子どもの発遥を保障 してlハ〈 ζ とK充分と!J(め在

v.. v.わば，r被害者であるのK加害者陀させられている 」状況のもとで，フィルムを廻される

ことは，ひじようにつらいことだ「た. (タテの管理体布1Jのとらえ在 bしからはじまった。 )

「前に進むためにカメラ寺も「てっきやぷ「ていか在けれぽ在ら在v.j吋

ただとの乙とばを合hζ とばKとbくんでh 勺た.そのフ号かでまず， r食事を寝たままでやら

ぜるとか，食後すぐにベフドの在かK入れてしまうという乙とは1甘かしいのではないかJ.とい

うようK職員集団の左かで，相互批明1M.生まれてい勺た.

石造び学習も ，じつは，第二びわζ学園の水遊び ・砂遊び場合つくる仕事でもあ勺たので，は

やく夏までにはつくらまければ在ら在かった。でも ，rタンクンが〈が〈の討論」のすえ，ゃb

とげていける古でに在，ちてい η fc.

「たとえ子どもの石#運ぶのが怪〈れても ，かわ bに大人の方でカバーしようでは企hか」・・・

・'. r石巡ο・はζのばあい目的では在〈手段在のだjr一次元可逆操作特性の獲得K自主害をう

けてh る子どもが石遊びの在かで，石を捨て人間関係青はζんでしぺ司て〈れたという乙と争みん

在の共通の財産Kしようでは在hか 」 ーとa

ζ のと!J<みの過程は，同時VC，指導者自身。子ども Cみ方，人間観，労働綴，具体的在方法

を変革していく過程でもあ勺た。子どもの発遺骨保慰 してい〈活動のそのための条件獲得に戦員

自身の団結が強ま bはじめてい内た。そ して何が，発連保障のと bくみのE童書と在っているのか

とのことに白者向付制いの必要に気が付きはじめてhた.v.わば，r解放による人陪前倒車の大

生堂Jともいうべき喝事告が，進展 してい「た。

とうした事業の在かで，指導員自身も ，つぎのよう VC，たえず子どもを主制亡台〈 ζ とのでき

る人間の教師にまで，発遷してhたのであ勺た.

「最初，石を拾ヨという時K究主主が子どものみに石を渡してのました jrそり先生から決して

その子ども陀石を手わたさ在 1"ょうK在司てい司尭Jr子どもの手もとにv.(つかの石を置hて

自分でとるのをまっとか，子どもK石を拾わせて，ζちらに旋させるとい 5ょうK関係が逆転し ー

ていきましたj(向上 .PP.21-22)。

ω r喫践を強め突践を科学化するための方法としてのフィルム Jr喫践の左かで脊てて
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きた理論を喫践へJ.

11 r遊び、学習をとb して.みんまとかかわbあい深めて'^<左かでJrゆたか念自由度令

も勺た交換性を高めて11><方向での発還を Jrその子どもC操作特性骨みて焦点争あわせ.その

前段階の抵抗#入れつぎの段階の矛盾をつく 9，そとでの自主決定世いくつもさせて'^<在かで」

「要求。組織化」を。

lIi r解放は開き放すとh うのではま〈τ.解き放すと h うζと企のだJrそれは連帯を獲得

してい〈とと左のだJrひも令ほどhてh くと問時K仲間同志での結び目辛」 。

療育記録挟函『夜明け前の子どもたち 』は， 1 968年5月K完成した.己の挟函の完成にカ

ンパ活動企どで協力してきた路害者，父母， 教師，保母.施設職員，学生をはじめとして， 全溜

各地で，上映運動が痕関されてい『たg そして多〈閉さまざま在人たちに勇気と感動を与えた.

発選候織へのと bくみb 一つの具体例青みると とにま勺た全題の室?とうさん，争かあさん.障

害者本人，教師，b面設職員，学生在どさ主ざま在階層の人びとは，あらためて，r差別の根源は

どとにJr踏害者の要求突現へのすじみちは」ーとh 司たこと h みずからのかかえている実践

や問融から，理論ftして"'<己とを痛感した。 よ快速動の在かで，前年すでに結成されてhた

「全匡隊害者問題研究会」勺「障害者の権利を守9，発遥を保障する自封甘民封悦研究運動J

脅すすめていく担h手として.多〈の人々が自覚し結集してh勺た。(る?年B月の第三回大会ま

でには，沖縄を含めた全国f'(1都 26県 30支部がつ〈られるK至る.) 

(補〕 発還に#現在 〈教育忙下限左11>， <医療も教育も福祉も>緋哨在保騒をめざして

「錨設Jr学校J1'<:入bたい，入れさせたh と'/>，当面の目標は，障害者が人間としてゆたか

K生き ぬいていくための「目的」では左<，目的遥車のための手段である.r精神薄弱」と呼ば

れてM る子どもたちが，特採学級・養護学級K入れば学習権が保留されたζ とK在るのでは在11>.

蔵浮するととが保賭されたのであ勺たとしても，どのように彼らの発患への権平館副倍がと 9<ま

れているかが問題である.学校奇卒E存すれば，どとで労働ができるかという就労への権利が目標

K在9，就労すれば.どのようKしτ労働合と骨 した発運への権利保障がと 9<まれているかが

問題と 在る.しかも分断された保般ではを し 握探，政治重量力'0，社会保路左どと統ーした保障で

あるか否かが問われねば在ら在11>.こうした生存稽保臨む内突をよ bゆたかに してh くと 9<み

が.殴害者の権利保強要求運動の課題と在る.

ω <医療も教育も>と，療育活動Kとbくむζとを目的として設立された施設に軒いて，4亘

社〉という名のもとK涯と奉仕骨量しつけられ， r子どもがいるから仕方が在い」との一言。前
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VC，職員の飽康が奪われ，療育活動争消衛体古せる.

ζ白悪循環をたち切るために，びわこ学園。職員たちは.

「コルセット使用しをければ在ら在〈走勺た人，体が続小在h もCで退職しようとしてhる人

がふえています.私たちは，-1本，何脅して1/0(べきでLょ5昔、 εろんこに在勺て子どもたち

と一緒陀あそびえいa 抱いたれ手をつ在hだj].体と体をふれあうことで「療育脅たしかめて

ゆきたい.でも ，それができ左い状態陀安司て.私たちは何脅すべきでしょ5語、 般車をやめて

1/0 (仲間骨見ナどして砕いてもhいのでしょうか。乙の子どもたちの持つ存在の意味を広〈社会

K根づかせ，真に社会のものにするKは街世1ては在ら左hのです.私たち職員。健康が維持され

ていくとh うととは，直接，子どもの健全左心身の発達世保護して' (̂最底。基盤だと考えます」

( r先生はみん在腰が蒲I/o.J1 96 9. 3 束棟から配布されたピラよ t) 

と， 帆腰痛Kまける在l の闘いにたちあが司た.

施設職員た汁の問題とせず，保護者をはじめ.大熔撞害者父母の会左ど諸国体，近江学園の派

遺教官や草樟ろう学校の教駿員幸中心とする県高教組，日本社会事業職員滋賀支部陀参力『する民

間施設職員によびかけ，障害者。准活と権利を守る滋賀県連絡協議会(略称「障滋協J)の結成

K参加する在かで，る?年 t2司には，滋賀県との対県交渉をもち.つぎのよう在要求宇5ち出

して闘うまでに在勺た。

「一.w;度障害児の入学できる県立養護学校を早急に設置する乙と

一.当面.すべて0障害児収容施設K特係学級又は養護学校目分校を設置し，教員。配置は養

護学校規準を適用 し， 教材 ・教具合充突骨はかるととー

一，びわこ学閣の医療と教育世保障するために設備を改磐し，職員骨増員するため，法外緩助

金寺増額し予算化す:るとと。現在害発 してhる腰宵症を職業病と して認定し，治療員，付添t

人ρ費用を全額公霊堂でまかをい，休職者C代替職員を確保するえめの費用音 ~I.I途保略するこ

とω

一.盟主害児施設の理署員の勤務条件奇抜却枕改善し，一日八時間継続交代勤務制を突施するた

めVC，1成長争大巾K増員し.揖革研究の時間を学校教員在みKし，研究費を予算化すること」

ω 注目すべきは，己申闘'^<V過程で，従事の分類収容〔びわ己学園。場合は.ねた q きDの

子ども骨収容する南病棟と重複障害の子ども骨収容する北病棟)のあD方をも反省し， 能力差K

よる分類では在(，多機左集団す組織し，積極釣在援育活動骨可能在ら しめて1/0(ための病棟編

成(第 1びわζ学園の場合1病棟編成)音提起してhる己とである.

[1. '̂ わゆるねたき bの重症児病棟が，長い間埋没してぬけだしえ在か「た現状からの飛躍骨
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厳悔する.

能力差陀よる病棟編成。歴史は，単K病棟相互の関係骨寸断し.病棟職員干子どもたち脊

それぞれの病棟内部に釘タナにしてきたた竹で左〈て.Ir>わゆるねた書j)<D重症児病棟1'1::1.-

hては.そのため1'1:.子どもたちの育ちにたいする職員のとj)<みへの意欲歩は在はだし〈

被退させてきたー

2 子ども問，職員聞の関係の輸がひろが九 ゆたか陀在る.

生活集団.治療集団.学習集団et c;とh うように子どもたちゃ職員がかかわb参加する

集団が複紛亡在る.

五 職員は複数の子どもたち集団との関連陀督hて分担しあ5当該集団白特質K即応し会がら

よb意図的，より亙点的Kかかわる乙 とが保E産されるDで，いま子どもたちが必要としてい

る諸活動への. ょ b 組織的~とり〈みの尭めの内容検討がしやすく在る.

4. 担当職員が2分されずにひとつに在るために，三交代制による勤務審j上にある程度のめと

t;olでて〈るa

5. 生活と学校とh うように現存する 2つの建物寺機寄訪甘に俗化して使用するために，活動の

ための場や時間が保憶しやすくをるJ(向上パン フ主!?) 

ζ とには，最も重度在ね尭内室 bの障害児をも含めて，人間としての発;君、、の可能性寺最大隈

に保出産していこうとすると t<みが， 「発達K上隈左<.教脊K下限は在Ir>Jと1r>5思怨、がある..

それは.遊びl¥-と和して.学習舎と:1.-して.労働をと骨して， とい 5ζ との、と告して'の言

業白中K内包された意味を吟味し，当ヨ舌集団・治療集団・学習集団在ど害様K構成するととによ

って.子どもtちが多様陀関係をむすび島Ir>.そむこと陀よ勺て多面的に能力寺開花させ.発達

を最刻現に保障していζ5とする.具備甘で実践的在問題提起であるq

(3) それは. 「重磁心身値害者，趨害の程度の固定した者」と発達寺盟申悦ものとみ左 し.

そDした者党ちに「長期間収容し. あるhは居住させて，そこで社会生活辛営ましむる J( 65 

1 2 22.厚生省コロニー懇談会『心身憶害者のためのコロエー設置Kつhての意見J)ための

「コロ=ー」として.<医tまも教育も福祉も>とい 5現f拍甘要請に対して施設の総合化=効率化

にのみ求めるゆき方とは対立するものである.さらにまた. 「能力・適性に応じた」と称して.

能力別・多様化を基調とする中央教育審議会最終答申『今後に争ける学校教育白総合的在拡充整

備白ための基材甘施策についτJ( 7 1. 6. 1 1 )とも対立するものである.

(4) 新潟では.オ4属病〈胎児性水俣病)の問題をと bあげ，福井，京都.東京，大阪左ど全国

各地で朱就学で在宅の障害児の喫態調査を骨ζ在Ir>.就学免除撤廃在らびにくすべての障害児K
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〔表ー 41) コロニーの設置状況

都道府県名 強 設 名 経営主体 収容人員ω 関所年月
ーー-_.唱

北 海 道 精神薄弱者総合援過施設「太陽の国」 法 人 400 68年 6月

寓 山 精神薄弱者コロニー「セーナー苑」 法 人 295 66年?月

長 野 精干暗弱者総合援護錨設「西駒郷」 oí、~ 立 500 68年 4月

愛 知 心身障害者コロユー ノ4¥A 立 1200 68年 6弓

大 阪 精神薄弱児者コロニー 法 人 850 68年 10弓

群 ，馬 心身隊害者コロニー 国 立 1 5日日 7 1年 1月

(注) r精神薄弱者問題白書.11 19 7 0年版 日本文化科学社 P~54-55 ょ b

教育を>の運動へと発展させて凶る.さらに学校教育のをかでは.一学級二担任あるhは介助職

員獲得運動へと発展させてh る. ζこには，ねn'.司君bの重度障害児を も含め1<.<医療も教育も

福祉も〉と統4性保障要求の運動がある。

障害者。権利としての統→ヨ保蹴要求迩勤は，自らの要求を権利としての要求にまで高め.要

求突現のすじみちを集団討議を直じて展望していく在かで，要求を正し〈ゆたかに出せる人間K

まで高めてhる。それは同時に，遺害者。問題を勤労人民全体の問題として，地域に根を骨ろし

た遠動として畏関している。

京都の与謝 ・丹後地区では， 1 9 5 9年， r精符簿弱」とよばれている子ども をもっ袈や教師

が中心と左勺て.ζの子らを収容してくれる施設をつ〈るためi'l:r精干哨輩弱児施設設置特別委員

会」をつ〈司1t.父母と教師が地域K入「て V>(在かで， r自らの要求を突現させる退勤をすす

めてV>(中でとそ，施設をつ〈る要求を喫現させる」・……'と，地域全体D要お里動として積極

的に展開させてh勺fc..父母と教師たちは.地域や民主団体の人びとと役場や市議会への請願や

交渉陀参加して.障害児・考の権利を主張しっすすた@ζ うして，施設としてでは在し「養護

学校設種差促進」をと，与謝・丹後地方のー市寸切T村と凶う大部分の自治体で決議させるまでに在

-9， 1968年5司陀は，京者E府K対して，養護学校の設立を約束させた。

(重量照。田中昌人「全面発還を保障する、騒筈児'教育の創造をめざす教育巡勤H 教育学

研究.13 6巻1号. 69. Z在らびK背木嗣夫「ねたままり子どもKも教育をー騒害児の権利

を守る とbでづ(9の退動H 茸非をき bひら〈障害児教育』所収)

69年4月κは高等官耐開校し， 7 0年4月には他の4、学部.申学部が開校した.ととでは.

全面介助 14人を含む従業学校教育の対象外とされていtねた『き bの子どもにまで教育を解放

しs①すべての子どもKひとし〈教育を，②学校が子どもを選ぶので在(，子どもに合巧た学校
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を.③学校づ<tは箱づ<tで 〔表ー42)介助舟状況 与謝の海養護学校(7 0年度)

は在'^.民主的在地域づ<t<V

一環であるーとの三つの原則

を確認しむすべτの子どもの

発達への権利をひとし〈保障し

ようとする教育実践が展開され

ている。(権利としτの障害児

教育建設の展望K闘しては.会

障研教育権グループ『障害地致

育』明治図書，近刊，参照)
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〈注) 京都府立与謝白海養護学校『よさのヨち』 第 5号

1971. 3.P.8 

章子わ bl'Co <差別・発達・運動>の三つの観点の統一的内在化の必要について。

以上.滋害者の生活過程をたど巧て.現代田:本に』ける障害蓄の生活条件とその実態を分析 L

て来むそして全体として.社鎖性活手段の欠除・貧困が.労働畠程iCi.-ける無縄手倣態とと

もに二重K差別された社会的事態をみてき世。そのととKよ勺て，障害者安楽死事件が<社会的

在意床で泊>殺人であったとと.早急医<医援も教育も福祉も>紛羽保陵への相関守手た・てが

必要であるζ とを例証し.その基ね甘方向Kつ'"て検討してきた.

以下.(a):!且代日本K金ける障害者問題対策の諸特徴， (b)現代「特味教育の振興」とその付与条

件.， (c)走らびK障害児教育学研究の前主主但)最後t亡く差別‘発遥・運動>の三つの観点の統一4甘

内在化合必要Kついて問題を提起し、むすびKかえたい.

a.茨代日本に主砕ける障害者問題対策の諸特徴

1 960年代I:I:，'^ろん在意味でそれまで陀在<，障害者の生活と権利をめぐる問題曲九大き

〈と bあげられた.政策主体の側でも. "'，よそすべての部門でと b毒げ，その統合化をh そいだa

労働白分野で叫 「身併樟害者扇用促進法」骨u定(6 0年6司)から「精神樽弱者K対する職

場適応訓練の実施について J( 67年 10年 10月)ω 教育の分野では r特殊学級地設五-!r年

計画」開始(6 1年4月)から「特操教育の暴利甘在施策のあ b方KつhてJ(特殊教育総合研

究調査協力者会議報告， 69年5月).福祉の分野では水上勉「拝啓総理大臣殿JC63年5

月〉から「心身偉害者(総合)対策基本法」審議開始(68年 12月).刑事(治安)の分野で

;，..; ， . 
r 
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ぬ 「ライシャワ一大使用j傷事件J( 6 4年5月)から精得樟害毒犯罪)者「保安処分」新設答

申(6 8年 12月).

ム トータ叫亡しかもトヒ・ッF的に施策化した.その特徴は，

第ーに， 白羽虫占資本の「高度成長(蓄績)J = r重化学工業化」のもとで， hわゆる「都市

問題j在どの「社会的損失が大量発生」し， '-"つ障害者Kされるかわから在いほどにく説草害者三〉

化均全国却M 量・知甘陀拡大したという社鋪甘問題事喫を第一次的K反映したものでちる.

第二1'(，労働過程に卦ける障害者への「職場車応訓練」施策同軽度障害者の賃労働者化を促

進するものとして一定。進歩的役割を内抱するものである世主 「身体障害者扇用促進法JI'(静け

る瑠用義務白欠落，古らには「最低賃金法」白適用外と v>?基相性と ζ るでの放置D もとで，

障害者陀と勺て，全体としτ，安価主「若年労働力不足」苅策 r労働力給源。切替え」策とし

ての本質のみが作用し，そ乙での労働力の流動化の前提は，<第一次的解雇>を内約したうえで

の<最後的雇用>を意味する w乙ラした無権利左状態が，障害者の金生活過程陀わた勺てを T，

さらには生活様式の高度化の現代的強制のもとで，障害者の生活K必要立金生活過程1'(;1，-ける

く医療と教育と福祉〉の統ー羽左<権利としての>保障が，¥A円そう重大在ものと左勺ている.

第三に，民主主主教育，福祉左どいわゆる「社会的共同消費手段(社会的生活手段)Jの保障の

統合的計画(施策〕化は，障害者にと司て，茸興であ b意義の曇ることである。しかし在がら，

現代日本陀骨けるそれらの絶対的欠除，貧困の問題事突を凝視せず，<障害〉者問題であるとい

うととの問題の〈トピック〉的主と b事げと対策化は，①「教育の対象では念くて福祉の対象で

ある」とか「程度Kは社会復帰を重度Kはコロニーへ」とh う分類処遇の制度としτの確立へ.

③<福祉の貧困>の故笹とその補完のための相互扶助の啓発，く親世きあとの>扶養側面量制度伯

推進・確立へ.③古らvcr総合化Jr.体系化」とい 5名のもとでl1l!Iの責任とともに親の責任J

とv>"強調同く権手肢体としての国民(障害者)>の権利主でをも制限・処理することを意図

するものであ「た。

. 第四κ，とのよ~ ~，く社会的損失の大量発生〉のもとでの<被障害者〉化の歴史的・社会的

深行，にもかかむらず他方K砕ける<社会的共同消費手段の欠除・貧摺〉ーとの乙とは障害者に

そ白犠牲を二重K強要して凶ることを裏書きしてhる.それだけで在<，m事の分野I'(j除ける問題

対策は，障害者と bわけ精神宮聖書者在らびに「精神薄弱者」への治安的左対策は，<新社会防衛〉

的観点からの附噛害(犯罪)者「保安処分」としτ，すべての国民を「公共の福祉」内へと権

利嗣限の拡大町危盟主を内抱するものであ勺ι 乙れは，<福祉の貧困〉を無視した欺嚇旬転倒で

あT，障害者f亡対するく障害〉をも「てh るという己と陀よる差別をさらに拡大再生産させるも
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D以外の在iCものでも在"'.

以上. とれら但施策@諸特徴ぬ 国家捜占資本主畿のもとでの現代の「貧困化」と，かかわ句読ヒ

も白であり，障害者Kと勺てh ・3そうきびし〈集申しτ進展してh る乙とを示してh る.あの障

害者安楽死事件は， 乙の技会的問題事嘆に対するく人間としての〉保般を求める一つの底辺から

の告発でる司元.

b.現代「特殊教育の議興」とその付与条件

中央教育審議会下特殊教育D 充嘆振興K叩ての答申J(59年 12月). 「特拐若手級増設

五ヶ年計画J(61年4月).重量議院文教委員会「特殊教育の振興K関する決議」採択(6 1年 6

月〉在ど. 60年代にはh 巧て「特孫教育の振興」が大き〈と b吾げられ， 「学校教育の整備拡

充J<D-;賓として.特殊学級・養護学校の増設， 就学判別・奨fiiJJ， 特味教育の内容・方法。政亀

磐越学校教員養成繰程の増設等の多機左措置がとられて章子しそれらの政制甘意図K関しτ.教

育在らびK児童福祉施策全体と由かかわ ttDもとにその付与条件をあげれば， つぎの三つに要約

できる.

第一. 「学校教育の整備拡充Jとい5名のもとに 後期申等教育の多様化が進められてきた.

そとでの多様化出 「能力・適性K応じたJとhう「能力」の一元的在序'71)fヒを本質とするもの

で，少数C ハイ・タレY ト養成の課題のもとで大多数白子どもを安価でしかも勧顕在労曾帰とし

て確保する乙とを意図するものである.ととるが， との方向ζそ暗主 す在わち「能力・適性に応

じた」多様化とそ請も 「教育也機会均等Jの保儲であると主張する.ζζでは，憲法・教育基本

法仰における 「能力に応じて」といD言葉があ〈までも「ひとし(Jと'̂ '<平等田原員IJ>を光

足するえめのものである， とする確認を歪曲させている.教育におけるく平等の原則>に内抱さ

れた多様性を転倒させ，

教育白振興」民

「能力による区別は差別で在"'Jと能力主義の徹底を強調する. 「特猿

己の胸紛甘「教育の機会均等J輸の具現化として， 「学校教育白整備拡充」策

のいIJWEの場としての役割を付与されたものであ『た.

第二.ζれと関連しτ，教育政策上での「心占の発遥段階」あるいは「能力・特性に応じた」

教育権主体としτの子ども何立場からのものでは幸一じ政策主体から

白もDであ丸子ども自発運へ白権利を徽章しようとするものでは在<.現喫陀登校拒否児+喪

「教育的配慮Jは，という

保護児童をつ(tだしτさえhる. 「特殊教育」比そうした「差別と割問学校体制から締

め幽され産出された子どもを含めて機能せざるを得ず，いわば<はきだめ学級〉として，教育体

制的矛盾のくしbぬぐ"'>的役割をも付与した.

第三. 「特抜教育の蚕興」は， ζ5したこつの役割を付与しτhるわけだが，それ却すで在〈
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さらに，教師をはじめ父母を も巻き込んで進展しているがゆえ陀，子どものくゆたかま>発達を

願 う地域住民 ・国民の問題として， 毎日の教育喫践をとおして発意へ由権利を組脚甘・ 計画的に

保障 してh とうとする教師集団的<科学とヒ ューマ =;;(ム>陀よ「て，己の f特殊教育白振興J

Kとも左 5矛盾は，同勺そ うき びし〈 敵対的在ものと される.そ しτζとか ら， 同時陀子どもの

発逮への権利を最大限K充足しようとする新ら しいく医療と教育と福祉>白紛-li9左保障の方向

毒b方杭創り出されるのである.(ζの一つの喫勝抗試みが，京都与謝 ・丹後地方における

<養護学校づ 〈り>の運動でち勺た。〉

c .障害児教育学の科学化Kあた勺てのv.(つかの前提

f と乙ろで，現代 下特殊教育」学は，つね陀在んらかのかたちで教育喫践と結びつき. ，聖論化し

隙害児への 「教育機会」の鼠大をはか勺てきた.ぞれκもかかわらず， 上記のよ ，>1:付与弁件の

もとで， つぎのよ う在社会的諮結果K直面せざるを得跡勺たとh う社針古事態を考えあわせる

とき，ζの帰結から，われわれはく権利としての障害児教育>創造陀あた「ての教育学の科学化

をめぐるい〈つかの前提と在る問題をひきだすと とができる.す在わら

l 現代「特殊教育J学は. r<特傑教育の振興J策の理縦旬支柱として， 障害児への教育機会

円拡大K寄与して垂た.

iI しかるに r能力に応じたJr教育の機会均等」を刷込るという形地材教育の保障に含

らざるをえを古孟勺た.

iII そればかりで含 し 「教育的機会均等」の具現化kしての「特殊教育」は. fl自E力 ・特性

K応じた」とh う 「教育的配慮」を樹干とする教寄へn多様イ助再編に積御同協力い その本

質を陰蔽寸る役割をも担勺てh 丹た.

ζれら rn乙とは， 究場慨は， 現代「特殊教育」学が， 全体として甘h ヒ ュ ーマニズム. ~乗

刊か九 日本伺子ども円生活現突を直視するζ とをく構築されτきた乙とに求められる喧九つぎ

のよう在諸特徴をも『τ社会的陀機能したとと陀，ζの学問自体が学校教育白書EプJ主新甘再編K

協力 してhかねばをらをい内部甘必然性をみることができる.

l 障害児教育学においては，そ町教育の成立前提として， とbわけ<鐙筈>をも司てh ると

Mうととの独自性に応えようとするがゆえに，人間と しての発達へ四普編的在過程を教育をとお

して最大限K保障 しよう とするととろにある.だからこそ子どもの生活現饗陀根ざしそとからの

子ども由要求を引き出そう とする.にもかかわらず，現代 「特殊教育」学は，未就学柄、主主投置

され全生活過程におhτ生きるために切嘆に必要左諸梅幸司JOZ統一的に保障されず剥奪されたま ま

の障害者の差別された生活現喫陀位かかわD在(;' n差別」 をふ r~間見J Q)問題として把鐘し，ー

、、
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面的11:r.生活単元学習」というかたちで告苦主教育との結合をはか司てh司た.

たとえば，精神漕弱児教育におMて. r正常児と精神海弱児との知能の働書のちがhから，

教育のしかた町ちがいが生れて〈る同ずであ九正常児の場合では教科学習とh う形.精符樽

弱児也場合は，生活単光学習という形がとられる必要性があるわけであるJ.精神梅弱児は.

f……ほとんど抽象化的行在われ在h理解の段階でh ろhろ在物象の関連すTがおと在われ

生活の処理の力主しτhか在ければ在ら在いので〉生活申心とした具備甘経験の組織化とMう

ことをねらh とした生活単元学習というものが考えられて〈るのである。 J(三木安jH精神

薄弱児研究 J68. 8. PP. 74-75)。

H そ ζ では，あ〈主でも「抽象思考の劣る」子どもとしτ，教科の学習は「周辺学習」とし

τ軽視され切bちぢめられ，労働と白結合陀おいても.<生物・社会学〉的宿命論の立場から.

「学校工場方式」等κみられるどとく資本の要求する「能力」陀追従したかたちで「社銅色自立j

を唱え. r.立探在精神薄弱者を作る」 ζとを教育の目標としてい「た.

たとえば. rすべての生物訪うそ百種族化ほんらv.ff'生物としての諸機能を完全K保司て育

っとh うととは現契陀はあhえ在In.…・・たとえば稲忙しても同一苗床民向蒋陀蒔11，れて.

同じ温度，同じ水晶同じ日照t<7'申で育てられても，大多数のものが生育する速度や達する

形態は，さまざま在彊溶を示すものがか在 b含まれるととが普通である.ー…蚕とか家畜を

どの場合でもそれらの種族がもn てhる平均的発遥κ還し在い諸機能K欠損をも円たものがあ

るバ一セント含まれざるをえをM であるう.入閣の場合も乙伺ょう左傾向をまぬがれるととは

むづかしい.大多数R人間がそわ生命継承から生育の途次陀順次遥成してv.<人間としての諸

機能加平均発遥段階から著るし〈遅れた九変容された様相を呈したbするものがあるパーセ

ント出現して〈るととは，今までのととろやむをえ在h一種の運命である.J (小宮山健f1青

荷帯弱教育の意義と目標」全国特殊教育迷盟編r精持樽弱児講座』第2巻. 62. 1. PP1 

-2)。

「その能力相応れ仕事を与おそれが立派にはたせるよう陀在ればJr立派在精符樽弱者J

K在るーそのためには， r遊びの生活から脱皮して仕事を与えて，具体的に指導していか含け

れば念らい.精将官事弱児教育では生意教育とか突習とかが強調され校内で田作業契習町場合で

ふとれを母校工場方式'でやると昔、実習中実際の職場で行在 7'職場実習'の方が効呆

的とされるJ(三木安正「特徐敦Jr現代教育学』第14巻，岩波書底 62. P.326)。

ilJ したが司℃務嘆の国民が直面Lてhるぐ現代の貧困>fじゃく被障害者>化の社倒甘事態

と刷ゆわb在<.宿命制甘・限定制甘発達観は，現有里の障害者を固却甘11:r類型J謝拭把握
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すること K在九その処置Kあた「ても. n教育可音色訓練可結保護対象」と v.~ ょ 5 在分断

的柑滞在提起するに歪ふ ζの提起は，社会的陀は， n智)t1:応じた」多様化。社倒甘基調と

して機錯する乙とに在九学校教育内反餅甘再編に協力せざるをえ在〈在る.

「精神薄弱の問題担中ω主畑甘能力の障害にあるが，それは，情意の問題と切bは在すζと

はでき在h し.また，パ-:)ナリティー由形成は，素質と，そこに費ナた障害と環抵す在わ

ち生育過程や家庭内での取b扱われ方在どによるので，その結果としての特性を類型的民みて

ゆあまたその特性を栴暢達K障害を与えた病因との関連で考えて悦う占h うよ ~VC 在吟

てv.l>. …・したが司て.それらのものを指導してゆ〈教育としても.v. <っか白類裂が考え

られてゆか左ければ語ら在1/¥L-，それに即した教育的判!JIJI.去が考案されてゆえまければ在ら在

同わけであるJ.アメリ刀では. r.柑干師事弱をI fll教育可銘なもの (educable).(21訓練

すべきもの(trainable). (3)生漉Kわた勺て保護すべきもの(c u s t od i a 1 c a r e) 

約三つに卸寸る方法が」かを b一樹甘に在「て\rL~ 0 rわが国では，近来仇程度，申広重

度と分け，さらvc.<: < vc重いものを重症精将簿弱として区別L-. "!lおそれK身嗣甘障害を

もとも在司τhるものは，重複儲寄とか重症心身障害とよばれ，最近はその対策にも関心が向

けられるように在「てきた.J (三木安正編『精平明弱児町教育』東京大学出版会 66. 担

PP4-6)。

以上円「特殊教育」学の社倒甘帰結から，障害児教育学的科学化の前提として，つぎの乙とを

銘記しておきたv..

第一同宿命論的念把握としてでは念らあ〈までも憶害児の発遥への権和服簡を追求する教

育実浅K責任をもっ立場から，その課題に応えるべ<.そ己』亡事らわれた具備悼矛盾に着限」

くすべての子どもにひとし〈教育を>とh う基本的方角に対Lて. n喫践の在かから育てられた

理論を実践へ」と 1，.， 5環流的関係を堅持しつつ理論化してv.(とと.

第二陀. r社会的自立」あるいは「立派を精神湾弱者を作るJとh う目標を設定し.<教育〉

とh う事業を社会也事る一部の利益に従属させてh どのでは在くして.すべての子どもの発遥へ

の可能性を最刻現K多面的に開花させてv.<事業として，子どもの生活現実の在かからの人潤と

しての願''''や要求をひきだL.，組減してい〈乙とが第一次的である乙と.いいかえれば，く学校

が子どもを醤ぶのでは在<.子ともにあ司た学校を〉とh う学校づ(!Jの事業として，教育也告rJ

度・内容・方法陀つh ても. r要求。システム」相理論fじから出発する ζ と.

第三にこれらニ点を堅持し，ここから出発する己とによ η て，次代をに左う社会人としての

基調甘左視角と基本的在知識を獲得して1，.， (ζ とが，そ町ための組織的・計画的在教育が可能と
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在る.それは同時に 「抽録甘思考相劣る」子どもとしてみるのでは在<. r真理nみしか費7

つけま '̂J子どもとして唱とらえ在おしを要請し，そ5したとらえ在おしは，学校づ<tをたん

まるく箱づ0>ではなし民卦包な地域づ(9の一種として位置づすると止をも要請する。

d .<差別・発還・運動>という三つ白観点n続--;l句内在化の必要についτ

現丸全国各地ですすんでhる障害者町権利保障〈要求)速動は， 仁理論と1突を統一羽K とら

えた自主的・民封切研究運動J( 68年 8杭全国障害者陪蹟研究会第2回大会採択)として

権利保障へ内科学選動Kとt<む在かで，吉富町障害児教育学白科学化の前提そのも伯につhて

も.その中身をゆたかにL， <差別・発達・逮動>とh う三つめ統ー唱甘左観点をみずからのもの

にしてきたa

〈差別〉 障害者の権干1膿得のための科学運動は，主ず第{陀.障害者白色活状態を畠b町主

主に把握しょ 5として調査活動にと T<むをかで.障害者の生活喫態をたん在るく偏見の問題>

として却すでは在<.社会体制とのかかわbから，体首助陀君主幽された<差別の問題>として.

く差別〉の視点在獲量重して重た.

l それは.教自民父宮弘医札大学の学生・教官在どの自三島的企参加のもとで，全国各地で

地域の障害者の生活状態.と bわけ，禾蹴浮在宅障害児とそ町家族P釘舌喫E見学校ゃ施設K在

学・入所してはhるが発澄への権利が保健吉れてい在h障害児の喫蕊働〈意志と能力があ b在

がら卸す左hでhる障害者の就労・労働喫態在どを中心吃，調査研究にと t(んで富た.

11 己の突態調査研究の集団甘発動と全国百推進の剖‘で，樟害者向全出舌過程一労働過程

と労働力再生産過程町会出舌過程にわた巧て.<生量る>f'C:切喫陀必要在医民教育.福主JJ-.住

毛ヌ5量左どの社倒包生活手段ぬ必要K応じて無差別平等にあるいは無償で享受できなh でい

る社倒甘事契を.全体として明らかにしてきた.

iil との全生活過程にわたる障害者の無権利な社鎖甘事突は.現代日本における障害者問題へ

のトピック的なと bもげとその行政的手続きによ司て. r能力が劣るからJ1)教育や福祉の揚が

たbなhから」と'^，理由による放置なh しは. r教育ょ b福祉K適するJとh う理由による分

断甘な処遇陀よ勺て.ますます深刻陀進展してh る.すなわち.基軸甘権利を保障する詰るのどと

〈装いながら.その弐務権利を分断したか充ちで，憲法・教育基本法法制にもられている基本

的諸権利の侵害を合理化している.ζれは，労働過程における差別の<銘力主義>的再編を労働

力再生産過程にまで盤大・再生産するも白としてあ九したが「て.障害者K対しては，資本主

義社会のもとでの階級差jjlj的労働能力の部分的な'̂ Uま全面的損失を被む勺てhるζ とによる

差別と重なb合わさ巧て.二重にも三重にも集積lヰ労偽ピ教育，結婚など多様な場面で.あら

、 I ム I‘』ー，，'、一i
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われる ζとになる.

〈発逮〉第二rc.己れは，福祉や教育の直樹甘機能でる九乙の観点が他。ニつの観点を必

要ならししたのである暗う hわゆる福祉や教育の方活は.<社会i臨芯としての方法〉ではな<.

く発遥保障としての方法〉で畠ると'^，ζ と，すなわち'. <発達〉への権柄線障としてD観点の

必要である.

I <発遥〉への権利保障の観点目必要は.まず，障害児白福祉や教育の突践にと b<むなか

で，教育と得祉が分断され一元的に序手IJfヒされた現代の状況のもとでは，障害児の「社会的自認

のための欠陥補償としてとらえる己とは，発遠のみかたを一面的に固定化してしま 5だけではな

心行動様式陀おける自由度目乏しいパターン化をh 司そうすすめる己とKな九子どもだけで

はな〈敬師集団までをもまさ ζんで，受動的な方法として0消極均な倍祉や教育Kおらζませる，

と'^~反省K もとづv>てh る.

iI 発還とは，適応の過程ではなしくヒトから人間にな勺て1/><>獲得の過程であ九機能

81.¥領域別に社会化してい〈過程ではなし外界を察草し創造する統一機創出節は転換してい

〈全面発遥への過程として把握される.すべての人聞は. r障害:J(/)有無'"かんにかかわbな〈

乙の過程をとお吟て1/>< • r障害」をも司てhる者V1:!:巧ては，歩みは遅いかもしれないがとの

過程をとお守てい〈とI/>?己とはhっそう真突で串る.人間は，他の動物とはちが勺て， ζの

く教育>な〈しては，生理的生存すらおぼつかないのであ丸<教育>は，この発遥へ町第一次

的弱輸相場として円機能を担っている円である，し先が勺て，障害を背負「てh る者にと勺ては，

同時にとの第一次的保障の場としてのく教育>が.く医療も教育も福祉も>，z、要に応勺て統-a包

K享受できるようなものである ζとを，よ D切突に要誇してh るとI/>?ζ とになる.

iil ととろが，現在の一元的に会断された状況のもとで， ζの発遥への権柑楠としての福祉

や教脊の万援を創造して'^<ためには，まず第一1'1:.現突のく制度としての特療教育や障害者福

祉〉陀従事するなかであらわれた具体的な矛盾陀着服するζ と世主換言すれば，その子どもが直面

してh る発遥的矛盾をひきだして1/><方向で，そのための具備甘な保障の条件をとらえなおして

'̂ <ζ とが，必要となる.そのことによ勺てはじめて，発;r-..rD橋脚櫛を追求する教師集団が

具体的条件。獲得むため白共通の基盤を築きあげてい〈己とが可能とな「てい<.己の方向で白

とb<みが現在主でに明らかにしてh ることをいえば，それは，発:智gl'1:みて|司質・等質・異質

な三つ以上の教育的集団を準備する乙と， ζれらの集団を多僚に〈みかえねbあわせる ζ とによ

内て，障害者の生活現突からの人間としての発遷への綴hや要求をほbおζし組織化して'"<ζ 

と，そのζ と陀よ勺て多様陀能力を最大l浪花開花させていく ζ とが可能となる.いわばく要求の
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システム>を明確化しつつ推進していしとい5原則が明らかにされている.

〈違勘〉第三者に以上のく差別>.く発達>と""観点だけではな<.科学D社会的機能

をたえすa検討してhくため陀，憲法前文にある「平和の5ちに生存する権利」を追求して'"る地

域の生命と生活を守る要求運動など広範捻民主選動と正し〈提携しあ勺て"'<ζと昔む必要である

と "'~ζ と. すなわちく運動>の観点が必要で串る.

i それは.r現代の貧困」化の社会的事態のもとで'.<被障害者>が最的にも質的にも盤大

されている在かでは.障害者問題は.障害者個人とその家族却すのf唱ではなら生命と健康を

守bゆたかな発遣を叙5金匂踏甘な問題と して. きびし〈体制的矛盾が露呈してきているとh う

ζ と.

H しかも ζ5した「現代D貧困J白問題は，多憾にh ろんな場面K露呈し，社会体制D優劣

をも決する品閣として規定されたものであ九障害者陀と「τの第]次的保障の場としての学校

+施設づ(9の運動i.<乙管法をくらしのなかに>む広〈地域住民のさ主ざまな民封包な速動

と正し〈速帯じて自治体陀はたらき?付するとと叱よ巧て.はじめて獲得で在るもので畠ると"'5

己と.

Il のみならず.1ft-害者の権利峰崎のための科学週動は.差別の饗態とその根源の歴史的、構

造的把録音必要としてお九発遥への信事館構のための学校づ(9は.fcんなるく箱づ<T>に

おわるものではなしたえず人聞にと勺てのものとして具体的な方法・内容 ・世j!j!i!:を必要として

お九それらは，障害者陪題白みD科学運動としてではなし広〈生存格的保母を要求する民主

選動全体のなかでの検涯をも 5けてhるというとと.

以上. <差別><発遥><巡動>は，別々のものではなし 「実践のなかから.育てられて童

た理論を実践へJと'^，駒在的関係D柑亡提起されると ζろの迷醐甘な構成をも勺た観点である.

ζれら三つの構成的観点在， 障害児教育学の方法 ・論理のなかにいかに統ー して内在化させるか

が.科学化花あたって白重要な課題であると考える.

それは，陣容児教育学のみの問題ではなし同時K教育学会体Kはねかえ勺て〈る r~閣である。
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附表。 1960年代日本K砕けるl箪害者問題対策。系譜(略年譜 〉。

対 賀町

A B c 
違 動

D 

1 960 (5) 政府自民党，審官を導入して (4) 精持刑事弱者福右民去公布ヰU~ (4) 教頭Kも管理職手当支給 (6)身体樟膏者雇用促進浸制定 側京都三療従業員組合結成
衆議続で新安保条約・会具肱正 施行 ω 身体障害者腐用促進法施行規 側 日教組第一回全国寮母大会 120名参加
長強行採択→(61自然成立 側東京地裁朝日 ω 文部省義雄学校学習指導要領 ~U 側朝日訴訟事件第一審(朝日茂白主慢を全面的K寵める)

{81 荒オヴ精占主育進本法改正言明 留定案発表 仰国民所得倍増計画 ω 子どもを小児マヒから守る中央協議会結成
1 9 6 1 

(4) 文部省 ・特猿学級養護学校増(6) 池田 ・ケネディ会談 (6) 厚生省 ・小児マヒワクチン緊 181 扇用容量鮮語答申 151 特猿教育鑑輿諸案(野党議員立法)国会K提ぬ廃案

急輸λ決定 設五ヶ年計画発表 「最近の雇用失業状勢Kかん となる。

(6) 改暴法継続審議 (61学校教育法改正公布(五年制 がみ産業構造の変他労働市 (7) 東京で重複障害児学級 〔ろう ・ちえお 〈れ〉設置運動

ω 児童扶養手当法公布 高等専門学校設置) 場町特性等陀伴勺滴用失業問 〈公i!!!1t)おとる。

ω 厚生行政長期計画基本構想 ω 全国一斉学力テス ト強行実施 危 溜K対する対策」
1 962 

111 日教組救研集会特妹教育分科会 F差別教育から解政教

(4) 防衛庁から文部省へ「学校歌 141 在宅精海児補助金歯E宜主活 育へJを勺ちだす。

育に関する要望」 側文部省白書「日本の成長と教 111 高校全入金恩協議会量産備会開会 1千万署名選動

17) 中央児京福祉審議会 育」 (7) 身体障害者雇用審議会 141 社会保障拡充中央集会(6 0 0 0人政府K失意表明〉

(9) 宵少年同版協議会総会 「人づ 「児童の健全育成と能力開発 仰文部省 「学校設育法および同 重度身体障害者 ・結桜回復者・ 141 東京一大塚ろう学校他三枝氏軍複障害児学級設置さる。

くり」 推進申合せ によ勺てその資質向上をほか 法施行令か--mI改正に伴う教 特科樽弱者の雇用促進方筑答 全国K学級設捜連動ひるが勺てい〈。

る積断甘施策」意見書答申 育と特別な取扱いを必要とす 申

る児童生徒白教育措置につい

て」
1 9 6 3 

ω 池田首相 ・司会雄政演説 R人 ω 文部省下養穫学校小学部，中 111 経済審議会人的能力部会 (31 サリ ドマイド系睡眠薬Kよる奇型児が問題となる。

づ<T 11強鋪 学部学習指導要領 (縛湖教育 「経済発展における人的能力 (4) 東京ではじめて機能訓練士の身分を契留助手として儲

編 )J次官通達 開発の課題と対策」 立。

{目水上勉 ・拝感池田総理大臣殿 131東京都労働局，重度峰害者就 181 日教組特療学校部全電各プロックで学習会をはじめ.

{凶教科書無償措置法(教科書国 一一 文芸春歌誌上発表 仰 文部省「盲老聾者等の就学の 学契態調査結果報告 教育課程自主編成等の間短を討議

家統制l法〉 適正な措置と指導について」
1 964 

131 ライ Y ャロ一大使刺古る(少 {日 労働省議業安定局「柑神持軍弱 (刷会箇心身障吾児を守る会設立

年法改患の動主へ) 者誠実喫怒調査」突施 (7}金品j社会福祉第一次統一寸91詰

161 文部省 ・特農学級設置費基単 (9) ILO対回線査委員会で日本の教師の無権制j状態が明

(7) 溜法調査会報告書 (7) 重度精科樽弱児扶養手当法公 改正 (酎労働省「失柴保険給付適正化 らかにされる。

(8) 国防会議議員懇談会 布 Kついて」通遥

防衛庁 「学校教育を通じて国 ω 児童福祉危機突破大会

防意識を図る」必要強調
1965 

111 精神衛生審議会・精神衛生法 111 「馨護学校(糟海)児意 ・生 111 日教組較研集会 「特罫教育分科会」を f障害児教育分

改正意見具申 徒指導要領Kついて」 科会JIL改称を提唱
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(対 宮署 ) 

(1.) ( B ) (C) (0) 
(、運 動〉

(IJ 中教審「期待される入閣f量」 ω 児童扶養手当 ・加算条件K精 {剖 高等部だけの養護学校殴置 (41 母平保健法相足 (9) 全国精神樟害者家族連合会結成大会

中間草案発表 薄児加わる (札幌市立白樺養護学校〉 ω 全国るう教育研究大舎を文部省 ・教委の後援で校長会

16) 社会開発想級会 ・中同報告 ω 属用審議会答申「産業および 強行関偽日教組不審加闘争を〈む。

(9) 重度精損事者K障書融持金を 労働面における構造的変化等 側総評 ・中立労連生活と健康を守る国民大行動

給始 ω NHK・サムエル.カーク拒 K伴う雇用K関する政策Kつ

ω コロ =ー懇験会じb身障嘗者 ，、ν、 いて」

コロ ~-tJ)設置Kついて由意

見」
1966 

む国 中教審「期待される人間像」 (31 履用対策基本法制JjE (7) 全国棒書者問題研究会結成池備会(京都)

を含む「後期中等教育白盤充 ω 労働省精揮者砂築訓練白調査 (9) ユネスコ主催政府間特別会議で I教員の地位K関する

(51 法務省「少年並改正陀関する 霊伺f1:ついτ」最終答申(扱 開始 勧告」採択

構想および説明要旨」発表 (7) 全国社会福祉協調理会 ・心身障 宙開科 ・家政高枚目設置綿 uo 「嘩害者。激育と生活と医療を守る都民集会」開かる

寄児(者)福主蹴合対策 様化強調) (9) 大阪府労働部「柑剤事弱者の (以降毎年〉

ω 防衛庁第三次防衛力整備計画 側文部省教育毛 Z ター〈第1回) 職業に閲する麺査報告」

決定 ll2l 精語草者福祉審藤会「精樽者福 K対し精神海弱教育につ11>"( (労働省委託)

祉K関する法制の登備につい 意見調査

てJ(意見)
1967 

(31 経演企画庁 「経済社会発展計 (7) 身体舗害者扇用審議会答申 (31 阿賀野川有機水銀中君臨益災者の会，開官施工に対し鎖

函K関する件J(陸軍量決定) (6) 児意福祉法-tf珂文正施行(重 (41 特象学級担当教師白給与調整 「身体障害者白雇用の現状お 害賠償c訴訟

症心身嘩害児施設の規定等) 額自彊陀号|童上げ よび一般雇用情勢丹変化等陀 (51 全日本視力障害者協税金結成

(71 教育課程審議令・小学校教育 (9) 岡山市，心身障害者保倹扶養 (41文部省 ・特孫教育総合研究委 かんがみ身体舗害者の腐用を (61 高校定数法改正文部省案，反対運動高まる。

課程改定中間報告(干暢復活) 市版画a始 員会般量 促進すべきとみるべき方策K (61 児童福主肱ー音I敬強，反対陳情行動
J 

ω 精世軍者宿主民幸一部改正施行 ついて」 {副会略研結成大会(以降毎年全国大会開催)

(媛護施設を更生と授産K分 (引 雇用対策法施行規則一車政正 ω 沖縄教育こちE廃案K成功

離〉 側労働省f1'育科樽弱者K対ナる 凶障害者の生活と権利を守る全国集会開催(東京)

ω 全副社会福祉協議会 ru舟俸 職場適応訓練の興施KついてJ
害者総合基本議の僧淀につい ω 労働省「精神宵弱者む就労可

て」 能作業」につき調査結果発表

ωF榔者宿主擁議会「当直後釜

ナベ童精時事対鮒EついてJ
(意見)

1 9 6 8 
{日 労働省「労働力不足め現状と

(51 家庭生活問題審議会答申 [副 文部省 「児ii;・生徒心身障笥 その対策Kついて」

「あすZ唱ま庭針舌のためIt:J ω 国民年金審議会 「国民年金制 に関する調査」結果発表

側明治百年記念式典 底改正花岡ナる意見書」 ω 中教審 ・三特glj委 「今後K相 (81 労働省職業.911練局向背神海弱

ω 法相l審滋会JIIJ事法特別部会精 (障害年金，遺族年金等〉 ける学位教育白鉱充艶備E克 | 者職業訓練問題調査」結呆発
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(対 策〉

( A) ( B ) ( C) (D) 
〈速 動〉

神陣容犯罪者に対する「保安 ω 衆院社会労働委員会陣容考対 め白基本施策について」報告 表 (凶 日本容籍小学校用国語教科書中「め〈らへびにおじてi
処分」新設 策小委員会発足 を削除させる。

1969 
(41 小 ・中全学年教科書無償給与 包} 日経連能力主義管理研究部会 131 「五段階評価」問題化

(創設科書を守る会発足 (31 衆院社会労働安員会障害者対ー 131特縁故奇総合研究調査協力者 報告 「能力主義管理 ー その 同 点字選名返動によ「て地方自治法施行令ー部政正の政

策基本法案」審議 会議「特蘇教育D基調甘な施 理論と実践ー」 令をかちとる。

倒防衛庁 ・第四次防衛力整備計 {会} 地方自治法第92条改正樹T 策の畠b方について」報告 141 京都府立与謝の海養護竿校高等輔君殺

函決定 (ω 新「中学校学習指導要領」宮 (7)職業百|隙法全程攻正 {引肢体不自由養護学授に介助員をiE式職員と して配置さ

報告示 せる(東京)

(41 学級編成，教職員定数法-$ (81 第一回全国民間保育団体合同集会(長野〕

改正施行 (81 第一回医療研究集令開催
197日

(在〉 対策むうち， Aは司法・!fIJ弘 Bは，医療 ・福祉.cは学績教育， Dは労働，の各行政に金ける問題対策，在中心在するものである。
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